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第1章序論

1.1 研究の背景

1.1.1 パス交通の果たす役割

日本において、パス交通システムは交通手段として大きな役割を果たしてきた。パス交通シ

ステムは鉄道や地下鉄と異なり、大量の人数を一度に運ぶことができないが、代わりに、中量

の輸送能力を有する交通機関である。また、パス交通システムは、鉄道や地下鉄と異なり、道

路上を運行するため、利用者の出発地や臣的地の近くから運行することができるという科点を

持っており、公共交通ネットワークの中でも毛締車管のような役割を果たしてきた。

また、パス交通システムは移動に臨難を抱えている人々(移動臨難者)の交通手段として重

要な役割を果たしている。移動悶難者に対する交通手段としては移送サービス、タクシ一等も

考えられるが、 ドア・ツー・ドア型のレベルの商い交通サーピスを提供することから、 1 トリ

ップあたりのコストが高い。そのため、高い頻度で利用することが困難である。しかし、パス

交通システムは、一度に複数の人が乗り合わせることができることからコストを低く抑えるこ

とができ、移動困難者が高い頻震で利用した場合でも移動に大きなコストがかからない。

さらに、移動圏難者だけでなく、多くの人を対象とすることができる。そのため、現状は皇

家用車を利用できるため移動に困難を感じていない人々で、あっても、将来的に移動が困難にな

った際に利用することができる交通手段として捉えることができる。また、パス交通システム

は、クリチパ等でみられるように、利便性を向上し、美しいデザインのパス車両、バス停留所

を採用することによって、都市の魅力を確保することができる。

しかしながら、日本におけるパス交通システムは衰退しつつある。モータリゼーションの進

農や消費者のライフスタイルが変化し、パス交通システムが提供するサービスが、速達性、コ

ストなどの酷において人々の求めるニーズ、に適さなくなってきていることが原因として考え

られる。パスの利用者は、大穏に減少し、 1970 年代には 100 億人/年に津していた利用者数

が、 2005 年には 40 億人/年と、ピーク時の 40% 程度に減少している。パスの利用者の減少

は、パス交通システムの収益性の悪化につながり、さらにそれがパスのサービスレベルの低下

に繋がという負の循環に陥っている。

さらに、 2002 年には乗合ノ〈ス事業の需給調整規制廃止が実施され、既存パス事業者の路線

の休止・廃止を行いやすくなった O そのため、郊外部や農村部などにおいて、パス路線の撤退

が相次いでおり、交通空白地が広がりつつある。
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第 1章序論

1.1.2 行政のパス交通システムへの関わり

パス交通システムは、現在および将来的な移動態難者の移動手段の確保、都市の魅力向上に

寄与することができ、不特定多数の人々の播祉に大きく関わっているといえる。そのため、パ

ス交通システムの運営を市場経済のみに任すと、サーピスを必要とする人にサービスが提供さ

れないという市場の失敗が起こることになる。このことから、市場によって成り立たないパス

交通システムにおいても、国や地方自治体がパス交通システムに関与する事例が増えつつある。

関与の方法は、民間が運営する赤字のパス路線に対して補助金を支払う方法や地方自治体がコ

ミュニテイパスや市町村ノ〈ス等を計画・運行する方法である。しかしながら、国や地方自治体

が関与するパス交通システムの多くは利用者が少なく、公共財源の持ち出しが過剰に拡大する

おそれがある九この原因として、国や地方自治体にパス交通システムの運営に関するノウハ

ウや人材が不足していることも挙げられるが 2) 、沿線住民の意見を反映する仕組みを有してい

ないため、市民にとって「必要なパスJ であるとの認識が薄いことが理由として挙げられる。

パス交通システムは公共の福祉を実現する役割がありながらも、実際には公共性の高いもの

になっているとは言い難い。日本において、公共性を提う事業を実施する主体は行政であると

考えられてきたため、市場によって成り立たないパス交通システムには、主として行政が関与

してきた。しかし、本来、 f公共」とは、行政だけでなく、広く万人に聞かれていることを意

味している。小泉は、 Habermas 、Ar endt などの提示した公共概念を整理して、公共性とは、

「個々の多様な発意の連携と集合によって形成されるものである(集合性・共約性)。そして、

その連携の様態は、社会的状況の変化にともない、さらに対象とする領域・課題の変化に伴い、

また各種の発意自体に影響を受け、動的に変化するものと捉えられるべきである(変動性・

不確実性)。したがって、公共性は画一的・絶対的ではあり得ない。ある集合体にとっての公

共性と他の集合体にとっての公共性は、異なる可能性がある(相対性・多元性) J と述べてい

る3) 。

よって、パス交通システムが広く万人に関かれるという意味の公共性を保つためには、パス

事業者や行政だけでなく、パスの利用者、パスを利用しない住民までを含めた多様な主体が連

携して、各主体のさまざまな意見をふまえて実施する必要がある。また、移動困難者やノえス交

通システムをとりまく状況が変化すること、討議結果が誤る可能性を見込んだ上で、変化や誤

りを有効にチェックし、修正することができる制度を作っていくべきである。また、個々の地

域の特性に合わせた対策を考えることが重要であると考えられる。

1.1.3 パス交通システムの公共性を実現する手段としての住民参加

都市の中心部におけるパス交通システムは、住民だけでなく、来街者の利舟も多い。また、

3 



都市の特徴を示す「顔J として公共交通を整備する必要性が高い。そのため、都市の中心部で

は、関係する主体の種類、人数が多く、行政がパス交通システムの整備に対して公的資金を導

入する意義は高い。

しかしながら、郊外部や農村部のパス交通システムは、都市の魅力向上に寄与する力は小さ

く、利用者が住民に限定されることから影響を受ける人々が限られる。現状では、郊外部や農

村部のパス交通システムは採算性が低いため、多くの公的資金が投入されている。しかし、一

毘民間パス会社が路線ノ〈スを撤退すると、多くの公的資金を導入する意義が低いため、路線が

廃止されるケースが多い。廃止代替パスとして公的資金を導入する場合には、サーピスレベル

が大幅に切り下げられるケースも多い。このように、郊外部や農村部のパス交通システムは、

公的資金を導入する意義が薄れ、公共'I 生が薄れる事態に陥っている。郊外部や農村部のパス事

業の公共性を取り戻すには、地域内の多様な主体が連携して、各主体のさまざまな意見をふま

えて実施するという「住民参加J が解決方法のーっとなる。

住畏がパス交通システムに参加する方法としては、運営や運行といった酉においてボランテ

ィアとして活動を行う方法やパスの運行費用を住民で確保する方法が考えられる。住民参加は、

活動や運行費用のように住民に負担を強いる面があるが、これにより、住民自身が必要なサー

ビスを吟味することができ、過剰にならないサーピスを提供することができる。なぜならば、

パス交通システムに公的資金が投入される場合には、住民たちは自分たちが何らかの負担をし

ているということを認識することができず、過剰なサービスを求めることになる。しかしなが

ら、住民が自分自身の負担を認識することができれば、過剰なサーピスを提供すれば住民自身

の負担が増大するため、必要なだけのサーピスを求めることとなる。また、住民の代表だけで

なく、移動困難者など住民の中でも多様な人々の参加を求め、議論を行うことにより、住民が

必要としているサービスを探ることができる。よって、住畏参加による交通システムは、過剰

にも過少にもならない住民ニーズに却したサービスを提供する方法として、適しているといえ

る。さらに、こうした一連の住民参加の取り組みによって、住民が「パス交通システムは自分

たちにとって必要で、ある」との認識を育てることができると考えられる。

1.1 .4住民参加によるパス事業の課題

住民参加によるパス交通システムは、郊外部や農村部における交通手段を確保する方法とし

て期待されているが、路線ノ〈スの撤退に比較して事例数は増えていない。路線ノ〈スの撤退は、

パス利用者の生活に大きく影響を及ぼすことから緊急の対策をとることが望まれるが、住民参

加によるパス交通システムは、検討に時間がかかるため、短い時間で対応することができない。

また、住民参加を促す仕組みが確立されていないこと、住民参加を促す要因が明確になってい
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第 1章序論

ないことも、住民参加によるパス交通システムが普及していない理由として挙げられる。

住民参加によるパス交通システムは、住民のボランタリー的な活動によって実現できるシス

テムがあるが、住民は資金の面や専門的な知識の面において不足している部分があり、住民だ

けでは解決できない部分がある。また、パス交通システムを実現するためには、パス交通シス

テムの構想、の発案、関係者の合意形成、運行計画の作成、運行資金の確保、事業の実旗、事後

評価と改善といった、複数の段階を一つずつ上っていく必要があると患われるが、各段階にお

いて、住民や関係する主体がどのような役割を担うべきなのかが明らかになっていない。住民

が何を担うべきなのかが明らかになっていない状況では、住民は行動を起こすことに臨時し、

担うべき負控を過大なものとして取る可能性がある。しかし、住民が担うべき役割を暁らかに

することができれば、住民が担うべき責任の範関を限定することができ、住民の参加を促すこ

とに寄与する。

また、住民参加によるパス交通システムには、移動に菌っている住民だけでなく、自家用

を利用でき何の不便も感じていない住畏を巻き込むことが重要である。人口の少ない郊外部や

農村部では、移動閤難者だけから利用料金を叙集すると、利用料金が高額となるおそれがある。

また、移動閤難者で、なかったとしても、将来的に利用する可能性があるオプション価値、利用

しなくともパス交通システム岳体が持つ存在価値という便益を受けているといえることから、

移動悶難者以外の住民に負担をしてもらう妥当性はあるといえる。移動盟難者ではない住民が、

パス交通システムに参加するための動機は何か。住民自身が移動に困る可能性が高いこと、地

域内の公共交通の利便性が低いといったことも考えられるが、地域内の人々との結びつきも大

きい影響を与えているのではなし、かと考えられる。たとえば、地域内に存在する移動困難者が、

移動ができないために通院するのもままならないため病気をこじらせている、買い物を自由に

できないがために新鮮な食品を食べることができないという状況を知っていること、さらにそ

うした状況を何らかの形で支援したいと考えることが動機となりうる。一方で、地域内の住畏

とのつながりが薄く、地域内に移動に困っている人の存在を認、知していない人々は、パスに参

加する動機が薄くなる。また、たとえ、地域内の移動困難者の存在を認識していたとしても、

移動困難者の課題を自分と関係ないものと捉えていたり、行政が取り組むべき課題であると捉

えていたりすると、パス事業に参加する動機が弱くなる。こうした住民の関のつながりや援助

規範を資本として捉える考え方をソーシャル・キャピタルとしづ。ソーシヤル・キャピタルと

は、「信頼J、「参加J r互恵性の規範J、fネットワークj といったものを総称して、資本のーっ

として捉える概念であり 4) 、ソーシヤノレ・キャピタルを計部しようとする研究が数多く行われ

ている。この概念を用いることにより、住民のパス交通システムに対する参加意識に対して影

響を与える要因を定量的に分析することができる。本研究は、土木計画学の中で取り扱われる
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ことが少なかったソーシャル・キャピタル概念を援用することにも特徴がある。

1.2 研究の目的

本研究では、住民参加によるパス交通システムの普及に必要な基礎的な知見を得るため、以

下の二点に関して分析する。

(1 )住民参加によるパス交通システムにおいて、各関係主体が果たす役割

まず、住民参加によるパス交通システムが成立した事例を複数収集し、構想の発案から計画、

事業実施、事後評価までのプロセスを調査し、パス交通システムに関わった主体の役割を分析

する。これにより、それぞれの主体がどのような役裂を担うと、住民参加によるパス交通シス

テムの実現性・継続性が高まるのかを考察する。

住民参加によるパス交通システムは、住民組織の役割が大きいものの、行政、交通事業者と

いった他の主体が関わることにより、住民組織が担うべき役割を軽減し、住民参加を促すこと

になる。しかしながら、現状では、事例の多くは、それぞれの地域で試行錯誤しながら作り上

げていく形態をとっており 2) 、それぞれの主体がどのような役割を担うべきなのかが明らかに

なっていない。本研究では、個別の事例ではなく、複数の事例を比較して、プロセスをまとめ

ることで、一つの事併の特徴的な役割分担ではなく、一般的な役割分担について考察する。

(2) パス交通システムに対する住民の参加意識を高める要因

次に、パス交通システムに対する住民の参加意識に影響を与えている要因を把握する。要因

としては、個人の移動能力、地域特性のほかに、近年、経済学、社会学などにおいて用いられ

ているソーシヤル・キャピタル 4) を考慮する。

パス交通システムに対する住民の参加意識に影響を与える要因の一つは、ソーシヤノレ・キャ

ピタルで、あり、高いソーシャル・キャピタルを有している人は、移動臨難者の状況を把握する

ことができ、罷っている人を援助したいという援助規範が強いことから、パス交通システムに

対する参加意識が高いと考えられる。二つ自は個人の移動能力である。移動に困難を感じてい

る人や、近い将来に移動に困難を生じる可能性が高い人々は、パス交通システムの必要性を強

く認識することができるため、パス交通システムへの参加意識が高いと考えられる。三つ毘は、

地域の状況である。公共交通が不便な地域では、移動に関して困っている人の観合が高く、公

共交通の改善要望が強し、ものと考えられる。また、高齢化率が高い地域では、自家用車を利用

できずに移動に圏難を生じている高齢者が多い。そのため、公共交通が不便で、あったり、高齢

化率が高い地域に住む人々は、パス交通システムに対する参加意識が高いと考えられる。
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第 1章序論

パス交通システムに対する住民の参加意識に影響を与える要閣を明らかにすることにより、

行政や専門家等が地域に介入した場合に、住民に参加を求めるパス交通システムが可能な地域

なのかを判断することができると考えられる。行政や専丹家等が介入して、ある地域をケース

スタディとして選択して住民参加によるパス交通システムを実施する。その事例を継続して運

行することができれば、ケーススタディ地域の周辺の地域にも波及していくことが予想される。

そういったモデル地域を検討するためにも、住民の参加意識に影響を与える要盟を明らかにす

る必要があると考えられる。

最後に、以上の二点をふまえて住民参加によるパス交通システムの成立要件に関して考察す

る。住民参加によるパス交通システムを普及するためには、住民参加を促す仕組みを確立する

こと、住民参加を促す要因を明確にすることが重要であると考えられる。(1)の目的から得られ

た結果により、住員参加を促す仕組みづくりに必要な条件を考察する。 (2) の昌的から得られた

結果からは、住民参加を促す要因について考察する。

1.3 研究の構成

本研究の構成は、図 1・1 に示すように 6 章から構成される。

第 2 重量では、行政がパス交通システムに対してどのように関わってきたのか、また、それに

よりどのような課題が生じたのかを把握するために、日本のパス行政の現状を整理し、市町村

が実施している移動罰難者に対する交通施策の整理を行う。市町村は移動国難者の移動手段の

確保を目的としてさまざまな交通施策を実施しているが、本意ではそれらの施策がコストの面

から適切に実擁されているのかを検証する。市町村が実施している交通施策の整理に関しては

各交通施策のコストが地域特性に大きく影響を受けると考えられることから、地域特性に応じ

て市町村を分類し、地域類型ごとに交通施策の実施状況を分析する。

第 3 章では、パス交通システムの住民の参加意識に影響を与えていると考えられるソーシャ

ル・キャヒ。タル概念に関して、既往研究を整理し、ソーシャル・キャピタルと住民のパスへの

参加意識との関係を考察する。概念の有用性、計測方法について、整理を行う。

第 4章では、第 21 誌で整理した交通施策の課題をふまえて、パス交通システムにおいて住民

が参加する意義を整理する。住民が主体的に参加しているパス交通システムの複数の事例を対

象に、事業の成立フ。ロセスを調査し、第 3 章で整理したソーシヤル・キャピタル概念を用いて、

各段暗において関係主体がどのような役割を担うべきなのかを考察する。

第 5章では、住民が主体的に参加しているパス交通システムを題材として、住民のパス交通
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システムへの参加意識に影響している要因を暁らかにする。参加意識に影響を与える要因とし

ては、第 3 章で整理したソーシヤル・キャピタル、個人属性、地域の特性を考慮する。

最後に、第 6 主主に本研究で持られた結論をまとめ、住畏参加によるパス交通システムの成立

要件に関する考察を行う。今後の研究に残された課題を示す。
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第2章バス事業の現状の整理

2.1 は C めに

第 2 章では、行政がパス交通システムに対してどのように関わってきたのか、また、それに

よりどのような課題が生じたのかを把握するために、日本のパス行政の現状を整理し、市町村

が実施している移動困難者に対する交通施策の整理を行う。市町村が実施している交通施策の

整理に関しては、具体的には、地域特性に応じて市町村を分類し、地域類型ごとに交通施策の

実施状況を分析する。

2.2 バス事業の現状の整理

2.2.1 日本のパス事業の現状

本壌では、日本のパス事業の現状を整理する。

図 2・1 fこ乗合パスの輸送人員の推移を示す。 1950 年代以降、乗合パスの輪送人員は増加傾

向にあり、 1970 年代には 100 億人/年に達していたが、自家用車が急速に普及した 1970 年代

以降は、継続して減少しており、 2005 年の乗合ノ〈ス輸送人員は 40 億人/年と、ピーク時の 40%

程度に減少している。その一方で、乗合パスの運行距離は、輸送人員と比べると減少していな

い。運行許可を受けている距離は、 1970 年産末には 19 万 km であったが、その後、一旦減少

したのち、 2000 年においても 21 万 km と増加している(表 2・1) 。休止距離および廃止距離

は、増加傾向にあるものの、輸送人員の減少数ほど廃止範離は増えていない。

この理出として、不採算なパス路線を維持するために、道路運送法のもと需給鵠整が行われ

ていたことと公的補助が行われるようになったことがあげられる。需給調整の考え方が初めて

導入されたのは、 1948 年の道路運送法である1)。一路線一営業が基本であり、利用者の増加し

ている待期に規定された各事業者の地域独占・寡占体制を追認することで、市場構造は一麗固

定的になった。 1980 年代後半以降に事業者の分社化が盛んになるまで、需要の変化にかかわ

らず、乗合パスの事業者数は 360 社程度で一定で、あった 1) 。冨庫補助等の公的支援措置は、 1970

年代以降実施されるようになった九 1970 年度から 1994 年度にかけて廃止路線代替車両購入

費補助、 1972 年度には生活路線維持にかかる補助が創設された。

2002 年度には、道路運送法の改正に伴い、乗合ノ〈ス事業の規制緩和が実施された。一路線

一営業の原則はなくなり、新規事業者の新規参入がおこりやすくなったと同時に、既存事業者

の路線の休止・廃止がおこりやすくなった。道路運送法の改正に伴い、補助制震も変更され、

生活交通路線維持にかかる補助、特別指定生活路線にかかる補助および地方財政措置が実施さ
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第 2 章ノミス事業の現状の整理

れている 1) ，3) 。規制緩和後に実施されている地方パス路r線維持費国庫補助金の概要を表 2・2 に

示す。国庫補助の対象から外れた路線は、都道府県が独自で単独で補助を行い維持している路

線、運行使数の減少等のサービスの低下により維持している路線、路線の休止・廃止といった

対応が行われている。

また、 1990 年代後半からは、交通局を持たない自治体が、パスを計画・運営する事例が急

増した。これらの自治体が、運営するパスはコミュニティパスと呼ばれ、廃止代替といった目的

だけでなく、住民間の交流といったより積極的な側面が強謂されることが多くなった九コミ

ュニティパスとは、国土交通省の報告撃によると、「地方自治体等がまちづくりなど住民櫨祉

の向上を留るため交通空白地域・不便地域の解消、高齢者等の外出促進、公共施設の利用促進

に通じたまちの活性化等を目的として、自ら主体的に運行を確保するパスのこと j と一般に解

されている 3) 。コミュニティパスは、 1995 年に登場した東京都武蔵野市のムーパスの運行開始

以降増加を続け、 2005 年 4月現在全国の市区町村の 38% にあたる 914 市区町村で運行されて

いる 3) 。従来の公的補助制度はパス事業者の欠損に対して補助を行うという自治体の政策意図

が反映されづらい制度で、あったが、コミュニティパスは自治体がダイヤや路線といった運行計

画の作成など運営部分を担うことにより、自治体のまちづくりピジョンを反映したパスサーピ

スを提供することができる。

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

(年度)

(出典:総合政策局情報政策本部憎報安全・調査諜交通統計室 f自動車輸送統計年報J より作成)

図 2ぺ 乗合バスの輸送人員の推移
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表 2-1 乗合パスの運行距離

(単位 :km)

年度末 運行許可距離※ 休止距離 廃止距離

1970 193 ，473 10 ，880 2，777 

1975 179 ，471 10 ，264 2，086 

1980 175 ，866 8，108 1，189 

1985 173 ，226 9，221 3，836 

1990 217 ，373 7，544 3，524 

1995 205 ，791 11 ，753 5，544 

2000 213 ，785 14 ，539 9，027 

2005 255 ，447 12 ，094 

※ 許可キロは、長距離高速パスの運行距離を除いている。

(出典: r地域交通年報J 平成 15 年版および f数字で見る自動車」各年版より作成)

対象路線

生活交通路線

特別指定生活路線

表 2-2 地方パス路線維持費国庫補助金司

補助内容

・①複数の市町村にまたがる 10km 以上の路線、②1 日あたりの輸送量が 15

人以上 150 人以下で、 1 !3の運行回数が 3回以上の路線、③広域行政閣の

中心都市等にアクセスする路線の 3 つの要件を満たす広域的、幹線的な

路線に対する補助。

-路線維持費補助および車両購入費補助に対して、国 1/2 、都道府県 1/2

を補助する o

-先駆的な取り組み(路線の再編、小型車両等の活用、スクールパス等と

の輪送一元化等)を行う生活路綿に対する補助。

-路線維持費補助および車時購入費補助に対して、国 1/2 、都道府県と市

町村が 1/2 を補助する。

2.2.2 パス事業に関わる主体の整理

本節では、パス事業に関わる主体を整理する。

パス事業の多くは独立採算制で行われてきたため、交通事業者がパス事業の発案から実施、

評価と改善に至るまでのすべてを担ってきた。パス事業は独立採算が基本で、あり、 1970 年代に
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なり捕助制度が始まるまで行政の関与は少なかった。また、 80 条パス(現 79 条パス)は例外的

な扱いであった。

近年ではパス事業が営利事業として成り立たない場合に、国や地方自治体による公的な関与

が行われる事例が多くなった。具体的には、地方自治体が主体的に実施する自治体パス等が挙

げられる。昌治体ノ〈スにおいては、行政がパス事業を発案し、計画を策定し、交通事業者に運

行を委託する。交通事業者は既存のノウハウを踏まえて行政に助言を行うが、運行の最終的な

責任は行政が担う。このように、行政がパス事業に関与する事例は増えているものの、住民が

パス事業に対して関与する部分は少ない。住民参加が行われる場合でも意識調査や利用促進ノ〈

ンフレットによるお知らせといった形が多く、関わり方は限定的で受動的なものが多い。

毘や地方富治体によるパス事業への関与が増えてきたのと同時に、パス事業を「営利事業j

ではなく、公共の福祉を実現するための事業として捉える考え方が主流になりつつある。それ

に伴い、行政が公共性を担う唯一の主体ではなく、住民も公共性を担う可能性のあるパートナ

ーあるいはエージェントとみなされる 5) 。

表 2-3 パス交通システムに関わる各主体の役割

独立採算制 行政関与型 行政関与型 住民参加によるパ
(赤字補助) (自主運行パス) ス交通システム

交通事業者 。 。 O O 
発案から関係者の合 発案から関係者の合 (パス事業を受託し (パス事業を受託し
意、運行資金の確保、 意、運行資金の確保、 た場合)行政が作成 た場合)住民が作成
パスの運行、評価、 パスの運行、評価、 した運行計画に従っ した運行計画に従つ
改善に至るまですべ 改善に至るまですべ てパスを運行する。 てパスを運行する。
てを担う。 てを担う。行政に財

政状況を報告し、檎
助を受ける。

行政 × O 。 ム
関与せず。 パス事業の運行状況 発案から関係者の合 住民のパス事業を支

を把握し、赤字補助 意、運行資金の確保、 援する。(計画作成、
を行う。 パスの運行、評価、 赤字補助など)

改善に至るまですべ
てを担う。
運行をパス会社に委
託する場合もある。

住畏 ム ム ム 。
サービスの受益者。 サービスの受益者。 サービスの受益者。 発案から関係者の合

意、運行資金の確保、
パスの運行、評価、
改善に至るまですべ
てを担う。
運行をパス会社に委
託する場合もある。

※ 0 中心となる主体、 O 事業実現の支援をする主体、ム関与が小さい主体

15 



2.3 地域類型からみた行政による交通施策の特徴分析

2.3.1 本節の目的

本節では、市町村が実施している交通施策の概観をとらえることを目的とする。具体的には、

市町村が移動因難者のために行っている交通施策の費用や利用人数が地域特性によって異な

っているのかを分析し、地域特性に応じて市町村がどのような交通施策を実施していくべきか

を考察することを目的とする。

2.3.2 行政が実施する交通施策に関する或往研究

こうした中、移動困難者に対する交通施策に関していくつかの既往研究がある。秋山 6) は、

公共交通機関のバリアフリーデザインを行った場合は、パス利用可能者層が7害肋ミら9割程度ま

で増加し、 STS (スペシャル・トランスポート・サーピス(注1))の利用者層は 1割程疫になる

と述べている。個々の交通施策に対する評価としては、太由・秋山ら 7) は東京都のシノレバーパ

ス科用者の外出状況の変化について検証している。飯田らめは大阪府豊中市の高齢者に対する

公共交通運賃助成事業の利用者の外出状況分析を行い、経済波及効果について検証している。

コミュニティパスに関する評価は多数行われており、例えば磯部9) 、井上ら 10) は、手当用者側

からみた評価を行っており、路線距離やサービスレベルなどコミュニティパスの運行システム

改善について提言を行っている。これらの研究は、公共交通の運賃助成、あるいはコミュニテ

ィパスといった単独の交通施策を扱っており、複数の交通撞策を比較している研究は少ない。

2.3.3 本節で着岳する市町村が実施する交通施策の概要

本研究では、市町村が移動困難者の移動手段の確保を目的として実施している交通施策とし

て、コミュニティパス、移送サーピス、タクシー運賃の助成、公共交通運賃の助成に積回する

(表 2-4) 。これら 4 つの施策に着目した理由は、市町村が自らの権銀で施策を実施できるこ

と、自家用車も利用できない移動困難者で、あっても利用できることである。そのため、

用自動車改造等の優遇措置などの擁策は対象としていない。

コミュニティパスの定義は定まったものがないが、「住民の移動手段確保のために、市町村

が主体となって積撞的に運行システムの講築・維持に関わっている、利用者を限定せず誰でも

科用できるパスJ に当てはまるパスをコミュニティパスと定義する。そのため、市町村が助成

金を支出しているが交通事業者が主体的に運行している一般の路線パスは含めず、市町村が運

行システムに責務を持って実施しているものを対象とする。問様に病院送迎パスは、市町村で

はなく病院が実施している例が多いため含めない。また、パス車需や路線形態は限定せずに、

タクシー車両や需要対応型のサービスもコミュニティパスに含める。コミュニティパスの中に
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第 2 章パス事業の現状の整理

は、中心市街地のアクセス向上のような地域活性化策を主目的としたものもあるが、利用者の

多くは自家用車を利用することができない移動臨難者であるため、本研究では対象に含める。

コミュニティパスは、不特定多数の人を対象としており、利用者には制限は設けられていな

い。一方で、移送サーピス、タクシー運賃助成、公共交通運賃助成は、高齢者や障害者等特定

の人々を対象としており、利用には事前の申請が必要である。なお、コミュニティパスと移送

サーピスは、既存の交通サービスとして存在していないサービスを新たに提供する施策であり、

市町村が計画から運行まで関わる。一方、タクシー運賃の助成と公共交通運賃の助成は、既存

の交通事業者が提供している交通サーピスを、市町村が高齢者や障害者等に対して金銭的に援

助する制度である。

表 2-4 本節で着目する移動国難者に対する交通施策

概要 利用対象者 車両

コミュニティ 地域の住民の利便向上等のた 主として移動困難者だが、住 定員 30 名以上

パス めに、市町村が主体となって積 民だれでも利用できる。 のパス、マイク

極的に運行システムの構築・維 ロパス(定員 29

持に関わっているパス。 人以下)等

移送サービス 福祉車需等を用いてドア・ツ 公共交通の利用が困難な移動 リフト付き

一・ドアの交通サービスを提 困難者に限定。利用には、事説 両等車いす対

供する。 に登録が必要である。 応型車両

タクシー運賃 チケット等を交付して、タクシ 概ね 65 歳以上の高齢者や撞害 タクシー車両

助成 一運賃を助成する制度。 者手i援保持等に限定。申誇が (セダン型車両

必要で、ある。 が主)

公共交通運賃 無料パスや割引券を交付し 概ね 65 歳以上の高齢者や障害 電車、パス等

助成 て、電車、パス等の公共交通 手帳保持者等に限定。申請が

機関の運賃を勃成する制度。 必要である。

2.3 .4地域特性に応じた市町村の分類

地域の特性を明確にするために、市町村を分類する。市町村を単位として分類した理由は、

市町村が基本的な地方公共団体であり交通施策を実施することが可能であること、移動サーピ

スや運賃助成制度は行政域内全体で実施されていること、統計データを手に入れることが容易

であることである。本研究では、地域特性に応じた移動困難者に対する交通施策の在り方を考
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察することにあるため、多様な市町村を有している兵産県をケースエリアとした。兵藤黒は、

瀬戸内梅に面した神戸市を中心とする都市部と、内i堕部や日本海側の過疎部を有している。ま

た、兵庫県は、複数の市町村にまたがるパス路線に対しては補助を出しているが、平成 15 年

度現在は市町村が実施する交通施策に対しては補助を出していない(注針。なお、合併した市

町村の中には各国市町村がそれぞれで、行っていた交通施策を統合化していない市町村がある

こと、合併前は行政g 域が小さく地域特性に応じた交通施策が行われていると考えられること

から、本研究では、大規模な合併が行われる前の 2003 年度を対象とした。

地域特性による分類は、人口規模によるものが一般的であるが、都市的な傾向を考躍するた

めに、表 2・5 に示す 8 つの指標を用いた。人口密度、 DID 人口集中度は、都市の集積度を表

す指標として用いた。人口密度は、行政区域全体の人口の密度を表すのに対し、 DID 人口集

中度は都市化された地域に人口が集中しているのかを示す指標である。医療施設の立地密度お

よび小売!百数の立地密度は、住民にとって必要な施設がどの程度集積しているのかを示す指標

である(注針。高齢化率は移動臨難者の比率を示すものとして用いた。面積は、広さによって

交通機関の路線長が異なり、トリップ長が伸びることから、市町村の規模を恭す指標として用

いた。交通の集積度を表す指標としては、鉄道駅の立地密度、タクシー台数密度を用いた。な

お、医療擁設、小売j苫の立地密度は、行政g 域内にどの程度の施設が集積しているのかを表す

ために、部積あたりの施設数を算出して用いた。パスに関しては、市町村単位で整理されたパ

スに関する指標が存在していなかったこと、鉄道駅の立地密度とパスのサービスレベルには相

関があると考えられることから、用いていない。

表 2-5 地域特性を表わす代表指標

項目 指標 データの出典

都市の集積度 人口密度(人/k m 2
)

DID 人口集中度(%)

医療施設の立地密度(描設/k m 2
) 統計でみる市区町村の

小売屈の立地密度(施設数/k m 2
) すがた 11)

移動困難者 高齢化率(%)

規模 面積 (km 2
)

交通の 鉄道駅の立地密度(施設数 Ikm 2
) Mapion l2

) 

集積度 タクシー台数密度(台 Ik m 2
) 神戸陸運昂データ
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第 2 章ノ〈ス事業の現状の整理

次に、各市町村の類似性を調べるために、これらの 8つの指標を用いて主成分分析を行った。

主成分分析の結果を表 2・6 に示す。ここでは、固有値が1. 0 以上の第 2 軸(累積寄与率 81. 0%)

まで採用した。第 1主成分は、人口密度、 DID 人口集中度、医療施設の立地密度、小売府数の

立地密度、鉄道駅の立地密度、タクシー台数密度の値が大きいことから、“都市の集積をあら

わす軸“と解釈した。第 2 軸は、面積のカテゴリスコアが高いことから、“市町村の広さをあ

らわす軸“であると解釈した。

表 2-6 主成分分析の結果

第 1主成分 第 2 主成分

人口密度 0.97 -0.12 

DID 人口集中度 0.85 0.26 

産療施設の立地密度 0.96 開 0.11

小売j苫の立地密度 0.96 -0.12 

高齢化率 情 0.61 幽 0.04

高穣 0.01 0.98 

鉄道駅の立地密度 0.85 0.09 

タクシー台数密度 0.89 0.01 

固有値 5.4 0 1. 08 

寄与率 67.5% 13.5% 

累穣寄与率 67.5% 81. 0% 

次に、主成分分析で算出された 88 市町のサンプルスコアを用いてクラスタ分析を行った。

クラスタ分析は、 ward 法を適用し、 4 つのクラスタに分類した。各クラスタの特徴から、「広

域・都市型j、「広域・都市型」、「広域・農村型J、「狭域・農村型J と名づけた。表 2・7 に各ク

ラスタの特徴を示す。

「広域・都市型J、f狭域・都市型」は、いずれも人口密度、 DID 人口集中度が高く、医擦施

設と小売屈の立地密度が高いことから、都市の集積度が高いといえる。また、クラスタ 3，4 に

比べ、鉄道駅の立地密慶、タクシー台数密度が高い。ただし、「広域・都市型J は 200k rrf 以上

の広い市町であるのに対し、「狭域・都市型j は 150k rrf 以下の市町である。「広域・農村型j、

「狭域・農村型J は、いずれも人口密産、 DID 人口集中度がともに低く、医療施設、小売活立

地密度、鉄道駅の立地密度、タクシー台数密度が少なく、都市の集積度が低い。 f広域・農村

型」と f狭域・農村型J の違いは、富積であり、「広域・農村型j は 100 km 2 の市町村が多く

含まれているのに対し、「狭域・農村型j は 100k rrf 以下の狭い市町が多い。
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表 2-7 各クラスタの特徴

Cluster1 Cluster2 Cluster3 Cluster4 
!t. 域・都市型 狭域・都市型 広域・農村型 狭域・農村型

市町村数 3 10 46 29 
人口密度(人 Ik m2) 166 1. 0 4537 .4 173.0 343.6 

(1093.88) (2468.22) (1 51. 27) (295.33) 
DID 人口集中度(%) 78.5 92.1 11.9 1. 4 

包.72) (1 .66) (4.6 1) (5.54) 

平 医療施設の立地密度儲設Ik 1. 5 3.9 0.1 0.2 
均 m2) (1 80.14) (42.02) (49.87) (1 5.24) 
値 小売庖の立地密度(施設数 k 19.8 44.7 2.5 4.8 
〆'、、 rrf) (1 2.67) (6.98) (1 9.73) (7.65) 
標
準 高齢化率(%) 14.8 15.0 24.5 22.9 
備 (1 .24) (2.8 1) (0.13) (0.17) 
差 面積 (k m2) 345.2 57.9 12 1. 6 40.8 、、，〆

(1 4.4 0) (32.54) (2.10) (3 .4 4) 
鉄道駅の立地密度(施設数 /k 0.1 0.2 0.0 0.0 
m2) (3.99) (5.62) (0.16) (0.32) 
タクシー台数密度(台 Ik m2) 3.9 5.2 0.1 0.3 

(0.08) (0.08) (0.02) (0.03) 
神戸市 尼崎市 畳間市 滝野町

市町村の例 姫路市 明石市 山崎町 香寺町

三岡市 播磨町 但東町 津名町

L
副作

、
j
f
j山一

V

点。

図 2-2 各クラスタの分布
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2.3.5 地域類型からみた交通施策の実施状況分析

。)交通施策の実施状況調査の概要

第 2 章ノミス事業の現状の整理

移動困難者に対する交通施策の実施状況のデータとして、兵庫巣内の市昨の各交通施策担当

者を対象として実施したアンケート調査結果を用いる。

コミュニティパスに関係するデータは、 2003 年 6 月に兵庫県県土整備部県土企聞局が主体

となって実施した fコミュニティパスの導入状況諦査J の結果を用いた。アンケートの送付先

は、コミュニティパス担当課とした。コミュニティパスの定義は定まったものがないが、この

調査においては、「①地域住民の利便性向上等のために、②市荷村(地域)が主体となって積

極的に運行システムの構築・維持に関わっている、③利用者を限定せず住民誰でも利用できる

パスj に当てはまるパスをコミュニティパスとしているが、この定義は 2.3.3 で定義したもの

と同義である。調査方法は、兵庫県内の全市町 (88 市町)へ郵便で送付し、郵便または FAX

で全市町より回答を得た。調査項目は、コミュニティパスの実施の有無、運賃、運行頻慶など

のサービス内容、手当用者数、運行経費、市町村の負担額である。

また、移送サービス、タクシー運賃の助成、公共交通運賃の助成に関するデータは、 2003

年 10 月に筆者らが実施した「高齢者・障害者に対する交通施策に関するアンケート調査J の

結果を用いた。アンケートの送付先は福祉担当部局とした。いずれの施策に関しでも、市町村

が主体となって実施しているものを対象とし、市街T村の関与がない NPO 法人やボランティア

団体が主体となって実施しているものは除いた。諦査方法は、兵庫県内の全市町 (88 市町)

に対して郵便で送付し、郵便または FAX で 87 市町(盟収率 98.9%) より回答を得た。アンケ

ートの諦査項目は、移送サービス、タクシー運賃の助成、公共交通運賃の助成の実施の有無、

対象者の条件、利用できるサービスの内窓、利用者数、事業経費、市町村の負担額である。

(2) 地域特性別の交通施策の実施率

2.3.3 で分類した地域分類をもとに、交通施策の実施率を比較する。地域別の交通施策の実

施率を鴎 2・3 に示す

コミュニティパスは「広域・都市型J では実施されていないが、 f狭域・都市型j、「広域・農

村型J、f狭域・農村型J のいずれの地域においても、実施率は 30% 前後である。路線ノミスが成

立しづらい農村部の方が、コミュニティパス導入率が高いと考えられるが、首長からのトップダ

ウンや住民の要望を受けて実施されるものが多く 13) 、都市の集積度や交通の状況以外の導入要

因が考えられるため、「広域・都市型j 以外では実施率に差がない。

市町村が実施する移送サービスに関しては、「広域・都市型J で実施率が 0% 、「狭域・都市

型j で 40% と低いが、 f広域・農村型j、「狭域・農村型J では実施率が 6 割を超えている。都
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市では、揺祉タクシーや NPO の移送サービス等民間の交通サーピスが複数あるため実施率が

低く、他の地域ではそういった民間の交通サービスがないため市町村がサービスを提供せざる

をえないのではなし、かと推察される。

タクシー運賃の助成は、タクシー台数密度が高い「広域・都市型」、「狭域・都市型J とも実

施率が 100% であるが、「広域・農村型J では 57% 、「狭域・農村型」では 46% である。「広域・

農村型J、「狭域・農村型J は、タクシー台数密度が 1 台Ik ni 未満の市町村が多く、委託できる

タクシー会社数が少ないことから実施割合が低いものと考えられる。なお、行政区域内にタク

シー会社が存在しない市町村が「広域・農村型J は 3 市町村、「狭域・農村型j の中には 6 市

町村存在している。タクシー会社が存在しない市町村を除いた場合の実施率は、「広域・農村

型j で 58% 、「狭域・農村型」で 50% となっており、地域によって実施割合は大きくは変わら

ない。行政区域内においてタクシー会社が存在しない 9 市町村では 3 市町村において、タクシ

ー運賃助成が実施されており、隣接する市町村に存在するタクシー会社に委託している。

公共交通運賃の助成は、「広域・都市型j で 75% 、f狭域・都市型j で 70% と実施率が高い

が、 f広域・農村型J では 20% 、f狭域・農村型J では 18% の実施率となっている。その理由

として、都市部では鉄道、パス等複数の公共交通機関があり、交通擁設のバリアフリー化も進

んでいるため、利用しやすい形態となっている。一方、農村部では交通空白地域が広がり、交

通施設のパヲアフリー化も進んでいないため、移動困難者が公共交通を利用するのに臨難を伴

い、運賃の助成が有効ではないと考えられているのではないかと推察される。また、公共交通

運賃の助成は、コミュニティパスの運行がなされていない市町村において実施されている割合

は高いが、カイ二乗検定を行った結果、有意水準 5% で有意な差があるとはいえなかった。
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第 2 章パス事業の現状の整理

0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% 

コミュニティパス

移送サーピス

タクシー運賃助成

公共交通i襲震効成

• Cluster1 ~Cluster2 [lJ Cluster3 ロCluster4
広域・都市型 n=3 狭域・都市型 n=10 広域・農村型炉縮 小規模農村部伊29

国 2-3 交通施策の実施率

(3) コミュニティパスの利用者数と市町村負担額

地域分類ごとのコミュニティパスの年間利用者数と 1 トリップあたりの市町村負担額を罰

2・4 に、市町村負担額、利用者数、路総延長の平均値を表 2-8 に示す。ぱらつきが大きい地

域もあるが、平均値を代表値として用い、 (4) 以降の分析においても同様に平均値を用い

る。

f狭域・都市型j では、利用者数が平均値で 119 ，938 人/年と多く、 1 トリップあたりの市町

村負担額は 205 円/トリッフ。と小さい。「広域・農村型 j、「狭域・農村型j は、「狭域・都市型」

に比べ利用者数の平均値が I割程慶と少ない。また、 1 トリッフ。あたり市町村負担額の平均値

をみると、 f狭域・農村型」は 3.7 倍である。人口当たりの年間利用者数をみると、「狭域・都

市型部」では 81% となっているが、「広域・農村型j では 113% 、「狭域・農村型J では 157%

と農村部では利用率は高いといえる。しかし、農村部の市町村では狭域・都市型に比べ都市の

集積度が低いため、利用率は高くとも利用者数も少なく、それに伴い運賃収入が減り、市町村

負担額が大きくなる傾向がある。

さらに f広域・農村型J は「狭域・都市型J の 6.5 倍となっている。 rLζ 域・農村型」は、

都市の集積、人口密度が低い上に行政区域が広いため、路線延長が長く、 1 トリップあたりの

市町村負担額は平均値で 1，332 円/トリップと高い。また、市町村負担額が 3，000 円/トリップ
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と高い市町村が 2 市町村ある。コミュニティパスは、移送サービスやタクシーに比べ乗客を集

約して移送でき、 1 トリップあたりのコストを低く抑えることができるという利点がある。「狭

のようこの利点を生かした運行をすることができるが、「広域・農村型jでは、域・都市型J

な地域では人口の少なさとカバーするエリアも広がるため、この利点を生かした運行ができて

いない。
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コミュニティバスの利用者数と市開村負担額図 2-4

コミュニティパスの市町村負担額、利用者数、蕗線延長の平均値

平均値
負担額 年間利用者数 年間利用者数/ 路線班長

(円/トリップ) (人/年) 人口(%) (km) 

クフスタ 2

狭域・都市型 n=4
205 119 ，938 81. 0% 21. 0 

クフスタ 3

広域・農村型炉14
1，332 13 ，042 113 .4% 66.7 

クフスタ 4

狭域・農村型 n=5
761 17 ，496 156.7% 30.9 

表 2・8

コミュニティパスは既存のパス会社では収支が合わない路線を運行していることが多いた

め、表 2-9 に示すような運転手に嘱託社員を活用したりタクシー会社に運行委託したりする

こと等により、経費節減の工夫を図っている事例が多い。そこで、そうした人件費や委託費
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第 2 章パス事業の現状の整理

用の経費節減の工夫の効果をみるために、経費節減の工夫の有無知に市町村負担額の平均値

を求めた(表 2-10) 。

「広域・農村型」では、経費節減の工夫をしている市町村の負担額は平均値で 785 円/トリ

ップと工夫をしていない市町村の 1，748 円/トリップより 55% (958 円)小さい。同様に、 f狭

域・農村型」では経費欝減の工夫をしている市町村は、工夫をしていない市町村より平均値

で 77% (893 円)小さい。この負担額の差を経費節減の工夫による節減効果としてみること

ができる。経費節減の工夫している市町村としていない市町村の平均笹の差の検定を行った

結果、 f狭域・農村袈J においては、有意水準 5% で差があるといえる結果となったが、「広

域・農村型」では有意な差はないとしづ結果となった。

また、 f狭域・農村型」において有償ボランティアを活用した自治会によるコミュニティパ

スを運行している事例が 1 事例あったが、同じクラスタの他のコミュニティパスに比べて、

24 ，861 人/年と利用者が多く、 19 丹/トリップと自治体負担額も低かった。

なお、人件費や委託費用以外の経費節減策として、デマンド運行、スクールパスとの混乗、

小型車両の使用などの工夫が考えられる。デマンド運行に関しては、本研究の調査の範囲内

では実施されていなかったため、検討できなかった。また、スクールパスとの混乗を行って

いるコミュニティパスが「広域・農村型J ，こ 1事例あったが、市町村負担額が 5，076 丹/トジ

ップと高く、スクールパスとの混乗による経費節減効果は小さいものと考えられる。また、

使用車両ごとに市町村負担額の平均値を算出したが、使用車両と市町村負担額の間に明確な

関係性が見られなかった(表 2・11) 。パスの運行経費は人件費が最も大きな割合を占めてい

ることから、用いる車需による影響は小さいものと考えられる。

表各9 コミュニティパスの経費節減の工夫

工夫 | 市可村数

有償ボランティアを活用した自治会による運行

運転手に嘱託社員を活用

タクシー会社への運行委託

経費節減の工夫をしている地域ごとの市町村数

25 

クラスタ 4 狭域・農村型: 1 

クラスタ 3 法域・農村型 :4

クラスタ 3 広域・農村型 :2

クラスタ 4 狭域・農村型: 3 

クラスタ l広域・都市型 :一

クラスタ 2 狭域・都市型: 0 (o.o~も)

クラスタ 3 広域・農村型: 6 (42.9%) 

クラスタ 4 狭域・農村型: 4 (44 .4%) 



表 2-10 コミュニティパスの経費節減の工夫と市町村負担額の平均値

平均値(丹/トリップ) 経費節減の工夫なし 経費節減の工夫あり

クラスタ 2: 狭域・都市型 n=4 205 (n=4) 幽幽幽幽

クラスタ 3 :広域・農村型 n=14 1，743 (n=8) 785 (n=6) 

クラスタ 4: 狭域・農村型 n=5 1158 (n=5) 265 (n=4) 

表 2-11 コミュニティパスの使用車両と市町村負担額の平均値

車両の乗車定員
平均値(丹/トリップ)

11 人以下 12""""29 人 29 人以上

クラスタ 2: 狭域・都市型炉4 一 83 (n=1) 246 (n ・3)

クラスタ 3 :広域・農村型炉 14 1，097 (n=2) 797 (n=4) 1，659 (rr 口 8)

クラスタ 4: 狭域・農村型 n=5 1181 (n=2) 779 (n=3) 537 (n=4) 

(4) 移送サービスの利用者数と市町村負握額

地域分類ごとの移送サーピスの年間利用者数と 1 トリップあたりの市町村負担額を図 2・5 に

示す。

移送サービスにおいては、いずれの地域においても利用者が多いほど市町村負担額が小さく

なるといった相関関係は見出すことができない。また、 1 トリップあたりのコストが 6，000'"'-'

18 ，000 円と棟端に高い市町村も存在する。この理由として、移送サービスの対象者は、「公共

交通を利用することができない障害者、高齢者j と限定していることから、車両や運行システ

ムに費用がかかることが考えられる。

しかしながら、広域・農村型と狭域・農村型において、移送サービスより 1 トリップ。あたりの

市町村負担額が高いコミュニティパスを有している市町村が 3 つ存在している。このような地域

では、定時定路線型のコミュニティパスではなく、移送サービスの運行形態に近い予約応答型の

運行を検討する必要があると考えられる。そうすることで、経費の節減と利用者に提供するサー

ビスレベルを向上することができると考えられる。
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表 2・12 移送サービスの市町村負担額、利用者数の平均値

負担額 年儒利用者数 人口あたりの年間
平均値

(丹/トリップ) (人/年) 利用者数(%)

クラスタ 2: 狭域・都市型炉4 3，105 9，432 0.9% 

クラスタ 3: 広域・農村型 n=23 3，141 771 30.0% 

クラスタ 4: 狭域・農村型 n=13 2，386 1，188 33 .4% 

(5) タクシーおよび公共交通運賃助成鱗度の利用者数と市町村負担額

地域分類ごとのタクシー運賃助成制度の人口に対する交付者割合と 1人あたりの年開市町村

負担額を図 2・6 に、公共交通運賃助成制度に関しては図 2干に京す。今回の調査では、タクシ

ーおよび公共交通運賃助成制度を用いたトリップ数がどの程度あるのかを把握することがで

きなかったため、 1 人あたりの年間市町村負担額を算出した。また、利用者数は市町村の人口

競模に大きな差があることから各市町村の人口に対する交付者割合を算出した。

f広域・都市型」と「狭域・都市型J のうち、 1 つの市町村を除いて、タクシー運賃助成は

人口の 3% 未満の人々に交付されており、平均値は広域・都市型で 0.5% 、狭域・都市型で 0.6%

と低い。その一方で、公共交通運賃助成は人口の 10% 前後の人々に交付されている市町村が多

く、平均値は工広域・都市型で 9.1% 、狭域・都市型で 9.4%と高い。これらの都市部の市町村で

は、タクシーと公共交通運賃助成制度の役割は異なっているものと考えられる。タクシー運賃
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助成は、移動に大きな閤難がある人々に対して交付しているが、公共交通運賃助成は、移動に

小さい閤難がある人々にも交付されている。

下

、四輪「広域・農村型j と「狭域・農村型」では、タクシー運賃助成の交付者数の比率が高い。

ドア・ツー・ドアの交れらの市町村では、高齢化率は高く、公共交通が不便であることから、

通サーピスを必要とする人々の割合が高いことが考えられる。よって、これらの地域ではタク

シー運賃助成が対象とする人々の範囲は、都市部よりも広くなっている。

また、タクシーと公共交通では 1 トリップあたりのコストが大きく異なるが、これらの 2 つ

の制度の 1 人の交付者当たりの助成額のコストの差は小さい。 1 人あたりの交付額が 15 ，000

円以下となっている市町村の割合は、タクシー運賃助成では 79% であるのに対し、公共交通

では 65% である。公共交通の京j用回数に制限を設けていない市町村が 6 市町村存在し、制限

を設けている場合でも金額が 2'"'-'3 万円/年までと高額に設定されている。一方、タクシー運賃

助成は、すべての市町村で利用回数が 24'"'-'48 回/年と制摂されており、交付金額も初乗り運賃

あるいは一部助成となっており、利用者負担は大きい。よって、公共交通運賃助成制度の交付

者は制度を利用して多数のトリッフ。を行っているといえるが、タクシー運賃助成制度の交付者

は制度を利用したトリップは月に数函程度であると考えられる。
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図 2-6タクシー運賃助成の交付者割合と市町村負担額
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第 2 章ノ〈ス事業の現状の整理

表 2-13 タクシー運震助成の市町村負担額、利用者数の平均値

負担額 年院利用者数 人口に対する年需
平均値

(円/年・人) (人/年) 利用者数の割合

クラスタ 1 :広域・都市型 n=3 14 ，744 3，689 0.5% 

クラスタ 2: 狭域・都市型炉問 12 ，127 1，210 0.6% 

クラスタ 3: 広域・農村型炉23 10 ，612 344 2.7% 

クラスタ 4: 狭域・農村型 n=ll 8，817 271 1. 9% 
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図 2-7 公共交通運賃助成の交付者割合と市開村負担額

表 2-14 公共あ謹運賃助成の市町村負担額、利用者数の平瑚藍

負担額 年間科患者数
平均値

(円/年・人) (人/年)

クラスタ 1 :広域・都市型炉 3 14 ，099 81 ，334 

クラスタ 2: 狭域・都市型 n=7 17 ，283 29 ，577 

クラスタ 3 :広域・農村型 n=9 9，400 1，902 

クラスタ 4: 狭域・農村型 n=4 14 ，241 260 

2.3.6 まとめ

'" 

30% 

人口に対する年間

利用者数の割合

9.1% 

9.4% 

10.9% 

2.4% 

本研究は、一定の定義により地域の類型化を行い、地域と施策との関係に着目した調査分析

を実施した。本研究での知見をまとめ、考察を加える。

(1) r広域・都市型J や「狭域・都市型J は人口も多く集中し、都市基盤が充実していること

29 



から、タクシー運賃助成や公共交通運賃助成といった既存の交通機関を活用した交通施

策を実施している。しかしながら、タクシーおよび公共交通運賃助成といった施策は、

今後、高齢化に伴い利用対象者数が増加することから、利用希望者が増加し、市町村が

担わなければならない施策全体のコストが非常に大きくなることが予想される。したが

って、移動困難者が本人の移動の困難度合いに基づいて施策を利用することができるよ

うに、受給条件を設定することが重要である。

(2) コミュニティパスは乗客を集約して移送できる交通施策であり、「狭域・都市型」におい

てはこの利点を生かした運行をすることできている。一方、 f狭域・農村型j や「広域・

農村型j では、人口数の少なさとカバーするエリアが広がることから、必ずしもこの利

点を生かした運行ができないことが分かつた。ただし、運転手や運行委託先を工夫する

ことにより市町村の負担額が削減され、この効果はコミュニティパスの路線距離を短く

できる f狭域・農村型j において最も大きい。

(3) r広域・農村型j、「狭域・農村型J は、公共交通の利{吏性が低く、公共交通運賃助成の実

施率も低い。これらの地域では、市町村がみずからコミュニティパスや移送サービスな

どの交通サービスを提供せざるをえない状況であり、運行方法の工夫や地域内のボラン

ティアの活用によってモピリティを向上させる必要がある。「狭域・農村型J において有

償ボランティアを活用した自治会によるコミュニティパスを運行している事例が I 事例

あり、利用者が多く、自治体負担額も低かった。今後はこういった自治会の取り組みを

市町村が支援していくことが望まれる。

2.4おわりに

本章では、まず、パス事業の現状の整理を行った。日本におけるパス事業は、モータリゼー

ションの進震により、大橋に利用者が減少している。行政の補助により維持している路線も多

いが、規制緩和後は、廃止・休止する路線が増加している。

次いで、市町村が実施している交通施策の概観をとらえた。現状において、市町村は規模に

適した交通施策を実施することができているといえる。しかしながら、農村部においては、公

共交通の利便性が低いため、みずからコミュニティパスや移送サーゼスなどの交通サーピスを

提供せざるをえない状況である。コミュニティパスは、都市部で実施されているものと同じよ

うにパス会社に運行委託をすると市町村の負担額が増えるが、運転手や運行委託先を工夫する

ことにより市町村の負担額が削減されることがわかった。

特に、自治会が中心となってコミュニティパスを運行している併は、利用者が多く、自治体
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負担額も低かった。次章以降では、こうした便益の受益者である住民組織が中心となって運行

しているパスに着目して分析を行う。

【注記】

(注1)スペシャル・トランスポート・サービスとは、秋山によれば『広義の意味で公共交通の

特殊な形態で高齢者・障害者に対して組織的に交通サービスを提供し得るもので個人のインフ

ォーマノレな送迎はここから除外する』と定義されている。

(注 2) 兵庫県では2004 年度から「コミュニティパス運行総合支援事業」を実施している。この

事業は、市町が運行経費の一部として実質的に負担する額に対して県から市町へ補助するもの

である。本研究で対象としたデータは2003 年のものであるため、この支援事業の影響は受けて

いない。

(注 3) 医療施設は、医師又は歯科霞師が医業又は歯科医業を行う場所を示す。小売j吉は、告本

標準産業分類の f大分類 J 卸売・小売業j のうち f55 各種商品小売業J から f60 その他の小

売業」に該当する民営の事業所を示す。

31 



第 2章参考文献

1) 高橋愛典:地域交通政策の新展開:パス輸送をめぐる公・共・民のパートナーシップ，白

桃書房， 2006.

2) 福田晴仁:ルーラル地域の公共交通一持続的維持方策の検討，白桃書房， 2005.

3) 鈴木文彦:路線ノ〈スの現在・未来，グランプリ出版， 200 1.

4) 国土交通省自動車交通局旅客課:コミュニティパス等地域住民協働型輸送サーピス小委

員会報告書、 2006.

5) 国土交通省自動車交通局旅客課:簡の地方パス路線維持費補助制度の概要，

http://www.mlit. go お/common/00001705 1. pdf ，2009. 

6) 早田宰:計画主体論の再講築をめざして，都市計画の理論一系譜と課題， pp.196 ・219 ，学

芸出版社， 2006.

7) 秋山哲男 11 高齢者・障害者のスペシヤノレ・トランスポート・サービスヘ土木学会論文

集、 No.518/N-28 、pp.31-42 、1995.

8) 太田政彦、秋山哲男、山)11 仁:高齢者のモピリティとシルバーパスに関する考察、土木

計画学研究講演集、 Vo l. 15(2) 、pp.75-78 、1992.

9) 飯田克弘、谷内久美子、木内徹:高齢者に対する交通費助成事業の効果の把握、土木計

画学研究講演集、 No.22( 1)、 pp.559 ・562 、1999.

10) 磯部友彦:コミュニティパス事業に対する利用者評価一日進市の公共施設循環ノミスを事

例に一、日本都市計画学会学術研究論文集、 Vo 1. 35 、pp.523 ・528 、2000.

11) 井上佳和、松本幸正、松井寛:コミュニティパスの利用者属性に基づく利用実態と利用

者意識の分析 ・愛知県日進市「くるりんばすJ をケーススタディとして・、 E本都市計

画学会学術研究論文集、 Vo 1. 40-3 、pp.319 ・324 、2005.

12) 総務省統計局:統計でみる市区町村のすがた 2004 ，http://www.stat.go 担/data/ssds/5b.

htm. 

13) マピオン: Mapion 駅名一覧、 http://www.mapion.co.jp/station/

14) 猪井博登、藤井嘉彦:高齢者や障害者に配慮した交通システムに関する研究一兵庫県下

のコミュニティパス運行実態について、兵摩県立福祉のまちづくり工学研究所報告集平

成13 年度、 pp.52-59 、200 1.

15) 秋山哲男:高齢者・障害者のスペシヤノレトランスポートサービス，土木学会論文集，

No.518 ， N 幽28 ，pp55-67 ， 1995. 

32 



第 2 章ノ〈ス事業の現状の整理

第 3 章
ソーシャル・キャピタル概念と住民のパス

運営への参加の関係性の考察

33 



第3輩ソーシャル・キャピタル概念と住民のバス運営への参

加の関係性の考察

3.1 はじめに

第 2 章では、地方部において行政が実施するコミュニティパスの行政負担が大きい状況を把

握した。地方部の住民の移動手段を確保する一つの方策として、住民参加によりパス交通シス

テムを実施することが考えられる。

本章では、パス交通システムに対する住民の参加意識に強い影響を与えると考えられるソー

シヤル・キャピタルに関して整理を行う。まず、既往研究を元に、ソーシャル・キャピタル概

念の有用性、計測方法に関して整理を行う。次に、ソーシヤル・キャピタノレと住畏のパス運営

への参加の関係性について考察する。

3.2 ソーシャル・キャピタル概念の整理

3.2.1 住民参加による交通システムが実施可能な地域の特徴

住畏参加による交通システムが可能な地域と成り立たない地域の大きな違いは何であるの

か。猪井ら 1) は、住民参加による交通システムが可能な地域の特徴として、①他の人が抱える

交通の不便さを自分の問題として捉えやすいこと、②住畏関のつながりが強い地域であること、

③地区内の情報伝達手段が整っており、共通の理解形成がしやすくなっていること、④地域を

まとめるリーダーが存在すること、⑤集落にまとまりと帰属意識があるという点を挙げている。

宮西 2) は、住民の抱える問題を地域社会の開題ととらえ共同で解決する力を f地域力J と定義

づけている。 f地域力j とは、「地域への関心力J、f地域資源の蓄積力j、「地域の自治能力j の

3 つの概念から成り立つ構成されるものと述べている。

住民参加型のまちづくりでは、道路、施設などのインフラストラクチャーや人口、地勢とい

った経済的資源以上に、地域住民同士のつながりやネットワークといったものが重要であると

捉えられている。近年では、こうした「信頼J、f参加J r互恵性の規範J、「ネットワーク J と

いったものを総称して、資本のーっとして捉えた「ソーシヤル・キャピタル (social capital ， 

「社会関係資本j などと訳されている )J としづ概念が提唱されている。

ソーシヤノレ・キャピタルとは、社会学者 Coleman 3)、政治学者 Putnum 4) ， 5) らによって提示

された概念であり、非競合性と非排除性を満たす公共財とされている。 Putnum の研究ではソ

ーシヤノレ・キャヒ。タノレを「人々の協調性を高めることによって社会の効率性を高めることがで

きる『信頼』、『規範よ『ネットワーク』といった社会の特徴J と定義している。ソーシャル・
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キャピタルが豊かな地域では、地域住畏のつながりが強く、地域の課題に対する共通認識が作

りやすく、その結果としてまちづくりへの参加が高まるものと予想される。

3.2.2 地域住民の特徴のーっとしてソーシャjレ・キャピタんを用いる意義

ソーシヤル・キャピタルを交通計画やまちづくりの分野に用いる意義は、 f地域力J rコミュ

ニティ力jなどとは異なり、定量化する試みが数多くなされていることである。そのため、ソ

ーシヤル・キャピタルの多寡、種類を計測することが可能であり、パス交通システムに対する

住民の参加意識との関係性を統計的に分析することが可能であることである。ソーシャル・キ

ャピタルの多寡を計測できるのであれば、行政や専門家が地域社会のソーシャル・キャピタル

に関する情報を手に入れることで、パス交通システム事業を成功させるためにソーシャル・キ

ャピタノレを活用できる。ソーシャル・キャピタルを計測することにより、行政や専門家等が地

域に介入した場合に、住民に参加を求めるパス交通システムが可能な地域なのかを判断するこ

とができる。また、行政や専門家がソーシャル・キャヒ。タルが豊かな地域を選別してモデノレ事

例として介入を行うことができる。モデル事例を継続して運行することができれば、他の地域

には波及していくことが予想される。

3.2.3 ソーシャル・キャピタルの概要

(1) ソーシャル・キャピタルと他の資本との関係

ソーシャル・キャピタルは、今まで土木許画学の分野で用いられてきた一般的な「社会資本J

とは異なることから、ここでは金光の著書 6) をもとにソーシャル・キャピタルが他の資本とど

のような関係にあるのかを述べる。

まず、資本に関する理論を表 3- 1(こ示すように 7 つに分類する。労働資本論は、マルクスの

労働価値説の立脚する剰余倍僅的なものであり、市場における構造的な分析レベルにとどまる。

第二の資本論は、社会的共通資本論である。宮本吟、宇沢 8) らをはじめとした公共投資の資本

論であり、一般的に社会資本といわれている道路、下水道、教育などの公共財に注目している。

これと対照的なのが、シュルツ、ベッカ一等によって提唱された人的資本論である。人的資本

論は教育を通じた技術熟練への投資に注目している。残りの 4 種類の資本は、社会学的な資本

論である。文化的資本はブルデューによって支援己的シンボルと意味の再生産、その内面化と誤

認に注目したもとして捉えられている。これに対して、残りの 3 つの資本は、ソーシヤノレ・キ

ヤヒ。タルに注目した議論である。資源動員的社会的関係資本論は、個人、集団、企業のレベル

で捉えられ、社会ネットワークを動員することで私的に利益を得るようなソーシャル・キャピ

タルを問題にしている。協i奇的知識資本論は、職場における集問レベルの創発的なソーシャ
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ノレ・キャヒ。タルの醸成について実践的に議論されている。これらとは対照的に、焦点を富家や

地域的な共開体といった大集団に移すことによって、ソーシヤル・キャヒ。タルの公共的な側面

に力点を移したのが連帯的関係資本論である。この議論は信頼や連帯性といった集団の再生産

に注呂した議論が多い。

人的資本は、知識技能の習得によるものであるため、労働生産性の高い人的資本は協{動的知

識資本に役立っと考えられるが、労働生産性が高くても協調性のない個人は、共同体の関係構

築に関難がある。これを補うには、シンボ、ノレ体系と価値観を中核とする文化的資本を共有する

必要がある。また、問特に信頼感など、鑑れた連帯的社会関係資本を醸成することによって、

実践の共同体の連帯性を高めることが、協働的知識資本を保証することにつながる。また、

いレベルの人的資本は、優良な連帯的社会関係資本によっても形成される。また、連帯的社会

関係資本は、資源動員的社会関係資本によっても規定される。連帯を醸成されるためには、動

員できる資源が多く、それがネットワークにおいて容易に接近可能であることが必要となるか

らである。このように各資本間には相互関係が存在することから、本研究においては、主とし

て連帯的関係資本をソーシヤル・キャピタルとして扱う。

表 3-1 資本の諸理論

理論(代表者) 説明されるもの 資本 分析レベル

古典

労働資本論 (Marx) 資本家(ブルジョア) 商品の使用価値と交 構造的

によるプロレタリア 換価値の間の剰余儲 (諸措級)

的 の搾取 {産
E皇 高品の生産と流通へ
論 の投資

社会的(共通)資本論(制 公共体による協働消 生産と流通、消費への 構造的

度学派、宮本、宇沢) 費、社会的損失 公共投資 (国家、自治体)

人的資本論 (Shultz ， 労働者による剰余価 技術的な熱錬と知識 傭人

Becker) 値の蓄積 への投資

文化的資本論 支配的シンボ、ルと意 支配的価値の内面化 個人/階級

(Bourdieu) 味(価値)の再生産 と誤認、

本論新資

資源動員的社会的関係資 社会ネットワークに 社会ネットワークへ 個人/集団

本論 (Granovetter ，Lin 、 壊め込まれた諸資源、 の投資

Burt ， Portes ， へのアクセスとその

明arsden ，Flap) 使用

共同的知識資本論(野中、 暗黙知の形式知への 集団知の靖勢への実 集団

VVenge~ Prusack) 転換 践投資

連帯的社会的関係資本論 連帯と集団の再生産 相互認知と承認への 集団

(Bourdieu ， Coleman 、 投資

Putnum) 

(出典金光 6))
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(2) ソーシャル・キャピタルの機能と類型化

ソーシヤル・キャピタルは、多様なものを含むものであるため、計測に当たっては、類型化

が必要である。この項では、ソーシヤル・キャヒ。タルの機能と類型化に関する議論をまとめる。

ソーシヤノレ・キャピタルの機能が及ぶ f範囲J に焦点を当て、その内部と外部における機能

の違いに注目した類型化がある。 Woolcock 10 )はグ、ノレープ内の結束を強化させる働きをするもの

を f結束型ソーシヤノレ・キャピタノレJ と呼び、グループ外の他の集団や政府などのフォーマル

な制度・組織との連携を強める役割を果たすものを「橋渡し型ソーシャル・キャピタノレJ と呼

び、類型化している。「結合型ソーシャル・キャピタノレJ は、職業や出身地といった属性がメ

ンバー内部において似ている社会的グループ。が有しているものである。これに対し f靖渡し型

ソーシヤル・キャピタノレJ とは、職業や出身地といった属性の境界を超えた人脈を介して個人

やグ、ループによって活用することが可能なものである 11) 0 Woolcock lO)は、共同体内の自助能

力を高める結束型ソーシャル・キャピタルだけでは共陪体は孤立し、構成員が等しく貧しい状

態から抜け出せないので、共同体を他の共同体や国家とつなげる接合型ソーシャル・キャピタ

ルが重要だと述べている。

Kr ishna らゆは、ソーシャル・キャピタルを構成要素の特徴で、二つのグループに分類して

いる(図 3- 1)。ひとつは、ネットワークや社会組織に関連した f構造的ソーシヤル・キャピ

タルJ (ネットワーク、組織での役割など)、もうひとつは個人の心理的な変化プロセスや態度

に直接影響を与える f認知的ソーシャル・キャピタノレJ (規範、価値観など)である。携造的

な要素を維持しているのが、認知的要素であり、認知的要素は構造的要素により強化、 再生

産されているとしている。

結束型ソーシヤノレ・キャピタルと接合型ソーシヤル・キャピタルの分類は、グ、ループのネッ

トワークがどのように結びついているのかを分析する際に有効な方法であると考えられる。一

方で、構造的ソーシヤル・キャピタノレと認知的ソーシヤル・キャヒ。タノレの分類は、個人が有し

ているソーシャル・キャヒ。タルに着目して分析する際に有効な方法であると考えられる。

表 3-2 Woolcock 10) によるソーシャル・キャピタルの分類

結束型ソーシャル・キャピタル 橋渡し型ソーシヤル・キャピタル
Bonding Bridging 

結びつきの度合 強い 弱い

特徴 排他的 包含的

関係 間質一結束 異質一つなぐ

方向性 共益目的 公益目的

(出典 Woolcock 10)) 
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結束型ソーシャル・キャピタル 橋渡し型ソーシャル・キャピタル

図 3・1 結束型・橋渡し型ソーシャル・キャピタルのイメージ

表与3 Krishna ら 12) によるソーシャル・キャピタルの分類

構造的ソーシャル・キャピタル 認知的ソーシャル・キャピタル

形態 役訴と規律，ネットワーク 規範，価値

人的関係，手順と先例 態度，信条

属性 社会組織 社会文化

動的要因 水平的関係 信頼、連帯、協調

垂直的関係

共通要素 相互互恵的協調行動への期待

(出典 Krishna ら 12))

(3) ソーシャル・キャピタルの計測方法

ソーシヤル・キャピタノレは、橋や道路などの有形で自に見える物質的資本ではなく、社会や

地域に対する信頼関係やネットワークを一種の資本としてとらえる考え方である。既往研究に

おいて、ソーシャル・キャピタルの様々な計測方法が提唱されているが、計測方法は大きく分

けて 2 つある。一つは主としてネットワークの構造に着目して計測する方法であり、もう一つ

はソーシャル・キャピタルの要素について、代理指標を設定してソーシャル・キャピタノレ指数

を計測する方法である。表 3・4 に主な計測方法を示す。

ソーシヤノレ・キャピタルのネットワークの構造に着目して分析を行っている既往研究の例と

して、 Coleman 3)や Burt 13 )がある。 Coleman 3)は、ソーシヤノレ・キャピタノレを促進する社会構

造として、規範を確立できるような関係の閉鎖性が重要であると述べている。その一方で、 Burt

は、集団関の結合が弱くなっている部分を「構造的隙間」と呼び、ソーシヤノレ・キャピタルの

形成には閉鎖性だけでなく外とのつながりができる可能性がある「構造的際関J が重要だと述
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べている。

ソーシヤノレ・キャピタノレの要素の代理指標を設定して計測する既往研究の例として、

Putnum 4)，5) 、世界銀行 14) ，回、イギリス統計局 16) 、内額府民民生活局ゆといった既往研究があ

り、信頼や競範、ネットワークを代表する指擦を計測し、ソーシヤル・キャヒ。タノレ指数を算出

している。

ネットワークの構造に着冒して計測する手法は、グループ内の個人関の関係や複数のグルー

プ関の関係を把握することができる。その一方で、代理変数を用いてソーシャル・キャピタル

を計測する手法は、ネットワークの構造を把握することはできないが、さまざまな事象との関

係性を分析することができる。本研究では、住畏参加によるパス交通システムへの賛否意識と

ソーシャル・キャピタルとの関係性を把握することから、 Putnum の定義に基づいた代理変数

を用いてソーシヤル・キャピタノレを測定する。

表 3-4 既往研究におけるソーシャル・キャピタルの定義と計測方法

著者名
定義 計測方法o 内は年

Coleman 3) 値人に協調行動を起こさせる社会の構 恩義と期待、構報チャンネル、社会規範

(1 990) 造や制度 という 3 つの形態に分類

Burt 13 ) 関係講造における個人の位置づけによ 個人が接触する相手と接触する程度か

(200 1) って創造される和点 らネットワークを計鴻

Putnum 4)5) 人々の協寵行動を活発にすることによ コミュニティ組織自舌、公的思強への数民ボ

(1993 ， って社会の効率性を高めることのでき ランティア活動、インフォーマルな社羽生、社

2000) る信頼、規範、ネットワークといった社 会的措頼を代表する 14 併鯨からなる合揚言

会の特徴 数

世界銀行 14) ，15) 社会構造全般と対人関係、にかかわる錨 SCAT 侶田沼lCapi 胞lAs回 ssmentτ00 1)。コ

(1 999 ， 2000) 人の行為を規定する規範全体 ミュニティ、世帯、組織の3 つのレベルでの

調査を行い、計測

イギリス統計 グ〉いープ内、またはグループ潤の協力をイ思量す 佐会参加、佐針句なネットワーク、互酬生と

周回 る繍払価値およひ漕解の共有を伴ったネット {嵩費、市民参加・協力、ローカルエリアの状

(2003) ワーク 況を代表する指標

内閣府国民生 (Putnum 5)の定義に基づ、いている) 他人への信頼、日常的なつきあい、地域

活局 1の での活動状況を代表する指標からなる

(2003) 統合指数

河上 1紛 「社会資本」と「自然資本」を維持管理 まちづくり条例の制定率やまちづくり

(2005) する手段としての制度を一体的に規定 NPO の数

する概念

谷口・松中・芝 地場詳全会がうまく機能していくような、人間 住民のささやかな参闘行動と地域の誇

池 19) 関係や互いの儲翼に基づいた水平なネットワ り信頼感といった意識を表す指標

(2008) ークのつながり
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(4) ソーシャル・キャピタルの都市計画、交通計画への応用

ソーシヤノレ・キャヒ。タルは、途上留の開発問題や都市の課題を分析する際に、物的資本や人

的資本などでは把握できない社会的要国を表す指標として幅広く用いられるようになってき

た。例えば、ソーシャル・キャヒ。タノレの水準がマイクロファイナンス 20) 、濯蹴水利組合刷、

都市スラム居住者の医療サービス利用状況 21)、法意識と対入信頼感 22) などに及ぼす影響につ

いて、研究成果が発表されている。これらの途上関の開発問題において、ソーシャル・キャピ

タノレを計測することにより、外部の支援者の地域への介入の方法を考察することができる。

都市計画・交通計聞における研究においても、ソーシヤル・キャぜタノレを用いている研究

が増えつつある。ネットワークの構造に着目した研究としては、柴田ら 24) は、都市基盤整備に

おけるコンフリクト予防のための計画プロセスを巡る手続き的信頼性について検討を試み、ソ

ーシヤル・キャピタル論から手続き的信頼性の意義について考察している。藤井ら 25) は、農村

集落の人的ネットワークを分析し、ソーシヤノレ・キャピタルが農村集落の活性化に脊与してい

る様子を把握している。これらの研究においては、ソーシヤノレ・キャピタルをネットワークの

イメージを用いて考察しているが、数量化や定式化は行われていない。また、上田 26) はソーシ

ヤル・キャピタルの定式化にはニューラルネットワークのモデ、ルが適用で、きることを主張して

いるが、「認知的ソーシャル・キャピタノレJ (規範、価値観など)については定式化されておらず、

実際の事例への応用がなされていない。

都市計岡・交通計画に関わるソーシヤノレ・キャピタルの数量化や定式化の試みとしては、河

上 23) はまちづくり組織やまちづくり条例とソーシャル・キャヒ。タルとの関係性を分析し、まち

づくり組織の多寡はソーシヤル・キャピタルの蓄積に関係すると述べている。芝池・谷口ら 28)

はソーシャル・キャピタノレとまちづくりへの参加実態を分析し、地域への「信頼j が必ずしも

参加意欲との関係が強くないことを示している。また、ソーシヤル・キャピタルという用語を

用いていないが、鈴木ら 29) ，30) ， 31)， 32) は風土への接触盆が地域感情に与える影響や地域での協

力行動に及ぼす影響を分析している。これらの研究は、ソーシャル・キャヒ。タルと一般的なま

ちづくり活動との関連性を考察しており、住民が具体的な事業を行うことを想定した分析は行

われていない。

このように都市計臨・交通計画の分野においてソーシャル・キャヒ。タノレを用いた研究は少な

く、ソーシヤノレ・キャピタルを具体的なまちづくり事業を対象とした分析は少ない。

3.3 住民参加によるパス交通システムとソーシャル・キャピタルの関係!こ関する考察

ソーシヤノレ・キャピタノレが高い地域では、住民参加によるパス交通システムが実施されやす
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いと考えられる。この節では、 3.2.3 (2) における分類を用いて、考察を行う。

まず、「結合型J r橋渡し型j ソーシヤノレ・キャゼタルに関して考察する。結合型ソーシヤル・

キャピタノレが高い地域では、住民間の属性が似通っていることから助けあいが日常的に行われ

ており、住民間で共有の意識を持ちやすい。そのため、住民がパス交通システムに対する住民

参加を助けあいの延長として捉えることができれば、住民参加が行われやすいと考えられる。

しかしながら、第 3 章でみてきたように、住民参加によるパス交通システムは住民組織だけで

実施しているのではなく、行政や交通事業者など様々な主体と協働することにより実施してい

る。行政や交通事業者などはパス交通システムに対する様々な情報、資金、ノウハウなどを有

しており、地域と行政や交通事業者などとの関係は橋渡し型ソーシヤノレ・キャピタノレとして捉

えることができる。 Woolcock lO)は f結束型j と「橋渡し型j はトレードオフの関係にあり、「結

束型J の強い社会では「接合型J が弱いという関係にあると論じている。しかし、住民参加に

よるパス交通システムを実現化し、継続するためには、「結束型J と f橋渡し型J の両者のソ

ーシャル・キャヒ。タルが必要である。

次に、 f構造的J r認知的J ソーシヤル・キャヒ。タルに関して考察する。他者に対する信頼感、

援助規範といった認、知的ソーシヤノレ・キャピタルが高い人々は、移動困難者に対する支援や支

援活動に対して肯定的であることが想定できる。また、近所づきあいや自治会活動などを活発

に行う構造的ソーシャル・キャゼタルが高い人々は、移動困難者の状況を把握していることが

想定できる。よって、高いソーシャル・キャピタルを存している人は、パス運営への参加に対

して賛成する可能性が高いと考えられる。また、地域内の交通問題について議論する場や住畏

組織を設けることは、構造的なソーシャル・キャピタルを高めることにつながる。そこで行わ

れた議論を通して、また情報を発信することで認知的ソーシヤル・キャヒ。タルを高めることが

できる。

3.4おわりに

本意では、近年、経済学、社会学などにおいて用いられているソーシヤル・キャピタノレに関

して、既往研究を元に整理を行った。

次に、ソーシヤノレ・キャヒ。タノレ概念と住民のパス運営への参加の関係'性について考察した。

ソーシャノレ・キャピタルが高い人ほど、地域内の状況を詳しく把握しており隣人の生活を支援

する意識が強いと考えられる。第5章ではこの考察をもとに、ケーススタディ地域で検証する。
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第 4 章
バス交通システムにおける住民参加の位

置づけと実施プロセスの特徴
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第4章パス交通システムにおける住民参加の位置づけと各関

係主体が果たす役割

4.1 はじめに

本意では、住民参加によるパス交通システムが成立した事例を譲数収集し、構想の発案から

計画、事業実握、事後評締までのプロセスを調査し、パス交通システムに関わった主体の役割

を分析する。これにより、それぞれの主体がどのような役割を担うと、住民参加によるパス交

通システムの実現性・継続性が高まるのかを考察する。

まず、既往研究をもとに、パス交通システムに住民が参加する意義を整理する。

次に、住民参加によるパス交通システムの複数の事例を対象に、①構想、の発案、②関係者の

合意形成、③運行計調の作成、④運行資金の確保、⑤事業の実施、⑥事後評価と改善のプロセ

スを調査し、成功事例において関係主体がどのような役割を担っているのかを考察する。

4.2 パス交通システムに住民が関与する意義

4.2.1 都市計画における住民参加の意義

(1 )都市計画における住民の位置づけ

都市計菌は、公共の福祉の増進に寄与することを呂的としており 1) 、特定の個人の私益を目

的とするものではない。伝統的には、社会全体の利益をめざす普遍的意思をもっ市毘によって

社会の一般意思が形成され、その意識を踏まえ行政は事務を執行する主体として位置づけられ

てきた。よって、都市計画における住民参加に関する研究は、主として、行政が主導的にたっ

てまちづくりの方向性をまとめ、それに対して住民がどのように参加するべきなのかというこ

とに主眼がおかれ、参加手法に関する行政と行政以外の関わり方についての研究が多い。具体

的な事例としては、都市景観運動 2) ，3) 、住環境改善 4) ，5) 、都市計画マスタープラン 7) 、道路計

闇紛， 9) ，1ω 、公共事業計画 11) ，12) 、交通計画 13) ，14) ， 1θ 、交通バリアフリー基本構想、 16) ，18) 等、多分

野にわたる多数の研究が行われている。

一方で、「新しい公共経営 (New Public Management) J の影響で、「公益J の概念そのもの

が多様化、多元化しており 19) 、「官から民へj の動きが加速し、 NPO 、市民団体などが重要な

担い手となってきている。それに伴い、都市計画や建築計画においては、住民が主導的立場に

立ってまちづくりの方向性をとりまとめるアプローチに関する研究も行われるようになって

きた 20) ，21)， 22) ，23) 。しかしながら、住民組織がどのような役割を担うべきなのかは、十分に議論

されているとは雷い難い。
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(2) 都市計翻の合理性と計画主体

計聞とは、将来を選択する行為であり、将来イメージの提案、目標達成ルートの設定が求め

られる。そこで間われるのが「合理性 (rationality) J である。ここでは、早田 19) の論文を元

に、計画の合理性主体に関してまとめる。政策や計画が想定してきた計画主体像が備えるべき

合理性は次の 3 つの系譜に整理で、きる。

第一は、制度的合理性である。都市計画は、都市機能の向上のみならず、歴史、自然、景観

など生活の利便性や経済で澱れない価値を守る仕組みでもある。都市が囲有に持っている特徴

を継承・発展することに f理」があり、それを新しい時代に適応させる都市計画が f合理的J

であるとされる。人間尺度の都市デザインを導入し、コミュニティ意識の醸成、都市計画にお

ける公共菌の回復、空関維持の主体的統治が目指される。制度的合理性が成立するには、ある

程度コミュニティの社会的問質性が成立していること、それゆえに価値観に著しい隔たりがな

く、関接民主主義、宮僚組織、専門家等を軸にした計画にコミュニティの価値を託せるという

共通認識が成立していることが条件である 24) 。

第二は、経営的合理性であり、公共選択論の影響を受けて形作られてきた。公共選択論は、

行政、市民、企業がそれぞれの利害を個々に追求することで社会全体の利益が最大化できると

考える。基盤となっているのは、新自由主義の考え方であり、立場ごとの科害の明確化、その

合理的な追求の自由、自己責任にもとづく判断の重視、戦略的相互交渉を経た利害の達成など

が強調される。公共分野では、指場原理、顧客満足主義、数値目標、達成重視の導入によって

政府の失敗の回避が目指される。政府が公共性を担う唯一の主体ではなく、市民や企業も公共

性を担う可能d性のあるパートナーあるいはエージェントとみなされる。政掃の役割は「サービ

ス供給者」、「管理者」から、 fマネージャー」、 fイネイブラー(実現支援者 )J へ変化・縮小す

る。

第三は、対話的合理性である。現代の都市コミュニティはもはや一つにまとまっておらず、

環境、社会、文化等の観点から多様なグループに分かれており、グループごとに開題関心の強

さや政策への距離感が異なる。 Habermas は、経営合理的なアプローチによって、紛争は社会

的に表出する前に予防的技術に回避処理することが目指され、結果として自然と社会の一元的

支配、主体の統制、抑圧が進む危険性を指摘する 25) 。主体の理性の復権と主体聞の対話と合意

にもとづく社会関係の樹立こそが新しい公共性を紡ぎだすと考える。これを受けて、共同の計

画が提起された。異なる立場の主体の対話によって、主体に潜む無知や根源的な立場の違いを

乗り越え、認識的枠組みの変化、新しい知識や合意の文脈を創出し、社会問題解決の新たな糸

口を見出す計画論である。対話合理性が導かれるためには、異なるメンバー聞に一定の社会的
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相互承認関係が成立しており、自分の立場や闘定観念にとらわれずに対話に臨み、そこでの社

会的学習を経て意思決定する態度が尊重されていることが条件となる。計画の進展に伴ってメ

ンバーや議論の文脈が変質していく。プランナーの役割は、「ネゴシエーター(交渉者 )J 、「イ

ンターミディアリー(翻訳者 )J の役割が強くなる。

(3) 計画主体形成の各論

言十間主体は、限られた専門家から多様なステークホルダーへと向かっているが、住民の政策

への関与度のレベルは多様で、ある。計画における主体の果たす役割は経験や学習によって段階

的に大きくなる。表 4 刷 1 に、計画主体の果たす役割に関する諸理論を示す。

Ar ns 胞in 26 )は、市民参加は①世論操作、②対処療法、③情報提供、④相談、⑤懐柔、⑥ノ〈ー

トナーシップ、⑦部分的権限委譲、③市民によるコントロールの 8 段階に類型でき、市民はこ

の梯子を段階的にステップアップするべきものと考えた。ここでは、市民自身が政策を自主的

にコントロールすることが最終的な理想としている。

Aggens 27) は、環境分野における公共政策決定への市民参加活動に着目し、①無関心層、②

意思決定者、③提案者、④アドバイザー、⑤審査者、⑥観察者の 6 つの段措的な同心円の輪に

整理し、Ar nstein に欠けていた政策や計画の形成における計問主体の位置づけという視点を導

入した。 Aggens の理論は、政策や計画は制度によってかたちづくられるものであることから、

政策決定にかかわる多様な主体の制度上の役観想定を整理する試みのーっといえる。よって、

この「役割J を誰が担うのかは論じていない。

Cornere 28 )は、計画主体の問題解決から、①教育、②情報フィードバック、③意見聴取、④

協働による計画、⑤調停、⑥裁定、⑦問題解決の 7 段階に整理した。 Cornere は、 Aggens の

ような計闘制度上の役割論ではなく、主体が実際に備える問題解決力の程度による類型である。

Dorceyet.a 1. 29 )は、計画策定への参画権のレベルから、①情報提供、②計瞬策定者、③教育、

④'情報・意見の収集、⑤問題定立、⑥意見への回答、⑦アイデア・アドバイス要請、③合意養

成、⑨定常参画の 9 段階に整理した。 Dorcey et.a l.は、 Aggens の類型に示されたような計画

校以上の役割論の存在をある程度想定しつつ、その段階ごとに役割を発揮しながら次第に計聞

過程そのものの主導権を握るはしごとして整理されている。

Mitchell et a1. 30 )は、ステークホルダーの段階から、①潜在的利害関係者、②利害関係者の

表出、③権威の 3 つに整理している。 Mitchell et al の理論は、計画の f正統性J に着目した

整理である。 f正統性J とは、計闘の果たす役割、計揺がめざす価値、計酪の根拠、それに対

応するステークホルダー(利害関係者)、その合意内容などについての説得の根拠である。

Ar nstein の参加の梯子は、計画を実行し、拘束力を発揮する力こそが重要という考え方が基
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第 4 章パス交通システムにおける住民参加の位置づけと各関係主体が果たす役割

調となっており、計画の合理'1 症は重視されていなかった。その後、 Aggens 以降の主体論は、

多くの社会的紛争やまちづくり運動を経験し、計画の「合理性J と f正統性」が鋭く間われる

ようになってきたことを踏まえ、計画主体が立場にふさわしい計画能力を発揮することを重視

するようになってきた。 90 年代後半は、 Dorcey や Mitchell の理論に見られるように、限られ

た資源(財源、時間、情報など)の中でより能力を発揮できる主体であれば、その主体が所属

するセクターは、行政・民・ NPO などの立場を問わないという主体論に論謂が転換してきた。

計画能力を持つ多様な主体が計画に参画できる道筋を開くためには、制度によって主体の計画

能力のレベルに見合った計画権限を授権で、きるようにすることが必要である。

表 4-1 計画主体の果たす役割iに関する諸理論

計画策定への 正統性レベル

パワーレベル
政策決定への参

問題解決レベル 参画レベル Mi tchell et 
ガパナンスの段階

Am stein(1969) 
間レベル

Corner e( 1988) Dorcey a1. (1997) 
Aggens( 1983) 

et. al. (l 994 ) 

市民によるコントロ
意思決定者

需題解決
計画策定者 権威

』ーノレ
Dicision makers 

Resolutionl 
Planmakers Definitive 

Citizen control Iprevention 
計画主導の段階

裁定
定常参画

部分的権限委譲 提案者
On going 

D e1 egated power Creators Litigation 
involvement 

調停 合意要請

Mediation Seek consensus 

アドバイザー アイデア・アド

Advisors パイス要請

共需による計闘
Task ideas ， seek 

まちづくり体制へ ノ〈ートナーシップ
advice 

の参画の段階 Partnership Joint planning 
意見への回答 手IJ 害関係者の表

審査者
Consult on 出

Reviewers 
react lO ns stakeholders 

意見徴収 問題定立

Consultation Defmeissue 

情報・意見の収懐柔
情報フィードパ

Placation 
ック

集
ガパナンスへの参

Gather 
闘の段階 相談 観察者 In formation 

informatio n， 
Consultation Observ ぽ S feedback 

perspectives 

教育情報提供
市民社会の段暗

In forming Education 

対処療法 教育
潜在的利害関係

Th erapy 
情報提供 者

大衆の段階 無関心題 education 
In forming Latent 世論操作

Unsurprised 
stakeholders manipulation 

apathetic 

(出典早田 19))
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4.2.2 イギリスにおける community transpo は

日本におけるパス交通システムにおける住民参加を考えていく上で、イギリスの community

transport が参考になると考えられる。イギリスは、非営利組織が主体となって地域内の輪送

サーピスを供給する community transport が既に 30 年もの歴史を持ち、連合王題全土で 1，000

以上の組織があるといわれている 31)0 community transport とは、「従来の公共交通では満た

されない地域交通ニーズを満たすため、車両を運行するjサーピスであると定義されている 31)。

イギリスにおける community transport は表 4・2 に示すとおり 4 種類に大尉できる。パス

車両にこだわらず、需要や目的に合わせた交通サーピスを提供することが推奨されている。ま

た、 community transport は、失業対策や地域政策の一環として位置づけられており、さまざ

まな支援・補助の方策が実施されている。

コミュニティによる交通プロジェクトに対して補助金を与える地方交通協定 (RTP : Rural 

Tr ansport Partnership) という制度があり、 RTP 組織を運営し、 community transport tこ対

して補助を行っている 32)0 RTP 組織は、地域住民の交通ニーズに関する調査とその結果に基

づいた毎年の活動計画の策定・実施が主要な業務である。 RTP 組織の最高議決機関は、運営委

員会であり、当該地域の各自治体の代表と地方庁の担当者を中心として、 community transport 

を運行する非営利組織(以下、 CT 組織)等が加わる。 communi 匂， transport に対する補助と

しては、 CT 組織に対するコンサルティング、補助金の配分、車両の融通等が行われる。車両

の融通とは、各種の非営利組織が持つ車両を一元管理して保守点検・車検を行い、必要に応じ

てそれぞれの組織に貸し出すことであり、「車両の準備・維持と輸送サーピス運行の分類」を

自的としている。
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形態

第 4 章ノ〈ス交通システムにおける住民参加の位置づけと各関係主体が果たす役割

表 4・2 community transport の主な形態

特徴

-非営利組織が運行する乗合パス。

・会員制を採らず、一般公衆 (general public) を対象としている。

.運転者は報酬を受け取ってはならない。

• 1985 年交通法第 22 条による。

-地方部でのみみられる。

-需要応答型のドア・ツー・ドアサービス 0

・前日までに予約が必要。予約を集約して、その日の運行経路・乗降時刻が指定

される。

・ミニパス(乗客定員 9----- 16 名)で運行されることが多い 0

・地方部だけでなく、都市部でも見られる。

・「教育、宗教、社会福祉、レクリエーション、その他地域社会の便益のための

活動に従事する非営利組織J が運行するパス。

-利用は当該組織の会員に限られる。学校・教会などによるボランタリー輸送に

用いられるのが一般的。

・非営利組織がレクリエーションや買い物のツアーを企画し、自らの会員の時で

参加者を募って運行する場合もある。

ソーシヤノレカ I .自家用車の相乗り・共同利用のシステム。

ースキーム |・自家用車の保有者が、車両を利用せず自らも用事がない時間に、ボランティア

イテ一一ユコ

パス

( community 

bus) 

ダイアル・ア・

ライド

(dial-a-ride) 

グループハイ

ヤー

(group hire ， 

minibus hire) 

(social car I として送迎を行う。

scheme ， I .会員からの予約を本部で受付、ボランティア運転手に時間・場所などの指示を

community 出す。

car scheme) l' community transport の中で最も手軽とされる。

(出典高橋 31))

4.2.3 パス交通シスヂムにおける住民参加の意義

交通事業を実施するためには、表 4-3 に示す段階を経る必要がある。まず、どの主体がどの

地域においてパスを運行するのかという構想を発案し(携想の発案)、パスを運行について関

係者間で合意をとる(関係者の合意形成)。次に、パス路線やダイヤ、運賃といったパスの運

行計画を作成し(運行計画の作成)、運行計画に合ったパスを運行するための資金を確保する

(運行資金の確保)。そして、運行計画に合わせてパスを運行する(パスの運行)。パスの運行
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後はサーピスが目的を達成しているのか、利用者のニーズ、に合ったサーピスを提供できている

のかを評価し、改善していく(事後評倍と改善)。

近年ではパス交通システムが営科事業として成り立たない場合に、国や地方自治体による公

的な関与が行われるようになった。其体的には、赤字路線への公的補助、地方自治体が主体的

に実施する自治体ノ〈ス等が挙げられる。自治体パスにおいては、行政がパス交通システムを発

案し、計画を策定し、交通事業者に運行を委託する。交通事業者は既存のノウハウを踏まえて

行政に助言を行うが、運行の最終的な責任は仔政が担う。このように、行政がパス交通システ

ムに関与する事例は増えているものの、住民がパス交通システムに対して関与する部分は少な

い。住畏参加が行われる場合でも意識調査や利用促進パンフレットによるお知らせといった形

が多く、関わり方は限定的で受動的なものが多い。

表 4-3 パス交通システムの実施プ口セス

段階 内容

どの主体がどの地域においてパスを運行するのかという講想を発案す
①構想、の発案

る。

②関係者の合意形成 パスの運行事業の実施について、関係者間の合意を形成する。

サーピス内容(路線、バス停、運行間隔、運賃など)を検討し、計画
③運行計画の作成

を作成する。

④運行資金の確保 運行計画に合ったパスを運行するための運行資金を確保する

⑤パスの運行 サーピス実現のため車両や人員を確保する。

運行にかかる費用が適切なのか、ニーズに合ったサービスを提供できてい
⑤事後評価と改善

るのかを評価し、改善策を検討する。

近年、住民組織によるパスサービスの供給に関心が集まっている。需給調整を撤廃した規制

緩和下では、住民組織をはじめとした非営利組織が、民間事業者の撤退や需要が少なく参入が

見込めないという「市場の欠落J および財政難や行政区域内の多様な需要への対応不能という

「政府の対応困難」の両方を補完することが期待されている。

規制緩和前からパスの廃止が問題になった地域やパス路線そのものが存症しなかった過疎

地域において、町内会のような住民組織が自主的にパスを運行する試みがいくつか出現した

が、あくまでも例外的な扱いに留まっていた。しかし、近年、状況が変化しつつある。一つは、

2006 年に道路運送法が改正され、第 79 条の「自家用自動車有償還送j を活用して、 NPO 法
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第 4 章パス交通システムにおける住民参加の位置づけと各関係主体が果たす役割

人等が移動調難者(高齢者・身体障害者等)や過疎地域を対象とした有償運送を行うことが認

められるようになったことである。第二に 1998 年に特定非営利活動法人(以下、 NPO 法人)

が制度位されたことである。介護保険導入に伴い移送サービスが普及しつつあることを受け

て、交通に関与する NPO 法人も増加している。

パス交通システムに住畏が参加する意義は、大きく分けて 3 つあると考えられる。一つは、

住民のニーズを反映しやすいという点である。パスサービスの受読者である計困を策定するこ

とができれば、地域のニーズに見合っていない過剰なあるいは過小なサービスになることを避

けることができる。また、運行後であっても利用者の意見を把握することが容易であるため、

ニーズに合わせてサービス変更が可能になる。二つ目の意義は、住畏がパスサーピスを自分た

ちに必要な fマイパスj として捉えることができるようになることである。自家用車を運転で

きる住民の中には、パスの必要性を強く感じることができていない住民も多い。しかし、事業

への住民参加を通して、パス交通システムの必要性を議論し、地域内の移動困難者の存在に気

づき、将来の地域の交通について考えるといった活動により、パスの必要性を強く感じること

ができるようになる。三つ患の意義は、パス交通システムへの住民参加を通して、住民自身の

地域問題の解決力を高めることである。事業が進むにつれて、主体の果たす役割は段階的に大

きくなる。住民は、課題を一つずつ達成することにより、問題を解決する能力が増すものと考

えられる。

4.2 .4住民参加によるパス交通システムに関する既往研究の整理

交通計画においては、行政が主導的立場に立ち市民の参加を求めるアプローチが多く、市

民・住民が発案する計画に着目した研究は少なかったが、近年で、は住民が主導的な立場に立っ

てまちづくりの方向性をとりまとめるアプローチが注目を集めつつある。

中村らは、地域から発案される計画を地域発案型アプローチと名づけ、 2 つの計罰事例の分

析結果から地域発案型アプローチの役割として、地域の実情の反映、市民の受け入れやすさ、

娃期間でのスムーズな計画の遂行、不確実性への対応可能性、上位の意思決定への受け入れや

すさの 5 つを恭しているお)。また、地域住民が主体となったパス事業計画として、中 1) 11 らそ森

栗は、コミュニティパスの運行路線計簡を住民に公開し討議することにより計画段階から住民

参画を試みている 34) ，制。また、猪井らは、人口密度が低い過疎部において計画だけでなく運

行にまで関わっている住民参加によるコミュニティパスを紹介している 37) 。加藤は多様な主体

が参顕して成立している事例を取り上げ、「地域参闘型運営方式j が成立し持続しうる条件を

分析している制。福本らは、地域や住民が主体となった乗合パス事業事例を収集し、事業に関

わる主体の役割分担に着目した運営方式の分類をし、運営スキームの検討をしている 39) 。
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これらの既往研究は、住民参加によるパス交通システムに関する個別事例の成立過程に主践

をおいて分析がなされており、事業成立までの各段階において、各主体がどのような役割を担

うと効果的なのかを分析した研究はほとんど存在しない。また、住民参加による交通システム

は、計画や実擁に直接携わる少数の住誌だけでなく住民全体によって支えられているが、そう

いった住民全体の参加意識に影響している要因を定量的に把握した分析は行われていない。

4.3 住民参加によるパスサービスの事業化ブ口セスの比較分析

4.3.1 分析対象事例の選定

(1) 住民参加によるパスの収集

住民参加によるパスは、発案から計閥、運営のすべてを住民組織が担っているわけではなく、

さまざまな主体が関わっている。本研究では、事業構想、の発案主体、計闘・運営主体、運行主

体に着目し、事例を整理した(表 4・4) 。事例は、住民が主体的に参加して運行している事例

を既往研究や国土交通省の報告書をもとに収集した。
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公的機効
500~800 

円

2~4 往復/日

月~土曜日

住民参加によるパスの事例

6 路線各自治会

表 4・4

78 条
宮崎県

高千穂町

ふれあいパス

(集落路線)

市が 78 条許可を

取得し、地元に運

行委託

3往復/1 ヨ
毎日

染河内「思いやり号j

運営委員会

兵庫県

宍粟市

一宮町

染河内地区

思いやり号
公的補助200-300 円1路線宍粟市78 条

運行協議会が 78 条

許可を取得。

助言、関係者間の務

整

3~4 往復/日

平日

7 路線

(7 地区)

京都府

舞鶴市

舞鶴

自主遂行パス
公的補助対キロ話予l各地医の運行協議会舞鶴市78 条

地域への助言、関

係者間の調整

公的補助(赤

字分の 8
j!i 1J)、自治会

費

400-500 円
3~7 往復/日

平お
3路線 (3 地区)

倉敷市内

のタクシー

事業者

各地区の

乗合タクシー

運営委員会

倉敷市4 条
岡山県

倉敷市

倉敷市乗合

タクシー

市が市民タクシ}

試行事業を実施。

本格遂行後の行政

の関与はなし

登録料(1人

3000 p:j / 

年)、病院・商

業者からの協

焚金、公的補

助

登録者:

300 円

未受録者:

600 円

需婆対応型

平呂

米川

タクシ}

米JII 地区

運行協議会

宮城県

登米市

米川地区

米川地区

乗合タクシー

行
政
発
案
!
住
民
主
体
製 3 路線主差う1毛市4 条

市民会議の支援、

関係者間の務整

28 往復/日

平認

みなと

観光ノ〈ス

兵康県

神戸市東灘

区

住吉台地区

住吉台

くるくるノ〈ス
なし200 円l路線東灘交通市民会議4 条

21 往復/日

毎毘

愛知県

小牧市桃花

4 ‘ ロ

ニュータウン

なし
160~300 

同
3 路線あおい交通(株)町内会4 条桃花台パス



沿線企業協

賛金、個人

協焚金

12 、13 、24
往復/日

毎日

(株)ヤサ

カ

パス

京都府

京都市

伏見区

200 円3 路線
援蹴地域にコミュニティパスな

走らせる市民の会
4 条

絞首綱コミュニティ

パス

公的補助 (30

万円/刃)、

沿線企業協

焚金、個人

協賛金

5.5 往復

平a
三重宝交通

(株)

NPO 法人

生活パス四日市

三重県

四日市市

羽津し、かるが

地区

生活ノ〈スょっか

いち
助言、広報100 円1路線町内会4 条

富山市地域密主連

行パス事業として

位置づけ

公的補助(運

行経費の9/
20 が上限)、

沿線企業協

焚金、個人

協賛金

100 円
10 便(巡回)

月~土燦お
2 路線

富山地方

鉄道(株)

(有)まちづくり

公社呉羽
富山市4 条

富山県

富山市

呉羽地区

呉羽いきいきパ

ス

淡陽

自動車教

習所

i'J1l本高齢

社会を良く

する会

兵庫果

洲本市

大野地区

利用者から

の寄付金
無料

l往復/1=1

火・木・土曜日
l路線

大野

連合町内会
(無償還

送)

あったか友愛パ

ス

遼絞地区自治会ノ〈

ス

丹波市地域

生活交通対

策事業とし

て位置づけ

公的補助

(上限あ

り)、自治

会費

2 往復/沼

平日

遠阪自治

振興会

兵嫁県

丹波市

青垣町

遠阪地区自治

会パス

住
民
発
案
1

住
民
主
体
型

有料l路線青垣観光パス4 条

78 条許可は市が取

得し、地元に遂行

委託

公的機助、

世帯負担金

( 1 世帯

10 ，000 丹 /

年)

3往復/日

平日

兵庫県

淡路市

長沢地区

無料1路線長沢町内会78 条長沢ミニパス

公約補助(上

限あり)、 8
1台会費

2 往復/日

月、水、金曜

日

兵庫県

丹波市

市島町

(無償運

送)

鴨庄

ふれあいパス
無料1路線鴨庄の明日を考える会



第 4 章パス交通システムにおける住民参加の位置づけと各関係主体が果たす役割

(2) 分析対象事例の選定

住畏参画型ノミスは、発案から計画、運営のすべてを住民組織が担っているわけではなく、事

業構想、の発案主体と計画・運営主体、運行主体に多様性がある。また、運行後の事後評価と改

善までのプロセスを把擢するために運行開始後一定期間(本研究では 3 年以上)継続している

ことに留意した。上記の二点に留意して、住民組織が計画・運営主体となっているが発案主体

が行政であり運行は交通事業者に委託している f倉敷市乗合タクシー」、発案から計画、運行

まで、すべてを住畏組織が担っている「長沢ミニパス J、発案、計画・運営は住民組織が担って

いるが、運行を交通事業者に委託している f生活ノミスょっかいちJの3事例を選定した(表 4・5) 。

各事例の構想、の発案から成立までのプロセスを把握するために、事業の一連のプロセスを把

握している発案主体あるいは計癌・運営主体にヒアジング調査を行った。

表 4-5 分析対象事例

事例 運行地域 発案 計画 運営

倉敷市乗合タク 間山県倉敷市庄新 行政 各地区の乗合タクシー運営委

シー 町地区など 3 地IK (倉敷市) 員会

長沢 兵庫県淡路市
長沢地区自治会

ミニパス 長沢地豆

生活パス 三重県四日市市羽 NPO 法人
町内会

ょっカ功、ち 津大矢知地区 生活パス四自市

4.3.2 各事例の概要と成立までのプロセスの整理

(1) 事例 1 :倉敷市乗合タクシー

①事業の概要

運行

倉敷市内のタ

クシー事業者

三重交通(株)

倉敷市乗合タクシーは、倉敷市内の庄新町地区、西坂地区、大室・高室・菰池地区の 3 地誌

で運行されている。各地区のタクシー運営委員会が運営主体となり、タクシー会社に運行を委

託している。運行システムは地域によって異なり、料金は 300'""500 円、運行便数は 1 日あた

り3.5'""7 往復である。運行費用の赤字分については、 8 割が倉敷市負担し、 2 割は運営委員会

が負担している。

② 構想の発案から事業実施までの経緯

表 4・6 に、倉敷市乗合タクシーとして最初に運行が始まった圧新町地区の経緯を示す。

庄新町地区、西坂地区、大室・高室・菰池地IK の 3地区において、民間パスの 3 路線が廃止
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されることとなった。倉敷市交通政策課は、各地区の町内会に、地域で運営する乗合タクシー

の運行を提案した。また、当初から運行費用の赤字の一部に対しては地元で負担するよう伝え

ていた。最初の段措では、町内会は運営および赤字負担に対して反発を示していたものの、行

政と町内会との交渉を繰り返すうちに、住民内から自分たちで移動手段を確保しなければなら

ないという意見が出てきた。その結果、住民は倉敷市の提案を受け入れ、運営主体となって乗

合タクシ一事業を実施することとなった。行政から補助を受けて、事業を運営するために、町

内会の主要メンバーが中心となってタクシー運営委員会を組織化した。

乗合タクシーの計画にあたっては、倉敷市がノレート、使数、料金、予約方法といった運行シ

ステムのたたき台を作り、詳細についてはタクシー運営委員会内で、検討していった。行政は、

地域内の検討や事業者の選定について助言を求められたが、最終的には運営委員会が運行シス

テムを決定した。

③ 住民組織の役割

住民組織であるタクシー運営委員会は、行政の提案を受け入れ、運営主体として、事業計簡

を策定し、タクシー会社に運行を委託し、乗合タクシーを運営している。赤字の 2 割に対して

は、自治会費から拠出している。

また、地区によって差があるものの、住民組織は利用促進活動に敢り組んでいる。庄新町地

区では、お買い物ツアーと称して商業施設に行く取り組みをしたり、西坂地区では利用お試し

券や時刻表の作成といった活動をしている。

④ 行政の役割

民間パス路線の麗止の申し入れの後、行政は代替として自治体ノ〈スを運行するのではなく、

町内会に乗合タクシーを運行することを求めた。また、運行費用の赤字に対して、地域組織に

赤字分の 2 割を負担するよう求めた。町内会に運行費用の負担を求めた目的は、行政負担を減

らすためではなく、パスの運行に対して責任を担ってもらうためである。なお、倉敷市では、

2005 年 3 月末に「乗合タクシー運行事業補助金交付要綱j を施行し、市の交通施策のーっと

して位置付けている。
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第 4 章パス交通システムにおける住民参加の位置づけと各関係主体が果たす役割

表 4-6 倉敷市乗合タクシー経緯年表(庄新町地臨)

年 行政 住民組織 交通事業者

(倉敷市) (自治会) (タクシー事業者)

2004 11 中鉄パスの路線ノくス休止申し入れ

地域による乗合タクシー ゆ反発

の提案

11 
行政と自治会の協議

提案の受け入れ

タクシー運営委員会の組

織イ七

計窟のたたき台の作成→ 委員会による検討

計闘の策定

事業者の選定

運行の依頼 運行を受託

2005 
11 

中鉄パスの路線パスの運行休止 (2005. 1)

11 運行開始 (2005.2"-' ) 

利用促進活動の実施

一一→意向・要望の流れ !複数主体に関わる行動

⑤ 組織間ネットワーク

図 4・1 はヒアリング結果から得られた倉敷市乗合タクシーの組織ネットワークである。倉敷

市乗合タクシーは、倉敷市交通政策課が発案し、住民組織に対して計画を提案するとしづ動機

付けを行っている。また、住民組織は、タクシー事業に運行を委託しているが、この事業者を

紹介したのは倉敷市交通政策課である。住畏組織は交通事業者に関する情報を持ち得ていない

ことから、倉敷市乗合タクシーにおいて、倉敷市が住民組織と交通事業者をつなぐコーディネ

ータとしての役割を担い、新たな橋渡し型のソーシヤノレ・キャピタルを築いたといえる。

また、倉敷市乗合タクシーでは、運行費用の赤字分の 2 割に対しては、自治会費から拠出し

ている。倉敷市乗合タクシーを実施している富治会では、住民の多くが自治会に入会しており

ほとんど全員が自治会費を納めている。また、自治会内で議論を行い自治会費から拠出するこ

とに対して合意を得られた。これらのことから、地域内の住民間士をつなぐ結束型ソーシヤ
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ル・キャピタノレが高い地域であるといえる。

住民組織
計画の提案、赤字補填、事業者の紹介

交通事業者

(タクシ一事業者)

図 4-1 倉敷市乗合タクシーの組織のネットワーク

(2) 事例 2: 長沢ミニパス

①事業の概要

長沢ミニパスは、淡路市(旧津名町)長沢地区において、町内会によって運行されている乗

合パスである。淡路市が道路運送法 78 条(旧 80 条)の自家用自動車有償運送許可を取得し、

長沢地区自治会に運行を委託する形式をとっている。しかしながら、行政の関与は限定的であ

り、長沢地区自治会が計酷から運行までを担っている。

料金は利用時には無料、運行便数は 1 日あたり 3 往復、運転は地域の有償ボランティアが行

っている。運行費用は、全世帯から徴収した 1世帯あたり年間 1 万円の負担金(計 100 万円程

度)と、市からの補助金である。

②構想の発案から事業実施までの経緯

長沢地区内には、路線パスなどの公共交通は運行されていなかった。地域内には商屈はなく、

買い物施設など生活に必要な擁設は、山道を 2.........3km 移動しなければならない。このような状

況の中、長沢地区自治会では地域存亡の危機を感じ、人口の減少を防ぎ、地域での生活を維持

していくための一つの方策として、パスの運行に取り組んだ。

まず、パス運行に対する地域内の意見を把握するために、全住民に対してアンケート調査を

行った。アンケート結果では、パス運行に対して 93% の賛成が得られ、 1世帯あたり年間 1 万

円の負担金に対しても 86% の賛成が得られた。その後、地誌内にある 6 つの集蕗ごとに実施し

ている常会において、運行について合意を得た。

車両および道路運送法上の免許取得に関しては、行政に対して相談を行った。車関は津名町(現

淡路市)が保有していた 10 人乗りのワゴン車を用いることになった。また、津名町が道路運

送法 78 条 ( I日80 条)の許可を取得し、長沢地区自治会に委託するとしづ形式をとることにな
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った。

1995 年6月に運行を開始し、 5年間は住民から徴収した負担金のみで運行していた。しかし、

世帯数の減少や車両の維持費用の増大などにより運行費用に赤字が発生したため、行政に赤字

補填を要請し、一部補助を受けて運行することになった。

③住民組織の役割

長沢士宮IK 自治会は、地域内の合意形成、路線、ダイヤの設定、運転手の確保、負担金の徴収

といった、計画から運行まで、を担っている。路線、ダイヤの設定に関しては、利用者の要望を

受けて、利用しやすいよう変更している。

長沢ミニパスは、パスを利用する世帯だけでなく、利用しない世帯からも負担金を徴収して

いる。通常、負担金の支払いに関して全世帯の合意を得ることは困難であるが、長沢地区富治

会には、全住民が参加する常会を月 lこ 1 回聞いていることから、地域の問題に関して共通意識

を形成しやすい土壌があった。そのため、全世帯からの負担金の徴故という合意形成をするこ

とができたと考えられる。

一方、町内会にとって困難で、あった事項は、道路運送法上の許可の取得、車両の確保、赤字

欠損への対応である。道路運送法上の許可に関しては、町内会は必要性を認知していなかった

が、タクシー事業者から違法ではないかとの指摘を受けた後、行政に対応を依頼している。

④行政の役割

長沢ミニパスの道路運送法上の運営主体は淡路市となっているものの、行政は計画作成や運

営にほとんど関わっていない。車両の提供、道路運送法の許可、赤字欠損に対する補助に関し

ては、地域から依頼を受けた後、支援を決定している。行政の補助は、車両購入費、年間の維

持費用として車検費、燃料費、強制保険料、イ'~繕費である。
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表 4-7 長沢ミニパス経緯年表

行政 住民組織
年

|日津名町(現淡路市) (自治会)

1994 自治会によるパス運行の発案

全住民に対するアンケート調査

パス運行計画の策定

全住民が参加する常会で運行を決定

r 一一一一一 車両の相談
1995 

車両の提供の受託

ピ /
道路運送法の免許取得の棺談

道路運送法の旧 80 条免許取得

運行開始(1 995.6)

1996 利用者の要望に応じて、運行時間およ

びバス停の変更

2000 運行費用に赤字の発生

赤字欠損に対する補助を決定~ 
行政に赤字補填の要請

一一+意向・要望の流れ i複数主体に関わる行動

⑤ 組織間ネットワーク

図 4・2 はヒアリング結果から得られた長沢ミニパスの組織ネットワークである。長沢ミニパ

スでは、自治会が地域内の合意形成、路線、ダイヤの設定、運転手の確保、負担金の徴収とい

った、計翻から運行までを担っている。また、パスに対する負担金を全世帯から徴収している。

このことは地域内の結束型ソーシャル・キャピタルが大変強し1からこそ実施可能であると考え

られる。

また、自治会で実施することが困難で、あったことは、道路運送法上の許可の取得、車両の確

保、赤字欠損への対応であり、これに関しては行政に支援を依頼している。旧津名町において

は、行政単位が小さいため、自治会と行政との連絡が密、に行われていたため、支援を依頼しや

すいとし、う状況があった。
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住民組織

計画の策定

パスの運行
運行費用の拠出

運行免許の相談、

i 車両の提供・赤字補填の依頼

「 運行免許の取得、
車両の提供、部宇補助

図 4-2 長沢ミニパスの組織間のネットワーク

(3) 事例 3: 生活パスょっかいち

①事業の概要

行政

生活パスょっかいちは、三重県四日市市羽津大矢知地区において、 N 、PO 法人が運営主体と

なって運行されている乗合パスである。運賃は 1乗車 100 円、運行便数は 1 日5.5 往復、運行

は三重交通が担っている。運行費用は、運賃のほかに際業事業者等からの協賛金、行政の補助

金である。

②構想の発案から事業実施後までの経韓

2002 年 2 Ylに、三重交通からパス路糠廃止の申し入れがあった。沿線自治会では、アンケ

ート諦査を実施し、高齢者の生活のために路線パスが必要であるとしづ意見を得た。自治会は、

この調査結果を受けて四日市市にパス路線存続を要望したが、要望は採択されず、 2002 年 5

月末に三重交通の路線ノ〈スは廃止された。

その後、畠治会が中心となってワーキンググループを組織し、新しい交通手段実現のための

検討が始まった。ワーキンググループは、自治会のメンバーだ、けでなく、協賛事業者(スーパ

一等)、交通事業者、市の担当者から構成されている。当初、運行費用としては、地元企業か

らの協賛金のみを考えており、協賛事業者を募ったが、見込み金額を集めることができなかっ

たため、行政に支援を要請した。

11 月には協賛金のみを運仔資金として、無償の試験運行が 5 か月間行われた。その後、道

路運送法 21 条にも基づく許可を受け、本格運行に移行した。本格運行では、地元企業からの

協賛金だけでなく、利用料金を徴叙し、行政からの補助金を受けて運行している。また、同時

期に住畏組織は NPO 法人格を取得している。

③住民組織の役割

生活パスょっかいちの活動は、町内会のメンバーが中心となって始められたが、協賛企業、
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運行事業者、行政といった多様な主体が参加することになった。地域組織は当初自治会のメン

ノ〈ーの有忘で、あったが、その後、任意団体の「生活パス四百市運営協議会J を発足し、本格運

行の際には NPO 法人格を取得している。

NPO 法人は、多様な主体をとりまとめて事業を実施している。協賛企業に対しては、地域

貢献を意図して協賛金を支払う企業を住民組織が募集し、協賛金を徴収している。この協賛金

に対し、協賛企業の施設へのアクセスがしやすいようパスルートに工夫をし、車内やパンフレ

ツトに広告を掲載している。また、行政から補助を受けている。

運行に関しては、事故等の不薦、の事態に対応できるように、 NPO 法人から交通事業者に委

託している。

また、 NPO 法人は、地域住民がパスを支える意識を醸成するための工夫や住畏の意見をパ

スシステムに反挟させる努力をしている。具体的な活動としては、定期券を「応援券J (年開

10 ，000 河/世帯)と名付けて発行したり、電話で応援券の予約を受け付け、その際にパスへの

要望、不満などを把接している。また、利用者の意見を入れて、パスの乗車口に乗降用ステッ

プの設置、バス停の増設、パス路線の一部の変更を行っている。

④行政の役割

行政は、自治会からパス存続または代替交通の要望を受けたが、採択しなかった。この理由

として、他の地域の廃止代替ノ〈スの利用客が少なく行政負担が大きなものとなっていたことが

ある。その後、地域内で行政補助を前提としないパスの検討が始まった際には、地域貢献の一

環としてパス運行に興味を持っている地元企業を紹介したり、運行免許に関しては運輸局と調

整する等の支援を行っている。

また、生活パスょっかいちを市民自主運行パス事業として位置づけ、 NPO 法人に上限 30 万

円/月として補助を出している。四日市市が運営主体となって廃止代替ノ〈スを運行しないが、代

わりに、住民が自主的に取り組むパスに対しては支援する姿勢を示している。
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表 4-8 生活バスょっかいち経緯年表

行政 住民組織 パス事業者 商業事業者
年

(四日市市) (自治会功 NPO) (三重交通) 等

2002 一重交通の路線パス垂坂線廃止の申し入れ (2002.2)

アンケート調査の期包

/ パス存続または代替交通の要

要望を不採択 望

三車交通の路線パス廃止 (2002.5 末)

l生活パス四日市運営協議会の組織化 (2002.6) _1 

J]幸子計画の策定

事業者の選定

運行の委託 受託

協賛事業者の募集 ¥ ¥ ¥  

一¥¥支援を受諾ピ /

行政へ支援を依頼

~ 協賛金支払

f生活パス四日市運営協議 いの受諾

会J 発足。

試験運行の実施 (2002.11-----2003.3)

2003 市民自主運行パス パス路線許可申請

事業として位置づ NPO 法人格取得

lナ

11 本格運行の実施 (2003 .4)

高齢者を福祉施設に送迎関

主台

2007 路線の一部変更、バス停の新

設

一一+意向・要望の流れ |複数主体に関わる行動

⑤ 組織間ネットワーク

図 4・3 はヒアリング結果から得られた生活パスょっかいちの組織ネットワークである。生活

パスょっかいちは、住員組織が発案し、その後 NPO 法人となった住民組織が計額を作成し、
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運行している。当初、住民組織は、パス事業者や協賛金を支払ってもらえる商業事業者に関す

る靖報を持ち得ていなかったが、行政(四日市市)が紹介することにより、新たなつながりが

築かれた。この事例においては、行政もパスに対して協賛金を支払う協賛事業者のーっと位置

づけている。

また、生活パスょっかいちでは、パスを利用しない住民からは負担金を徴収していない。

活パス四日市が運行している地域は、広範囲に渡っており、 NPO 法人の元となった自治会だ

けでなく多くの自治会が含まれている。また、都市の郊外部に位置するため、自治会内の活動

があまり活発に行われていない。そのため、住民から負抱金を徴収するのは困難であると判断

された。生活パスょっかいちでは、地域内の結束型ソーシャル・キャピタノレは弱いものの、住

民組織、行政、パス事業者、商業事業者という橋渡し型ソーシヤル・キャピタノレを新たに築く

ことで、パスを継続して運行することができている。

行政

パス事業者

商業事業者

留 4・3 生活バス四日市の組織聞のネットワーク

4.3.3 住民参加によるパスの事業プ口セスにおける関係主体の役割に関する考察

表 4-9 に住民参加によるパスの事業プロセスにおける関係主体の役割分担をまとめたもの

を示す。

(1 )事業構想の発案

事例②は公共交通機関が存在しない期開が長く続いた後に運行を開始しており、事例③にお

いても、路線廃止後 5 か月間の公共交通が存在しない期間があった。一方で、事例①の倉敷市

乗合タクシーにおいては、パス事業者から路線廃止の申し出があった直後に行政が自治会に働

きかけ、住民参加によるパス交通システムの構想、を提案し、 3 地区で成立している。
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公共交通の空白期間には住民の生活に大きな不便を強いることになるが、住民の多くは、交

通事業者や行政に対して公共交通の運行を要望するものの、住民が主体的にパス交通システム

を行おうという意識を持つには長い期間を有する。また、多くの住民は、住民組織がパス交通

システムを実施することができるという情報を持っていない。

よって、公共交通が運行している地域で、あっても、行政等が住民に対して公共交通の重要性

や住民参加によるパス交通システムに関する情報を積極的に伝えることが、住民の意識の変化

を図るためには必要である。また、行政内で住民参加によるパス交通システムを交通施策とし

て位置づけ、住民参加によるパス交通システムを実施する組織を支援する体制を整えることが

効果的であると考えられる。

(2) 関係者聞の合意形成

事例①、②においては、既存の地縁組織である自治会が運営主体となって運行しており、運

営資金として住民による負担金を見込んでいた。そのため、合意形成は自治会を通して行われ

た。事例③では、当初は自治会メンバーが中心となって活動を始めたものの、活動が進むにつ

れて協賛事業者や交通事業者、行政といった多様な目的を持った主体が参加する活動となって

いった。その後、多様な主体問の調整を行う場として、新たに協議会を設置している。

関係者間の合意形成を得るには、対面式で対話ができる場の設定が必要である刊。既存の地

縁組織を中心としてパスを運行する場合には、組織がもともと有している意思決定のしくみを

活用することがスムーズな合意形成につながる。一方、多様な主体が参加する場合には新たな

協議の場を設置することが必要であるが、そのためには多様な主体を鰐整することができるコ

ーディネータの役離が大きくなり、コーディネータが担う糞任も大きい。住民内にコーディネ

ータを担うことができる人材がいない場合には、行政が適切な人材を派遣することが効果的で

あると考えられる。

(3) 運行計画の作成

事例①においては、行政がたたき台となる計画案の作成、委託事業者の選定等を行い、住員

組織はその提案を受けて検討している。一方、事例②においては、町内会の有志が中心となり

運行計画を作成している。事例③においては、多様な主体が参加する協議会において、パス事

業者の意見を踏まえながら計画を作成している。

過謀部のように、道路網が単純で、住民のニーズが多様化していない場合には、専丹的な知識

を有しない住民で、あっても、住民ニーズに芯じた計画を作成することが可能となる。しかし、

道路網が複雑であり住民ニーズが多様化している場合には、住民だけでなく行政や交通事業者
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などが運行計画に参間し、路線、ダイヤ設定等において専門的な助言を行うことが効果的であ

る。

(4) 運行資金の確保

事例①、②では、金額は異なるが、利用者以外の住民が負担金を拠出している。事例③では、

利用料金以外の住民による負担はなく、商業者等からの協賛金を受けている。

住民参加によるパス交通システムは、民間事業者によるパスの運行が困難な地域で導入する

ことが多いため、運賃以外の財源を確保する必要がある。運賃以外の財源としては、直接的利

用価値にあたる利用者からの運賃のみでなく、オプション倍値や非手IJ 用価値を徴収できるよう

な仕組みを作る必要がある。

また、住民組織の多くは財政面で脆弱であるため、事業を安定して行うために、行政が運行

を補助することが効果的であると考えられるが、多額の補助金は住民の参画意識を損なう。行

政が適切にパス交通システムを支援するためには、金額の上娘を決める等補助する範囲を限定

した上で補助を行うことが効果的であると考えられる。

(5) パスの運行

事例①、③においては、交通事業者に委託している。そのため、運転手の手配や車両故障時

や事故時の対応といった不慮、の事態の対応は交通事業者が行うため、住民組織が担う必要がな

い。一方、事例②においては、自治会が運転手を確保し、不慮の事態への対応も行わなければ

ならない。

住民と共に新しい事業を作る意思のある事業者が地域内に存在し、また、交通事業者に委託

することができる運行資金を地域組織が確保できる場合には、交通事業者に運行を委託するこ

とが望まれる。しかし、運行資金が不足し、地域内に事業者が存在しない過疎部等においては

住民組織告らが運転手を確保してパスを運行する方法を検討する必要がある。その際には、複

数の運転手の確保や適切な謝金、不慮の事故の場合に備えた対応といった運行体制を整える必

要がある。住民組織が道路運送法上の許可を取得するのではなく、行政が許可を取得した上で、

住民組織に運行を委託する方法もある。そうした場合には、最経的な責任を負うのは行政では

なく、住民組織が負うことになり、住民のリスクを軽減することができる。

また、住民組織は、協働してパスを運行する意思のある交通事業者や、道路運送法上の許可

の取得方法に関する'1 育報を有していない。よって、行政は適切な情報を住民組織に提供するこ

とが効果的であると考えられる。
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(6) 事業の事後評価と改善

事例①、③では運行後に、パスの利用を促進するための活動が活発に行われている。また、

事例②、③では、利用者の意見を取り入れて、バス停の笛所、路線などを一部変更している。

事例②においては利用者の意見は運転ボランティアが聞き入れ、事例③においては回数券(応

援券)の予約をとる際に利用者から意見を聴取している。

住民参加によるパス交通システムは、科用者と運営主体がほぼ同一であるため、コストをか

けなくとも利用者の意見をきめ締やかに把握したり、生活スタイルに合わせた科用促進活動を

提案することができる。住民参加によるパス交通システムでは、この手rj 点を生かして、利用者

の意見を把握して運行計画を見直す仕組みを作り、利用促進活畿を行うことがパス交通システ

ムを継続していくために重要である。

行政側は、住民組織に他地域で行われている改善策等の情報を提供し、事後評備に関する取

り組みを促進することが効果的であると考えられる。

表 4-9 住民参加によるパス交通システムにおける役割分担

住民 自治体 交通事業者
-住民に対して公共交通の重要
性や住民参加によるパス交

.{主民が主体となってパス交通
通システムに関する需報を提

①構想の
システムを実施するという意識

供する。
発案

を持つ。
-住民参加によるパス交通シ
ステムを交通施策として位
鐙づけることができる制度を
つくる。

-既存の地縁組織を中心として . (住民内での合意形成が題難

②関係者の
住民間の合意形成を図る。 な場合)自治体職員、専門家

合意形成
-多様な主体が参加する場合に などのコーデ、ィネータを担うこ
は、新たな協議の場を設置す とができる人材を住民組織に
る。 派遣する。

(運行を交通事業者

-路娘、ダイヤ設定、バス停の設
に委託する場合)

③運行計画 -住民ニーズを踏まえて運行計
置等に関して住民組織に助

-路線、ダイヤ設定、
の検討 画を策定

言を行う。
バス停の設置等に
関して住民組織に
勃言を行う。

④運行資金
-住民の負担金や商業事業者か -金額の上限を決める等補助す

の確保
らの協賛金等の運賃以外の る範屈を限定した上で、住民
財源を確保する。 組織に補助を行う。

(運行を交通事業者に委託する
-交通事業者や道路運送法の許 (運行を交通事業者

場合)
可の取得方法等について、住 に委託する場合)

-交通事業者にパスの運行を委
⑤パスの

託する
民組織に情報提供を行う。 -住畏組織からパス

運行
(往時鴎脈パスを i富子ずる場合)

-道路運送法上の許可を自治体 の運行を受託し、

-運行体制を整えて、パスを運
が取得し、住民組織に運行を サービスを提供す

行する。
委託方法も考えられる。 る。

⑥事後評価
-利用者の意見を把握して運行 -住民組織に、他地域で行われ

と改善
計曹を見直す仕組みを作る。 ている改善策等の情報を提供

-利用促進活動を行う。 する。
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4.3 .4事例分析からみた住民参加によるパスの事業化プロセスを進める上でのポイント

本節では、住民参加によるパス交通システムの複数の事例を対象に、構想、の発案から事業実

施後まで、のプロセスの調査・整理し、各成功事併において関係主体がどのような役割を担って

いるのかを考察した。

(1) 住民組織の役割

住民参加によるパス交通システムを実施するためには、住民吉身が公共交通を運行するとい

う意識を持つことが重要である。また、関係者間で協議する場として既存の地縁組織を活用す

ることはスムーズな合意形成につなげることができるが、多様な主体が住民参加によるパス交

通システムに参加する場合は、新たな協議の場を設置する必要がある。

運行資金を確保する方法としては、直接的利用価値にあたる利用者からの運賃のみでなく、

オプション価値や非利用価値を徴収できるような仕組みを作る必要がある。運行に関しては、

信頼をできる交通事業者に委託することが必要であるが、事業者が存在しない場合には運行を

自ら担わなければならない。運行を自ら行う際には、議数の運転手の確保や適切な謝金、不慮

の事故の場合に備えた対応といった運行体制を整える必要がある。

運行後は、利用者と運営主体がほぼ同一であるとむづ利点を生かして、利用者の意見を把握

して運行計画を見直す仕組みを作り、利用促進活動を行うことが重要である。

(2) 行政の役割

住毘が自ら公共交通を運行するという意識を育てるには、行政等が住民に対して公共交通の

重要性や住民参加によるパス交通システムに関する'培報を積撞的に伝えることが必要である。

また、行政内で住民参加によるパス交通システムを運行する組織を支援する体制を整えるこ

とが効果的であると考えられる。行政が住民組織を支援する方法としては、他の地域で行われ

ている事例や道路運送法等に関する情報を提供したり、上限を設定した上で補助金を拠出する

といった方法が考えられる。

(3) 交通事業者の役割

住民組織が十分な運行資金を確保することができる場合には、交通事業者に運行を委託する

ことが望まれる。交通事業者は、住民参加によるパス交通システムを新たな形態として捉え

運行計画等において適切な助言をする等住民組織を支援することが望まれる。

4.4 おわりに

本章では、パス交通システムにおいて住民が参加する意義を、既往研究をもとに整理した。
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次に、住民参加によるパス交通システムの護数の事例を対象に実施プロセスを調査し、成功

事例において関係主体がどのような役割を担っているのかを考察した。住民組織に関しては、

公共交通を支えるとしづ意識の醸成、関係者間の協議の設定、運賃以外のオプション価値や非

利用錨値を徴収できるような仕組みづくり、運行管理、利用者意見の把握と改善といった役割

を担っている。行政は、住畏組織に対する情報の提供、補助金の拠出といった適切な支援を行

う役割を担っている。交通事業者は、住民組織が十分な運行資金を確保することができる場合

には、住民参加によるパス交通システムを新たな形態の事業として捉え、住民組織に適切な助

をし、事業を受託する役割を担っている。このように、住畏は中心的な役害IJ を担っているが、

住民だけで事業を運行することは困難であり、住民・行政・交通事業者がそれぞれ必要な役割

を担うことで、パートナーシップを構築することが必要であるといえる。
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第5章 パス交通システムに対する住民の参加意識に影響を

与える要因分析

5.1 はじめに

第 4 章では計画や実施に直接かかわった住民組織を中心とした分析を行い、住民参加による

パス交通システムがソーシャル・キャヒ。タルを活用することにより継続的に運行することがで

きている実態を把握した。住畏参加による交通システムは、計画や実施に夜接携わる少数の住

民だけでなく住民全体によって支えられており、住畏全体の意識に影響を与えている要因を捉

えることは、どのような条件が整えば住民参加による交通システムが成立しうるのかを推挺す

ることに繋げることができると考えられる。そこで、本章では、「ソーシヤル・キャピタノレj

概念を用いて、パス交通システムに対する住民の参加意識に影響を与えている要因を定量的に

把握することを目的とする。

まず、 5.2 節において、住民が主体的に運行するパス交通システムを検討している一つの地

域において、全世帯を対象とした調査を行い、パス運営への参加意識に影響を与える要因を分

析する。この節ではサンプル調査ではなく全世帯を対象に調査を行った。それにより、誤差の

少ないデータを手に入れることができ、ソーシャル・キャピタルとパス運営への参加意識との

関係性を明確にすることができる。パス運営への参加意識に影響を与える要因としては、個人

の移動能力、ソーシヤル・キャピタルを考慮する。

次に、 5.3 節において、分析範圏を行政区域全体に拡大し、地域の特性とパス運営への住民

の参加意識との関係性を分析する。この節においては、ひとつの地域ではなく、地域特性の異

なる行政区域全体を分析対象とするため、個人の移動能力、ソーシヤノレ・キャヒ。タルに加えて、

高齢者の割合、公共交通の運営状況といった地域特性も考躍して分析する。

5.2 パス交通システムに対する住民の参加意識とソーシャル・キャゼタルの関係性

の考察

住民のパス運営の参加意識に影響を与える要因は、大きく 3つ考えることができる。

一つはソーシヤル・キャピタルで、ある。地域内において、移動関難者が多く存在する場合、

他者に対する信頼感が強く、援助規範を持っている人々は、お互いの生活を支援することがで

きる。また、地域内で密なネットワークを有している人々は、移動函難者の状況を把握するこ

とができる。よって、高いソーシャル・キャピタルを有している人は、パス運営への参加に対

して賛成する可能性が高いと考えられる。
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2 つ目は個人の移動能力である。高齢者や長い距離を歩行できない人、自家用車を利用でき

ない人、家族の送迎を頼むことができない人といった移動が困難な人や近い将来に移動が困難

になる可能性が高い人は、パス交通システムの必要性を強く認識することができるため、パス

運営への参加意識が商いと考えられる。

3 つ昌は地域の状況である。公共交通機関が不便な地域では、自家用車を使うことができな

いと移動に大きく制眼を受ける。また、高齢化率が高い地域は、移動に関して困っている人の

割合が高いものと考えられる。よって、地域の利便'性が低かったり、移動困難者の割合が高い

場合には、参加意識は高まると考えられる。

倍人の移動能力
・年齢
-歩行可能距離
・自家用車の利用可否
.家族間の協力

地域特性
・公共交通の利便性
-地域内の移動厨難者の割合

ソーシヤノレ・キャピタル
・構造的ソーシヤノレ・キャピタル
・認知的ソーシャル・キャピタノレ

パス交通システムに対する住

民の参加意識

閤 ι1 住民のパス運営の参加意識の要因

5.3 バス交通システムに対する住民の参加意識の要因分析

5.3.1 本節の目的

本館では、パス交通システムに対する住民の参加意識を高める要毘を定量的に分析する。参

加意識の要因としては、ソーシヤル・キャピタノレ、個人属性を考慮、する。

5.3.2 調査の概要

(1) ケーススタディ地域の概要

諦査は、住民が主体となった交通システムの検討を行っている兵産県佐用町江川地区を対象

に行った。佐用町は兵庫県西部に位置し、行政区域全体を過疎地域に指定されている。江川地

l2S:は佐用町の北西部の山間部に位置しており、人口は 1，310 人、高齢化率は 37.0% である (2007
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年 10 月現在、住民基本台帳)。地区内には病院、スーパーは存寝しないため、買い物、通院等

の外出爵的を達するためには、佐用町の中心部まで外出する必要がある。地区内のパス路線は

1本のみであり、 1 S 3往復の運行で、江川地区と佐用町の中心部をつないでいる。

兵庫県内では、 2007 年に中山間地において多数のパス路線の廃止が表明されており1)、生活

を維持する移動手段確保への危機感が強い。江川地区では、地縁組織である地域づくり協議会

が中心となり、路線パス廃止後の地域の交通手段の確保を自指して、 2006 年 9 月より住民が

主体となった交通システムの検討に取組み始めたo 検討にあたっては、「江川地域交通会議j

を 2 ヶ月に 1度程度開催し、 20""'30 名の参加のもと討議を行っている。

-将?や'
"" 

" :0:;:::' 

西脇市

三木市

関 5-2 兵庫県佐南町の位置
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図 5・3 兵庫県佐用町江川地区の概要

表 5-1 江川地域交通会議のメンバー

集落長
住民

各集落から推薦されたメンバー

行政 兵車県、佐用町
支援者

大学 助教、博士後期課程学生

合計

(2) アンケート調査の概要

ケーススタディ地域

中心部

パスルート

バス停

人数

11 

11 

4 

2 

28 

江J11 地区の 16 歳以上の住民全員に対してアンケート謂査を実施した。調査の概要を表 5・2

に、回答者の属性を

表 5-3 に示す。

調査方法は、訪関留置法とし、自治会長に配布・回収を依頼した。1. 064 人に対して調査票

を配布し、 950 人の詣答が得られ、回収率は 86.3% であった。

回答者の属性をみると、性別では、男性 45.2% 、女性 54.8% である。年齢別では、 60 歳代

が 14.8% 、70 歳以上が 35.9% と半数以上が 60 歳以上である。自家用車またはバイクを自由に

用いることができる人は 69.9% 、車・バイクを利用できない人は 30.1% である。
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表 5♂ 調査の概要

期
一
容

時
一
内

査
一
査

調
一
調

2007 年同月

.個人属性

・住民参加パスに対する意識

訪問留置

※11 集落の自治会長に配布、回収を依頼

-普段の交通状況

-ソーシヤノレ・キャピタノレ指標

調査方法

調査対象者 |江川地区内の 16 歳以上の住民全員削64 入

居収数 1918 票(回収率 86.3%)

表 5-3 回答者の属性

性別 男性 407(45.2%) 、女性 494(54.8%) 

年齢 40 歳未満 177 (1 9.5%) 40----49 歳 100 (11. 0%) 

50----59 歳 170 (1 8.8%) 60----69 歳 134 (1 4.8%) 

70 歳以上 325(35.9%) 

家族の人数 |1 人暮らし兜(6.5%) 2 人 220(24.5%) 

3 人 152(16.9%) 4 人以上 469(52.2%) 

自家用車の利用|車またはバイクを利用できる 640(69.9%) 

車・バイクを利用できない 275(30.1%) 

歩行可能距離 I lkrn 以上 704 (7 9.9%) 、300m---- lkm 90(10.2%) 、300m 未満 87(9.9%) 

(3) パス運営への参加の方法とアンケート票での質問内容

住民参加によるパス交通システムに関しては、表 5-4 に示す内容を提示した上で、地域内に

パスが必要であるかどうか(地域内のパスの必要性)、住民が主体となったパスを運行するこ

とへの賛否、パスの運行・維持のために必要となる行動である「パスの負担金への支払意志j

を開いた(表 5・5) 。なお、住民参加によるパス交通システムは、住民組織によって運行され

ている兵庫県淡路市長沢地区の事例 2) をもとに、他匝体からの補助を見込まずに住民による運

営のもと運行することを想定している。長沢地IK の事例を参考とした理由は、長沢地区は江川

地区と同様に山間部に位置し、人口が少ないなど地域特性が似通っていること、民間の事業者

に委託せずに実施しており低廉な費用な実施しているためである。経費としては、有償ボラン

ティアへの日給、燃料代を見込み、 1世帯あたりの負担額を算出している。
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第 5 章 ノくス交通システムに対する住民の参加意識に影響を与える要因分析

表 5-4 調査で提示した住民参加によるバス交通システムの概要

運行資金 |地域の全世帯州万円/年の負担金撤収した。

運転手

運行頻度

運行ルート

運行車両

乗車時は無料で利用することができる。

地域住民の有償ボランティア(日給 3，000 円)。

平日毎日、朝、昼、タに 3往僅運行する。

地域全体を回り、地域と市の中心部を結ぶ。

ライトバン(運転手を含めて 9 人乗り)。

表 5-5 調査で提示した住民参加によるパス交通システムに対する質問内容

地域内のパスの必要性 江川地区に地域パスが運行することについて必要と患います

か、不要と思いますか?

住民主参加によるパス交通シ i住民主体型の地域パスを運行することに賛成しますか?

ステムへの賛否

パスの負担金を支払うこと i地域ノくスを運行するために必要な年間 1世帯 I 万円の負担金

についてどのように思川、ますか?

(4) ソーシャル・キャピタルの調査項目

ソーシヤノレ・キャピタルの調査項目の選定にあたっては、 4.2 に示した既往研究を参考とし

て、ネットワークを表す「構造的ソーシヤル・キャピタノレj と信頼・援助規範を表す「認知的

ソーシヤル・キャピタルj の問方を取り上げた。選定した項目を表 5・6 に示す。

構造的ソーシヤノレ・キャヒ。タルとしては、地域内のネットワークの程度を把握するために

「一般的な近所づきあいの程度J、「近所の人への健慶気づかいJ を調査項目とした。また、社

会参加に関しては、上下の人間関係がみられる「地縁的な活動」、平等で水平的な人間関係が

みられる「スポーツ・趣味・娯楽活動j、「ボランティア活動J への参加を調査項目とした。認

知的ソーシャル・キャヒ。タルとしては、信頼感を表す「一般的信頼感J、他者に対する援助規

範を表す f返済援助規範」、「弱者救済規範J を諦査項目とした。返済援助規範、弱者救済規範

の質問内容は、箱井らの援助規範意識に関する研究 3) を参考とした。
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表 5・6 ソーシャル・キャピタル調査寝目

-一般的な近所づきあいの程度

.近所の人への健康のきづかい

.地縁的な活動への参加

・スポーツ・趣味・娯楽活動参加

.ボランティア活動への参加

-一般的信頼感(r一般的に、人聞は信頼できるものだと思う」という考え方への賛否)

・返済援助規範(r以前私を助けてくれた人には、親切にすべきである」という考え方への賛否)

・弱者救済規範 (f 不当な立場で苦しんでいる人は、少しでも助けるべきであるJ .!:: It ¥う考え方への賛否)

構造的ソーシヤル・キャピタルの状況を図 5-4 に、認知的ソーシャル・キャヒ。タルの状況を

図 5るに示す。構造的ソーシヤノレ・キャピタルに関しては、一般的な近所づきあいは生活面で

協力が 16 .4%、立ち話程度が 59.0% と活発な近所づきあいをしている人が多い。近所の人の健

康への気づかいは 71. 2% の人が実施している。地縁的な活動は 48.7% と半数の人が実施してい

るが、スポーツ・趣味・娯楽活動は 30.0% 、ボランティア活動は 24.2% と地縁以外に関する活

動を実施している人は 3 割以下である。認知的ソーシヤル・キャピタルに関しては、一般的情

頼感は 61. 5% 、返済援助規範は 87.8% 、弱者救済規範は 82.5% が賛成している。江川地域にお

いては、構造的ソーシヤル・キャヒ。タルは人によってばらつきがあるが、認知的ソーシャル・

キャピタノレはばらつきが小さい。

0% 
ま

一般的な近所づきあいの程度
(n=896) 

近所の人への健康のきづかい
(n=884) 

地縁的な活動への参加
(n=898) 

スポーツ・趣味・娯楽活動へ
の参加(n=899)

ボランティア活動への参加
(n=890) 

20% 40% 60% 

図 5-4 構造的ソーシャル・キャピタルの状況
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第 5章 パス交通システムに対する住民の参加意識に影響を与える要医分析

0% 
信頼し

一般的倍頼感(炉 813)

返済援助規範(n=838)

弱者救済規範(n=832)

20% 40% 60% 

図 5-5 認知的ソーシャル・キャピタルの状況

5.3.3 パスへの住民参加に対する意識と要因分析

(1) 地域内のパスに対する意識

80% 100% 

地域内のパスの必要性、住民が主体となってパスを運行することに対する賛否、パスの負担

金を支払うことへの意識を開いた結果が図 5・6 である。この結果を見ると、江)11 地域内では、

パスが必要であると認識している人が 87.3% 存在している。しかし、住民が中心となってパス

を運行することに対して 57.8% の人が賛成となっており、パスを必要としながらも住民参加に

よるパス交通システムに対しては賛成の意を示していない人が存在している。また、各世帯 1 万

円/年の負担金を支払うことに対しては、「必要な負担」と回答している人が 39 .4%、 fもう少

し安くしてほししリと回答している人が 46.6% と9 欝弱の人が支払ってもよいとの態度を示し

ている。

地域内のパスの必要性
(N=871) 

住民主体型パスへの賛苔
(N=832) 

パスの負担金を支払うこと
(N=845) 

0% 25% 50% 75% 

必要 87.3%

密 5・6 住民参加によるバス交通システムに対する意識
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(2) 住民参加によるパス交通システムに対する賛否とソーシヤル・キャピタルの関係

住民参加によるパス交通システムに対する賛否とパスの負担金への支払意忠に関して、ソー

シヤノレ・キャヒ。タル指標とのクロス集計を行い、独立性の検定を行った。 χ2 検定によって得

られた有意確率を表 5-7 に示す。

深い近所づきあいをしている人、近所の人の健康を気づかっている人は、住民参加によるパ

ス交通システムに対して賛成する人が多く、パスの負担金を必要な負担と回答する人が多かっ

た。地域内に活発なネットワークを有している人は、地域内の移動困難者の状況をよく知って

いることから、住民参加によるパス交通システムへの賛成意識が強くなると思われる。

地縁活動、趣味・娯楽活動、ボランティア活動の参加の有無によって、住民参加によるパス

交通システムに対する賛否に関しては有意な差はみられなかったが、パスの負担金への支払意

志においては活動をしている人はパス負担金の支払いを必要な負担であると回答する人が多

かった。地縁活動、ボランティア活動などは、金銭的な負担を伴わなくても、労働力の提供と

いった負担を行っていることから、負担金の支払いに対して抵抗が小さいのではないかと思わ

れる。

認知的ソーシヤル・キャピタルに関しては、項目によって差はあるが、信頼感や援助規範は

住民参加によるパス交通システムに対する賛否、パスの負担金への支払意志のいずれにおいて

も関係がある。一般的に人を信頼している人が多く他者に対する援助規範がある地域であれば、

住民参加によるパス交通システムの運行に賛成する人が多く、負担金の支払いの必要性を感じ

る人も多いのではないかと考えられる。

表 5-7 住民参加によるパス交通システムに対する設問とソーシャル E キャピタんとの独立性

検定結果

住民参加によるパス交通シス パスの負担金

テムiこ対する賛否 への支払意志

近所づきあい 2.1% * 0.4% ** 

健康きづかい 0.1% ** 1. 8% * 
キ蕎
造 地縁活動 67.9% 0.2% ** 
的

趣味・娯楽活動 34.2% 3.4% 合

ボランティア活動 48.5% 1. 4% * 

一殻的信頼感 0.0% 六 * 0.0% ** 
圭知問刃。

返済援助規範 0.0% ** 0.6% 百倍*

的
忌苧者救済援助騨包 4.3% * 15.1% 

※ 免はが検定による有意確率

本 ソーシヤル・キャピタルの形成度が高いほど賛成の割合が高し、傾向をもっ(独立性 5% 有意で棄却される)

林ソーシヤル・キャピタルの形成度が高いほど賛成の割合が高い傾向をもっ(独立性問有意で L棄却される)
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第 5 主主 パス交通システムに対する住民の参加意識に影響を与える要国分析

(3) 住民参加によるパス交通システムに対する賛否に影響を与えている要因分析

住民参加によるパス交通システムに対する賛否とパスの負担金への支払意蕊を外的基準、説

明変数として個人属性、ソーシヤル・キャピクル関連項目とし、数量化 II 類を実施した。個人

属性としては、「年齢J、「家族の人数」、「自家用車の運転j、「歩行可能距離J を用いた。ソー

シヤル・キャピタル関連項目は、他の項目との多重共線性が発生しない組み合わせとして、構

造的ソーシャル・キャピタルとして「近所の人の健康きづかいj、「ボランティア活動の参加」

を、認知的ソーシヤノレ・キャピタノレとして f一般的信頼感j を選択した。住民参加によるパス

交通システムへの賛否に関する分析結果を図 5・7 に、パス負担金の支払に対する賛否に関する

分析結果を図 5・8 に示す。

住民参加によるパス交通システムに対する賛否、パスの負担金への支払意志のいずれに対し

でも最も影響を与えているのは、認知的ソーシヤノレ・キャヒ。タルの一つである「一般的信頼感J

である。一方、講造的ソーシヤル・キャピタルを表す「近所の人の健康の気づかいj は「一般

的信頼感j に比べると影響は小さいが、健康の気づかいをしている人ほど住民主体がパスに対

して賛成する人が多く、パスの負担金に対しても必要な負担と認識している人が多い。

しかし、ボランティア活動は、内閣府 4) 、河上ゅのように、ソーシヤノレ・キャピタノレの代表

指標として測定されることの多い項目であるが、他の項目と比較して住民参加によるパス交通

システムに対する賛否に与える影響は小さい。

鶴人購性に関しては、「歩行可能距離J、「年齢J が、住民参加によるパス交通システムへの

賛否に影響を与えている。歩行可能距離は、 r300m"'-'lkm 程度」と長い距離は歩けないが中

程度の距離を歩くことができる人において賛成意識が強い。 lkm 以上と長い距離を歩くことが

できる人は現状で、闘っていないことから賛成意識が弱いと恩われる。また、 300m 未満と短い

距離しか歩けない人は賛成意識が弱く、新しいパスが運行されても利用が不可能であると諦め

ているのではないかと考えられる。年齢に関しては、 70 歳以上の高齢者において賛成意識が

最も高く、加齢による身体能力の表え等から既存の交通手段よりも身体的な負担の小さい交通

手段を求めているのではなし、かと考えられる。家族の人数に関しては、アイテムレンジは低い

ものの、家族に送迎を頼むことができない 1人暮らしの家庭において住民参加によるパス交通シ

ステムへの賛成意識が高かった。このように、現状や近い将来移動に関して因っていると考え

られる 70 識以上の高齢者、長い距離を歩くことができない人、 1 人暮らしの高齢者において

は住民参加によるパス交通システムへの賛成意識が強く、パス負担金の支払いにおいても「必

要であるj と認識している人が多い。

しかしながら、移動能力に大きく影響を与えると考えられる f自家用車の運転J は、住民参加

によるパス交通システムに対する賛否、パスの負扱金への支払意忠のいずれに対しても与える
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影響は小さかった。これは自家用車を運転している人においても、現状の公共交通に不安を抱

いており、新しく住民参加によるパス交通システムにオプション価値を感じているためではな

し、かと推察される。

カテゴリスコア
)内はサンプル数

年齢

家族の人数

自家用車の運転

歩行可能親離

近所の人への
健康の気づかい

ボランチィア活動

一披的信頼感

上段レンジ

下段偏相関係数

合p<5% 、帥p<1%

60 歳未満

60.......69 議

70 議以上

1人暮らし

2 人暮らし

3 人以上

運転できる

運転できない

1km 以上

300.......1km 

300m 未満

気づかっている人がいる

気づかっている人がいない

している

していない

信頼している

どちらでもない

軸の童心

-1.5 -1.0 ・0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 

同 0.4 8

。?509)LJ197)

どちらでもない

幽 0.22

賛成する

0.16 

密 5-7 住民参加によるパス交通システムに対する賛杏に影響を与えている要因の分析結果
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第 5 章 パス交通システムに対する住民の参加意識に影響を与える要国分析

カテゴリスコア
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図ふ8 パスの負担金への支払意志に影響を与えている要因の分析結果

5.3 .4まとめ

本節では、住民参加によるパス交通システムを題材として取り上げ、「ソーシヤノレ・キャピ

タノレJ 概念を用いて、住民参加によるパス交通システムに対する賛否に影響している要因を定

量的に把握した。

この結果、ソーシャル・キャヒ。タルが住民参加によるパス交通システムに対する賛否に影響

を与えていることが明らかになったが、中でも信頼感や援助規範といった認知的ソーシヤル・

キャピタルはパスの賛否意識に大きな影響を与えていた。また、近所づきあいなどの地域内の

ネットワークに関するソーシャル・キャピタルも意識に影響を与えていた。しかしながら、
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般的にソーシャル・キャピタルとして捉えることの多い社会参加が住民意識に与える影響は小

さい。このことは、ボランティア、趣味・娯楽などの社会参加が活発な地域で、あったとしても

住民参加によるパス交通システムが成立可能になるとは限らないことを意味している。

ソーシャル・キャピタノレ以外の個人属性に関しては、高齢者や 1人暮らしの人など移動に関

して困る可能性が高い人において、住民参加によるパス交通システムへの賛成意識が強いこと

がわかった。また、自家用車の運転の可否は、住民参加によるパス交通システムへの賛否意識

に影響がないことが暁らかになった。これらのことから、移動の多くが車に依存している地域

で、あったとしても、一般的に人を信頼している人が多く他者に対する援助規範がある地域であ

れば、住民の問で住畏参加によるパス交通システムの成立への機運が高まるのではないかと考

えられる。

5. 4個人と地域の特性から見た住民のパス交通システムへの参加意識の要因分析

5.4 .1 本節の目的

本節では、パス交通システムに対する住民の参加意識を高める要盟を定量的に分析する。本

節では、ひとつの地域ではなく、地域特性の異なる行政区域全体を分析対象とするため、高齢

者の割合、公共交通の運営状況といった地域特性を考慮して分析することができる。参加意識

の要因としては、地域特性のほかに、前節と同様にソーシヤノレ・キャピタル、個人属性を考慮

する。

5.4. 2 調査の概要

(1) ケーススタディ地域の概要

本研究は、岡山県英作市を対象とした。美作市は、岡山県の北東部に位置し、行政区域全体

を過疎地域に指定されている。人口は 31 ，643 人、高齢化率は 34.7% 、人口密度は 73.7 人Ik m 2

であり、人口は減少傾向にある (2007 年 10 月現在、住民基本台帳)。美作市は、 2005 年 3 月

に勝田町、大原町、美作町、作東町、英田町、東粟倉村の 5 町 1村が合併して発足した。その

ため、美作市内では、民間パスのほか市営パス、福祉パス等様々なパスが運行しているが、パ

ス路線の運行本数が少ない地域も多い(図 5・10) 。高業施設、医療施設は、 113 美作町や!日大原

町に集中している。

また、市内に 3 路線を持つ神姫ノミスが、 2009 年 10 月には路線を休止すると表明している。

美作市は、2008 年 10 月より土居小学校区において、住民組織と協働して需要応答型パス (DRT)

の運行実験を行っており、ほかの地域にも住民組織と協働したパスサーピスを拡大していく方
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第 5 章 パス交通システムに対する住民の参加意識に影響を与える要因分析

法を検討中である。

総社市 岡山市

原市

倉敷市
浅口市
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今
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図 5-9 美作市の位置
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第 5 章 パス交通システムに対する住民の参加意識に影響を与える要因分析

(2) アンケート調査の概要

アンケート調査は、住民協働型のパスの運行実験を実施している土居小学校区を除いた英作

市全域の市民を対象に実施した。調査対象者は、住民基本台帳から小学校区別に無作為に抽出

し、世帯ごとに調査票を 2 票郵送で配栴し、郵送で回収した。配布数は 5，604 票で、回収部数

1，588 部、自収率 28.3% である。調査の概要を表 5-8 に示す。

回答者の属性を表 5・9 に示す。男女比は母数データとサンプノレデータの比率は間程度である。

年齢は、母数データにおいて 65 歳以上が 39.3% であるのに対し、サンプルデータでは 58.3%

と高齢者に偏ったサンプルとなっている。

また、地域ごとの分析を行う際には、 23 の自治振興協議会を単位として行う(表 5・10) 。

自治振興協議会は、美作市内には住誌によって組織される団体であり、まちづくり活動を行っ

ており、行政との協働型のパスを運行する際の受け皿となる組織である。

表 5-8 調査の概要

調査時期

調査内容

調査方法

対象者

配布数

回収数

2008 年 11 月

.個人属性

・普段の交通の科用状況

.パス運営への参加意識

-ソーシヤノレ・キャピタノレ

郵送配布(世帯ごとに調査票を 2票開封)

郵送回収

小学校豆J.l IJ に住民基本台張から無作為に調査対象世帯を抽出。

(土居小学校区を除く)

2，802 設帯、 5，ω4票

1，103 世帯、 1，588 票

(世帯回収率 39 .4%、回収率 28.3%)

表ふ9 回答者の属性

性信j

年齢

の車

段
用

手

家

用

一

通

自

科

一

交

男性 720(47.2%) 

45 歳未満 14 1( 9.2%) 

55'"'-'64 歳 343(22 .4%)

75 歳以上 508(33.2%) 

自分で運転できる 1，040(73.1%) 送迎してもらえる 259 (1 8.2%) 

女性 80 5( 52.8%) 

45""54 歳 155 (1 0.1%)

65""74 歳 385 包5.1%)

利用できない 124(8.7%) 

普段パスを利用している人の割合 379(24 .4%) 
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表 ι10 自治振興協議会の概要

団体数 23 団体

人口 1，000 人未満 13 (56.5%) 1，000'-"""2 ，000 人 5 (2 1. 7%) 

2，000 人以上 5 (2 1. 7%) 

高齢化率 35% 未満 14 (60.9%) 35 .-.....， 40% 4 (1 7.4%) 

40% 以上 5 (2 1. 7%) 

パスの 15 往復/日以下 6(26.1%) 10 .-.....， 20 往復 12(52.2%) 

運行本数* 1 5'-"""10 往復 0(0.0%) 20 往復以上 5(2 1. 7%) 

合パスは一般の民営パス、市営パス、市営福祉パスを含めている。

(3) パス運営への参加の方法とアンケート票での質問内容

住民がパス運営に参加する方法は多種多様であるが、特lこ、運行資金の確保、パスの運行に

おいて住民が関わることは、十分に財源がない地域やパス供給者が存在しないような地域にお

いても、パス運営の実現と継続に寄与するものと考えられる。

そのため、住民による運行資金の確保の方法として、パスの利用の有無に関わらず一定の金

額を負担してもらうことと明示した上で、パスの負担金への支払いに対する賛否を聞いた。質

問内容を表 5・11 に示す。また、パスの運行に関しては、運転ドライパーや広報活動を提示し

た上で、ボランティアとして参加するかどうかを開いた。

表 5-11 謂査で提示したパス運営への参加に対する質問内容

パスの便の充実に対する意見|あなたがお住まいの地域でパス利用の使を充実することにつ

いてどう思われますか?

パスの負担金の支払い意思 市が住民と協働して、地域の住民のためのパスを走らせる場合に、

運営のための基金として、地域のすべての世帯から年間一定額の

お金を集めることについては、どう思われますか?

運営ボランティアへの参加意思|地域の生誌が、運転ボランティアや広報活動など何らかの形で、パ

スの運営に協力することについては、どう思われますか?

(4) ソーシャル・キャピタルの調査項目

本節では、ソーシヤル・キャピタルの調査項自は 5.2 で用いたものと同様のものを用いた。
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第 5 章 ノ〈ス交通システムに対する住民の参加意識に影響を与える要因分析

ただし、社会参加に関する f地縁的な活動J、fスポーツ・趣味・娯楽活動J、fボランティア活

動J への参加は、パス運営への参加意識との関連性が見られなかったため、除外した。調査項

目とした選定した項目を表 5・12 に示す。

表 5・12 ソーシャルーキャピタル調査項目

-一般的な近所づきあいの程度

.近所の人への健康のきづかい

-一般的信頼感 u一般的に、人間は信頼できるものだと思う J という考え方への賛否)

・返済援助規範 (r 以前私を助けてくれた人には、親切にすべきであるj という考え方への賛否)

・弱者救諜規範 (r 不当な立場で苦しんでいる人は、少しでも助けるべきであるj という考え方への賛否)

構造的ソーシャル・キャヒ。タルの状況を図 5-11 に、認知的ソーシヤル・キャヒ。タノレの状況

を図 5・12 に示す。構造的ソーシヤル・キャピタルに関しては、一般的な近所づきあいは生活

簡で協力が 21. 9% 、立ち話程度が 62 .4%である。近所の人の健康への気づかいは 76.5% の人が

実施している。認知的ソーシヤノレ・キャピタルに関しては、一般的信頼感は 63.5% 、返済援助

規範は 94.2% 、弱者救済規範は 83.3% が賛成している。美作市においても江川地域と間様に、

構造的ソーシヤノレ・キャピタルは人によってばらつきがあるが、認知的ソーシャル・キャピタ

ルはばらつきが小さい。

まったくしてし
40% 60% 80% 100% 

一殻的な近所づきあいの程度(n=1536)

近所の人への鍵康のきづかい(n=1524)

図 ι11 構造的ソーシャル・キャピタルの状況
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0% 
信頼し

一極的信頼感(n=1534)

返漬援助規範(n=1543)

弱者救済規範(n=1531 ) 

20% 40% 60% 

図 5ぺ2 認知的ソーシャル・キャピタルの状況

5.4 .3 地域特性とパス交通システムに対する住民の参加意識

(1 )バス交通システムに対する住民の参加意識

80% 100% 

居住地のパスの便の充実に対する意見を聞いた結果が密 5-13 、パスへの負担金に対する賛

否および運営ボランティアの参加意向を開いた結果が図 5・14 である。

パスの充実は必要だと感じている人は 73.0% と多いものの、パスの充実に対して負担金を支

払うことに対しては「賛成j が 37.2% 、「反対j が 36.0% と意見が分かれる。また、運営ボラ

ンティアへの賛成意識に対しては、負担金の支払いよりも「反対J と回答する人が少なくなり、

f十分協力できないが賛成j が 49.6% と半数近くの人が消極的ながらも住民が運営ボランティ

アに対して賛成しており、 f協力したしリと屈答している人は 7.7% である。

0% 25% 50% 75% 100% 

i… ~.............…………ーか~-'-""'-"""''''''~''''- ……ju …………… ;  わか与ない.......…レ不必要

充実が必要、 73.0% 説的三面 3.6% 

図 ι13 パスの使の充実に対する意見
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第 5 章 ノくス交通システムに対する住民の参加意識に影響を与える要因分析

0% 25% 50% 

パスの負担金の支払い意思(n=1 ，426)

運嘗ボランティアへの意識(n=1 ，390)

図 5-14 バス運営への住民参加に対する意識

(2) 地域の状況とパス交通システムに対する住民の参加意識

①地域の高齢化率とパス交通システムに対する住民の参加意識

75% 100% 

反対

6.5% 

地域内に移動に困難を抱えている人が多いほど、地域内のパスに対するニーズが高くなるた

め、パス運営への住畏参加も高まるものと考えられる。そこで、地域ごとに、パスの負担金の

支払、運営ボランティアに対して協力・賛成している人の欝合と、地域の後期高齢者率をグラ

フ上に示したものが図号、図-4 である。後期高齢者には車を運転できない人あるいは運転を近

い将来に止める人が多く含まれているため、移動に困難を抱えている人を表す指標として用い

た。運営ボランティアへの協力・賛成意識に関しては、「協力したしリ、 f十分協力できないが

賛成」と回答している人の割合をそれぞれ算出している。

パスの負担金の支払いと地域の後期高齢者率には有意な相闘がみられた。後期高齢者率が高

い地域ほど、負担金の支払いに賛成する人の割合が高い傾向がある。

一方、運営ボランティアへの賛成意識に関しては、後期高齢者率との相聞はみられない。こ

れは、後期高齢者率が高い地域は、パスの必要性が高いものの、高齢のため運営ボランティア

を担うことができない人が多いため、後期高齢者の割合が低い地域との差が出なかったので、は

ないかと考えられる。
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図ふ16 後期高齢者率と運営ポうンティアへの協力・賛成意識

②公共交通の利便性とパス交通システムに対する住民の参加意識

地域内の公共交通の利便性が低いほど、パス運営への住民参加も高まるのではないかと考え

られる。そこで、地域ごとに、パスの負担金の支払、運営ボランティアへの賛成に対して賛成

している人の割合と、パスの運行便数の関係を示したものが図 5・17 、図 5-18 である。

しかしながら、パスの負担金への支払意識、運営ボランティアへの協力・賛成意識のいずれ

についても、地域内のパスの運行使数との聞に相関はほとんどみられなかった。この理由とし

ては、巨答者の 24% しかパスを利用していないことから、公共交通の利便性を認識していない
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第 5 意 パス交通システムに対する住誌の参加意識に影響を与える要因分析

人が多いと考えられる。そのため、公共交通の利便性とパス交通システムに対する住民の参加

意識の聞に相関がみられないのではないかと考えられる。
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国 5-17 パスの運行使数とパスの負担金の支払意識
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国 ι18 バスの運行使数と運営ボランティアへの協力・賛成意識

③ソーシャル"キャピタルとパス交通システムに対する住民の参加意識

地域ごとのパスの負担金の支払、運営ボランティアへの賛成に対して賛成している人の割合

と、ソーシャル・キャピタノレの関係を示したものが密 5・19 、関 5・20 である。ここでは、参加

意識との関係性を分析するために、ソーシヤノレ・キャピタル指数を算出した。算出方法は、各

項目を相互比較が可能なように基準化(平均を O、標準偏差と分散を 1 となるように標準化)
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した後に、構造的ソーシヤノレ・キャピタル、認知的ソーシヤル・キャヒ。タノレのそれぞ、れについ

て各項目の単純平均を指数とした。標準化は、(1)式を用いて算出する。

-幽.刷・(1)Zi' = (Xi - X) / s 

Zi: 標準化されたデータ， Xi: 光データ， X: 平均値， s: 標準偏差

ソーシヤル・キャヒ。タルが高いことを示している。各調査項目とソーなお、数値が高いほど、

シャル・キャヒ。タル指数との相関係数を算出した結果、いずれの項目においても相関係数が 0.7

よって、各項目が指数の構成要素として適切であるといえる。以上となった。

パスの負担金の支払い意識に関して、構造的、認知的のいずれのソーシャル・キャピタルに

ついても統計的に有意な相闘がみられた。近所づきあいを活発に行っている人が多い地域ほど、

また一般的信頼感や援助規範を強く持っている人が多い地域ほど、パスの負担金に賛成してい

る人の割合が多い。

と屈答して運営ボランティアへの協力・賛成意識に関しては、 f十分協力できないが賛成j

いる人の割合と構造的ソーシヤノレ・キャピタル、認知的ソーシヤノレ・キャヒ。タノレとの相関がみ

この理由としと回答している人の割合とは相闘がみられなかった。られたが、「協力したいj

ては、認知的ソーシャル・キャヒ。タルが高くとも、職業や居住地などより近所づきあいなどの

構造的ソーシャル・キャピタルを高くすることが困難になる。そのため、認知的ソーシヤノレ・

キャゼタルの方が協力・賛成意識に与える影響が強いと考えられる。
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図 5-20 ソーシャル・キャピタんと運営ボランティアへの協力・賛成意識

(3) パス交通システムに対する住民の参加意識の要菌分析

この項では、パス交通システムに対する住民の参加意識に個人属性と地域特性がそれぞれど

の程度影響を与えているのかを把握する。そのため、パスの負担金の支払意識、運営ボランテ

イアへの意識を外的基準とし、個人属性、居住地の特性、個人のソーシヤル・キャピタルを説

明変数として、数量化 II 類分析を行った。個人罵性としては、「本人の年齢」、「歩行可能距離」

を用いた。また、「自家用車の利用有無J は独立性の検定を行った結果、パスの負担金の支払

意識と関係性が見られなかったため除外した。地域特性としては、 5.3.3 (2) ②において相関

がみられなかった「パスの運行頻度J を除き、「居住地域の後期高齢者率J を舟いた。ソーシ

ヤノレ・キャピタル関連項目は、他の項告との多重共線性が発生しない組み合わせとして、構造

的ソーシャル・キャピタルとして「近所の人の健康きづかしリを、認知的ソーシャル・キャピ

タノレとして f一般的信頼感j を選択した。パスの負担金の支払意識の要因分析結果を図 5・21

に、運営ボランティアへの協力・賛成意識の要国分析結果を図 5包2 に示す。

パスの負担金への支払い意識、運営ボランティアへの協力・賛成意識のいずれに対しても最

も影響を与えているのは、認知的ソーシャル・キャヒ。タルの一つである「一般的信頼感j であ

った。「一般的信頼感j に比べると影響は小さいが、構造的ソ}シャル・キャピタルを表す f近

所の人の健藤の気づかいj を行っている人ほど、パスの負担金、運営ボランティアのいずれに

ついても参加に賛成する傾向がある。

個人属性に関しては、 45 歳未満、 75 歳以上の人、歩行可能距離が 300m'"'-'lkm の人が、パ

スの負担金の支払いに賛成する傾向がある。 45 歳未満の人は他の年代に比べ、未成年の子ど

もと同居している人が多いことが影響しているのではないかと考えられる。 75 歳以上の人、

99 



長い距離は歩けないが中程度の距離を歩くことができる人は、パスサービスを利用する可能性

が高いため、賛成の意を表す人が多いのではなし、かと考えられる。しかしながら、歩行可能距

離が 300m 未満と短い人は、パスの負担金の支払い、運営ボランティアのいずれの参加におい

ても反対する領向がある。これは、歩行可能距離が 300m 未満と短い人は、自家用車の運転が

できない人が 68% と多いがパスを使っていない人が 89% を占めており、パスで移動するのが

困難である人が多いことが理由として考えられる。また、運営ボランティアへの参加について、

運転ができない人は反対する傾向がみられた。これは運転ができないと地域内を移動するのが

困難であるため、運営ボランティアに参加することが困難になるためではないかと考えられる。

また、居住地域の後期高齢者率は、パスの負担金に対する支払いに対して、他の項目より影

響を与える度合いは小さいが、後期高齢者率が高い地域に住んでいる人ほど賛成する傾向があ

る。運営ボランティアへの参加に対しては、後期高齢者率が 20"-'25% の地域では、参加に賛成

する傾向があるが、 25% 以上になると賛成の傾向が弱い。

カテゴリスコア
幽 4.0 需 2.0 0.0 2.0 
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軸の童心

ヤ<10% ，柚p<5% -0.30 0.05 0.26 

図ふ21 パスの負担金の支払意識の要因分析結果
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カテゴリスコア
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関与22 運曽ボランティアへの参加意識の要因分析結果

(4) まとめ

本節では、パス運営への住民参加を題材として取り上げ、ソーシャル・キャピタノレ概念を用

いて、パス交通システムに対する住民の参加意識を高める要因を分析した。

この結果、パスの負担金の支払意識、運営ボランティアへの協力・賛成意識にソーシャル・

キャピタノレが影響を与えていることが明らかになった。特に、認知的ソーシャル・キャピタル

はパス運営への参加意識に最も大きな影響を与えていた。また、近所づきあいなどの地域内の

ネットワークに関する構造的ソーシヤル・キャヒ。タルも意識に影響を与えていた。

ソーシヤル・キャピタル以外の地域の特徴に関しては、高齢者の割合が多い地域の方が、パ

ス運営への住民参加に賛成する人が多かった。高齢者は移動に困っていたり、近い将来におい
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て因る可能性が高く、地域内にそうした人々が多数いることは、住民がパス運営に参加する誘

困の一つになるのではないかと考えられる。一方で、公共交通の利便性とパス運営の参加意識

には、関係性が見られなかった。パスの利用者が少ないことから公共交通の不便さを認識して

いない人が多いと考えられ、公共交通の利{更性がパス交通システムに対する住民の参加意識に

影響を与えていないのではないかと考えられる。

個人属性に関しては、高齢者や中距離しか歩けない人など移動に関して困っている可能性が

高い人において、パスの負担金の支払いに対して賛成する傾向が強かった。また、自家用車を

運転できるかどうかは、パスの負担金の支払い意識に影響を与えていないが、運営ボランティ

アへの協力・参加意識には影響を与えており、運転ができない人はボランティアへの協力・参

加意識が低かった。

5.5 おわりに

本章では、 fソーシヤル・キャピタル」概念を舟いて、パス交通システムに対する住民の参

加意識に影響を与えている要因を明らかにすることを自的とする。

5.2 節において住民が主体的に運行するパス交通システムを検討している一つの地域におい

て、パス運営への参加意識に影響を与える要因を分析した。この結果、ソーシヤル・キャピタ

ノレが住民参加によるパス交通システムに対する賛否意識に影響を与えていることが明らかに

なったが、中でも信頼感や援助規範といった認、知的ソーシヤル・キャピタルが最も大きな影響

を与えていた。しかしながら、社会参加の存無が住民意識に与える影響は小さかった。また、

個人属性に関しては、移動に関して困る可能性が高い人において、住民参加によるパス交通シ

ステムへの賛成意識が強し 1が、自家用車の運転の可否は、住民参加によるパス交通システムへ

の賛否意識に影響がないことが明らかになった。

次に、 5.3 節においては、分析範囲を行政区域全体に拡大し、地域の特性と住民参加意識と

の関係性を分析した。この結果、高齢者の割合や公共交通の利便性といった地域特性よりもソ

ーシヤル・キャピタルの方がパス運営への参加意識に大きな影響を与えていることが明らかに

なった。ソーシヤル・キャピタル以外の地域の特徴に関しては、高齢者の割合が多い地域の方

が、パス運営への住民参加に賛成する人が多かったが、公共交通の利便性とパス運営の参加意

識には、関係性が見られなかった。

今回の研究では、ソーシヤル・キャヒ。タル概念を含めて、パス交通システムに対する住民の

参加意識に影響を与えている要因が明らかになったが、これを用いることにより、行政や専門

家等が地域に介入した場合に住民に参加を求めるパス交通システムが可能なのかを判断する
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ことができると考えられる。また、パス交通システムに対する住民の参加意識を促すためには

ソーシャル・キャピタルが不可欠であることが明らかになったが、どのようにすれば地域内の

ソーシャル・キャピタルを蟻成することができるのかが明らかになっていない。今後、行政や

専門家等がどのように地域に介入すれば、住民のパス運営への参加が積極的に行われ、継続し

うるのかを把握することが必要である。それらを明らかにすることは、パス運営への住民参加

の普及に役立つものと考えられる。
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第6章結論

6.1 研究成果のまとめ

本研究では、住民参加によるパス交通システムの普及に役立つ基礎的な知見を得るため、以

下の二点に関して分析した。一つは、住民参加によるパス交通システムが成立した事例を収集

し、構想の発案から計画、事業実施、事後評価までのプロセスを謂査し、交通システムに関わ

った主体の役割を分析した。二つ臣は、パス交通システムに対する住民の参加意識に影響を与

えている要因を把握する。要因としては、個人属性、地域特性のほかに、近年、経済学、社会

学などにおいて用いられているソーシャル・キャピタルを考慮した。

本論文の各章における研究成果は以下のとおりである。

第 2 章では、まず、パス事業の現状の整理を行った。日本におけるパス事業は、モータリゼ

ーションの進展により、大幅に利用者が減少している。行政の補助により維持している路線も

多い現状を整理した。

次いで、市町村が実施している交通施策の概観をとらえた。現状において、市町村は規模に

適した交通施策を実施することができているといえる。しかしながら、農村部においては、公

共交通の利便性が低いため、みずからコミュニティパスや移送サービスなどの交通サーピスを

提供せざるをえない状況である。農村部のコミュニティパスは、都市部で実施されているもの

と同じようにパス会社に運行委託をすると市町村の負担額は大きいが、運転手や運行委託先を

工夫することにより市町村の負担額を削減することができることがわかった。

第 3 章では、ソーシヤル・キャピタノレ概念に関して、既往研究を先に整理を行い、ソーシャ

ル・キャピタル概念と住民のパス運営への参加の関係性について考察した。住民のパス運営の

参加意識に影響を与える要因は、大きく分けてソーシヤノレ・キャピタル、傭人の移動能力、地

域の状況の 3 つを考えることができる。ソーシヤル・キャピタノレが高い人ほど、地域内の状況

を詳しく把握しており隣人の生活を支援する意識が強いと考えられる。

第4章では、住民参加によるパス交通システムの複数の事例を対象に実施フ。ロセスを調査し、

成功事例において関係主体がどのような役割を担っているのかを考察した。住民組織に関して

は、公共交通を支えるとしづ意識の醸成、関係者間の協議の場の設定、運賃以外のオプション

価値や非利用価値を徴蚊できるような仕組みづくり、運行管理、利用者意見の把握と改善とい
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った役割を担っている。行政は、住民組織に対する情報の提供、補助金の拠出といった適切な

支援を行う役割を担っている。交通事業者は、住民組織が十分な運行資金を確保することがで

きる場合には、住民参加によるパス交通システムを新たな形態の事業として捉え、住民組織に

適切な助言をし、事業を受託する役割を担っている。このように、住民は中心的な役割を担っ

ているが、住民だけで事業を運行することは関難であり、住民・行政・交通事業者がそれぞれ

必要な役割を担うことで、パートナーシップを構築することが必要であるといえる。

第 5意では、ソーシヤル・キャヒ。タノレ概念を用いて、パス交通システムに対する住民の参加

意識に影響を与えている要閣を明らかにした。

まず、一つの地域において、パス運営への参加意識に影響を与える要因を分析した。この結

果、ソーシャル・キャピタルが住民参加によるパス交通システムに対する賛否意識に影響を与

えていることが明らかになったが、中でも信頼感や援助規範といった認知的ソーシヤル・キャ

ピタルが最も大きな影響を与えていた。しかしながら、社会参加の存無が住民意識に与える影

響は小さかった。また、個人属性に関しては、移動に関して困る可能性が高い人において、住

民参加によるパス交通システムへの賛成意識が5齢、が、自家用車の運転の可否は、住民参加に

よるパス交通システムへの賛否意識に影響がないことが明らかになった。

次に、分析範囲を行政区域全体に拡大し、地域の特性と住民参加意識との関係性を分析した。

この結果、高齢者の割合や公共交通の利便性といった地域特性よりもソーシヤル・キャピタル

の方がパス運営への参加意識に大きな影響を与えていることが明らかになった。ソーシャル・

キャピタル以外の地域の特徴に関しては、高齢者の割合が多い地域の方が、パス運営への住民

参加に賛成する人が多かったが、公共交通の利便性とパス運営の参加意識には、関係性が見ら

れなかった。

6.2 住民参加によるパス交通システムの成立要件に関する考察

本論文において得られた結果を踏まえて、住民参加によるパス交通システムの成立要件を考

察する。住民参加によるパス交通システムを普及するためには、住民参加を促す仕組みを確立

すること、住民参加を促す嬰臨を明確にすることが重要である。

(1) 住民参加を促す仕組み

住民参加を促す仕組みとしては、住民がパス交通システムに関して住畏間で討議する場を設

けたり、運転ボランティアや広報活動など責任の範囲が明確なボランティアを募集するといった方法

などが考えられる。また、時間的に運営に参加することが冨難な住民に対しても、パスの運行負担金
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を集める仕組みなど、参加を求める仕組みを作ることが必要である。多くの住民の参加を促すことによ

り、一人一人の負担を小さくすることができる。

また、行政など住民組織を支援する橋渡し型のソーシヤノレ・キャヒ。タノレを築くことである。

住民組織は、専門的な知識を有しておらず、また、財政面において脆弱である。行政や交通事

業者等の専門的な知識を有している主体が、他の地域で行われている事例や道路運送法等に関

する情報を住民組織に提供したり、上限を設定した上で補助金を拠出するといった方法が考え

られる。

(2) 住民参加を促す要因

移動に困難を抱えている状況や、居住地域の利便性よりも、ソーシャル・キャヒ。タノレが高い

ことが最も大きな要因で、あった。ソーシャル・キャピタルの中でも、信頼感といった認、知的ソ

ーシャル・キャヒ。タルの方が構造的なソーシヤル・キャピタルよりも強い影響を与えていた。

このことは、居住地域の利便性が相対的に見て低くない地域であったとしても、地域住民がパ

ス交通システムに対する強い要望を持つことができれば、実施可能であることを意味している

のではなL、かと考えられる。

自家用車の利用の有無は、参加の方法によって影響を与える度合いが異なっていた。パス交

通システムに対する負担金を集めることに対しては、自家用車の利用の有無が与える影響は小

さかった。しかしながら、ボランティアとしての参加に対しては、自家用車を利用している人

の方が、参加意識が高かった。このことから、自家用車への依存度が高い地域であったとして

も、住民参加によるパス交通システムを成立させることは可能であるといえる。

6.3 今後の課題

住民のパス運営への参加事例は、少ないものの、今後は増えていくことが予想される。今後

は、住民のパス運営が継続している地域、継続が国難になった地域など、多数の事例を把握し、

住民参加によるパス交通システムの成立に影響を与えていると考えられる歴史的な背景や地

理的条件なども加味した上で分析を行いたいと考えている。

また、パス交通システムに対する住民の参加意識を促すためにはソーシヤノレ・キャピタルが

不可欠であることが明らかになったが、どのようにすれば地域内のソーシヤル・キャピタルを

醸成することができるのかが明らかになっていない。ソーシヤル・キャピタノレの醸成は短期開

に行うことができないことから、長期的に地域に関わりデータを収集して分析する必要がある

と考えられる。

さらに、住民組織以外の行政や専門家が地域内に関わることにより、住民参加によるパス交
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通システムの成立を促すことができると考えられる。今後、行政や専門家等がどのように地域

に介入すれば、住民のパス運営への参加が積極的に行われ、継続しうるのかを把握することが

必要である。

以上 3 点を明らかにすることは、パス運営への住民参加の普及に役立つものと考えられる。
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江川の地域の交通に関する調査

調査へのご協力のお願い

住みな乙んだ地域に住み続けるためには、病院やスーパーに行くことができる

といった地域での移動の確保が重要です。そのため、「江川地域交通会議J を立

ち上げ、地域住民・行政などが協力して支える地域の交通のあり方を考えており

ます。本調査では、皆さんの「生活と地域の交通の関係J や「地域交通に住民が

関わることへの意向j をおうかがいしております。今回のアンケートは、江川で

の公共交通のあり方を考える資料として不可欠ですので、ご協力をお願い申しあ

げます。

なお、アンケートにお書きいただいた内容は、大阪大学が責任をもって管理し、

何人にも各個人のアンケートへの回答を開示はしません。また、アンケート田答

者にご迷惑をかけることのないように留意し取り扱います。

2007 年 11 月

江川地域づくり協議会

江川地域交通会議

(協力)大阪大学大学院工学研究科

記入上の注意

・回答は、 1 人 1 通ずつお答えください。ただし、中学生以下の方は記入しな

いでください0

・ご記入いただいたアンケートは、 11 月20 日(火〉までに、隣保長さん

あるいは自治会長さんにお渡しください。

園調査についての連絡先

大阪大学大学院工学研究科地球総合工学専攻 交通システム学領域

担当者:猪井博登(いのいひろと) 、谷内久美子(たにうち くみこ)

千565-0871 大阪府吹田市山田丘 2-1

Tel 06-6879-7610 Fax 06-6879-7612 



圃 あなたの普段の外出について

ひんど

間1 あなたが普段、佐用町の中山部に出かける頻度はどれぐらいですか?

口ほぼ毎日 口週に 3--4 日ぐらい

口舟に 2--3 日ぐらい 口月に 1 日ぐらい

口ほとんど出かけない

口週に 1-2 自ぐらい

ロ年に数回ぐらい

問2 佐用町が実施している「さよさよサービスJ を利用していますか?

口利用している 口利用していない

間3 平成 19 年 4 月 1 日から 10 月 31 日までの 7 ヶ月間で、あなだは「さよさ

よサービス」の利用券を何枚利用しましたか?

口利用していない (0 枚)口 1-3 枚 目 4-6 枚

口 6-9 枚 口 10 枚以上( )枚

問4 佐用町が実施している「タクシー乗車運賃肪成J を利用していますか?

口利用している 口利用していない

問5 平成 19 年 4 月 1 日から 10 月 31 E3までの 7 ヶ月間で、あなだは「タクシ

一乗車運賃助成J の利用券を何枚利用しましたか?

口利用していない (0 枚)口 1-6 枚

口 13-18 枚 口 19-24 枚

口 31-36 枚

口 7 -12 枚

口 24-30 枚

問6 佐用町の中山部に行くのに使うことができる交通手段は何ですか?あてはま

るすべての口に〆をつけてください。

口自分の運転する車 口同居する家族が運転する自動車

口同居していない家族が運転する自動車口近所の人が運転する自動車

ロタクシー 口自転車、バイク

口バス ロさよさよサービス

ロどの交通機関を使用しても佐用町の中心部まで行くことができない

口その他(



間ア 佐用町の中山部から帰ってくるのに使うことができる交通手段は伺ですか?

あてはまるすべての口に〆をつけてください。

口自分の運転する車 口閉居する家族が運転する自動車

口同居していない家族が運転する自動車口近所の人が運転する自動車

ロタクシ一 口自転車、バイク

ロパス ロさよさよサービス

口どの交通機関を使用しでも佐用町の中心部から帰って来ることができない

口その他(

間8 ちし、家族まだは友人が入院してしまい、佐用町の中山部にある病院までほ

ぼ霊E世話に行かなければならなくなったとき、佐用の中I~\部に行くことができ

ますか?

口はい 口いいえ

問9 同じように、家族または友人が入院してしまい、佐用町の中I~\部にある病院

までほぼ箆旦世話に行かなければならなくなった際、どの交通手段を利用するこ

とができますか?

あてはまるすべての口に〆をつけてください。現在使っていないものも利用す

ることができるならば〆をつけてください。

口自分の運転する自動車 口同居する家族が運転する自動車

口同居していない家族が運転する自動車口近所の人が運転する自動車

ロタクシ一 口畠転車、バイク

ロバス 口さよさよサービス

ロ毎日病院に行くことができる交通手段は無い

口その他(

間10 毎週欠かさずに、佐用町の中j白部まで買い物に行くことができますか?

口はい 口いいえ
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問11 同じように、毎週欠かさずに佐用町の中山部に行く際に、利用することがで

室盃交通手段は何ですか?

あてはまるすべての口に〆をつけてください。現在使っていないものも利用す

ることができるならば〆をつけてください。

口自分の運転する自動車 日開居する家族が運転する自動車

口同居していない家族が運転する自動車口近所の人が運転する自動車

ロタクシー 口自転車、バイク

ロパス 口さよさよサービス

口毎還欠かさず、に佐用町の中心部に行くことができる交通手段は無い

口その佑(

下の四角にかこんだ様な条件で地域パスが運行されたと箆星します。

- 家の近くの細い道も通ることができ、パス停が従来のものに比べて家の近くに

設置されているとします。

・毎日、一日 3 往復するとします。

・佐用町の中山部では、主要施設(病院、マックスバリュー、本屋、農協など〉

を巡回するように走るとします

・各施設ヘ到達するための所要時間は、直接行くのに比べて、 10 分から 15 分

程度長くなるとします。

・佐用町の中山部では、約 1時間滞在できるように帰りの便が計画されていると

します。

間12 ちし、上のようなパスがあれば、あなたはほぼ毎臼佐用町の中山部にある病
みま

院に、お見舞いに行くことができますか?

ロはい 口いいえ

間13 同じように、上のようなパスを利用すれば、あなたは毎週欠かさず、佐用町

の中山部まで買い物に行くことができますか?

口はい 口いいえ
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間14 江Jl I地区の交通に関して、困っていることがあれば、お書きください。

園 江JII 地区内の地域パス運行について

間15 江川地域に地域パスが運行する 閤 15-2 必要、不要であると思う理由

ことについて必要と思いますか、不 は何ですか?下にお書きください。

要と思いますか?

ロ必要である 口不要である

間16 江川地域で住民が中山となって、地域パスを運行することについて賛成です

か?反対ですか?

口賛成する 口反対する

淡路市長沢地区では住民が主体となってミニパスを走らせています

江川地域交通会議ではこのパスを参考にしようと議論しています。

この長沢地区のミニパスの特徴は、

・ 地域の全世帯から 1 万円の負担金を集め、

乗車時は無料で利用することができます 0

・ 運転は地域の人が 1 日3000 円の有償

ボランティアで担当しています。

・平日毎日、朝、昼、夕方の

3 田運行です0

・ ライトバンで運行されており、

地域全体を回り、地域と市の

中心部を結んでいます。

・中心部での折り返し時間を工夫し、

1 屈の往復で翼い物に行って滞る

ことができます。

-4 欄

|長沢地区のミニパスを支える仕組み

(収入)

-地区住民負担金: 100 世帯(全世帯) x 
1万円口約 100 万円

-町補助(燃料や保険代) :約 30 万円

(支出)



間1ア江J11 地区の地域パスを 4 ページ

の長沢地区の事例を参者に運行す

ることに賛成しますか?

間 17-2 欝成、反対、回答を保留する

のはなぜですか?理由を下にお書

きください。

口賛成する

口反対する

口田答を保留する

問18 4 ページに示した長沢地区の事例の地域パスを運行するために必要な年間 1

世帯 1万円の負担金(毎回の利用料金は無料〉についてどのように思いますか?

口安くはないが必要な負担だと思う

口必要な負担だと患うが、もう少し安ければよいと思う

口いくらであっても負担金を支払いたくない

問19 運転ボランティアとして、地域交通の維持に参加することについてどのよう

に思いますか?

口参加してもよい 口参加したくない

口自動車を運転できない、または免許を持っていない

問20 ちし、参加しでもよいならば、月のうちどの程度ならば、担当してちょいと

思いますか。

口週2 ， 3 日でもよい 口週 1 回程度ならよい

口月 1 ， 2 間程度ならよい 口担当したくないまたは担当できない

間21 4 ページの長沢地区のような地域パスが運行されたとき、あなたは利用した

いと思いますか?

口利用したい 口利用したくない

間22 間じく 4 ページの長沢地区のような地域パスが運行されたとき、あなたは

どのくらいの頻度で利用したいと思いますか?

口避に 5 日以上 口週に 3-4 日ぐらい

口月に 2-3 日ぐらい 口月に 1 8 ぐらい

口利用したくない

-5 -

口週に 1-28 ぐらい

口年に数回ぐらい



聞 あなたご自身のことについて

悶23 あなたは何歳代ですか?

口 10 歳代 口 20 歳代 口 30 歳代 口 40 歳代 口 50 義代

口 60 歳代 口 70 歳代 口 80 歳代 口 90 代以上

間24 あなたの性別をお答えください。

ロ男性 口女性

間25 あなたは主に何の仕事等をしていますか。次の中からちっともあてはまるも

の 1 つに〆をつけてください。

ロ農業

口無職

口会社員・公務員 口自営業

口主婦・主夫 口学生

口パート・アルバイト

口その他 ( ) 

間26 あなだはどの集落に住んでいますか?

内

福

河

包

豊

西

末

日
ロ
ロ

口平谷

口甲大木谷

口束中山

口仁方

口乙大木谷

口大晶

口福漂

口淀

問2ア一緒に住んでいる家族の人数は、あなたも含めて伺人ですか?

ロ1 人

口 5 人

口 2 人

口 6 人以上

口 3 人 口 4 人

間28 同居している家族は、どのような万ですか?

口本人のみ(…人暮らし)

口親と子ども(二世代)

口その他 (

口夫婦だけ(一世代)

口親と子どもと孫(三世代)

間29 あなたは自動車の免許を所有していますか?あてはまるすべての口に〆をつ

けてください。

口自動車の免許を所有している

口免許を所有していない

口バイクの免許を所有している

幽 6-



間30 あなたは自由に使用できる自動車、バイクを所有していますか?あてはまる
すべての口に〆をつけてください。

口密輸自動車を所有している ロバイクを所有している

口所有していない、または運転できない

さより

問31 どのくらいの距離を休まずに歩くことができますか?

口 1 k m 以上

口約 300m

口約 1k m

口約 100m

間32 あなだの暮らし向きはどうですか?

口ゆとりがある

口やや苦しい

口ややゆとりがある

口苦しい

口約 500m

口できない

口どちらともいえない

間33 地域パスの事例や間き取り調査の結果などを「江川交通過信J というちらし

にして不定期でセンター報と一緒にお送りしておりますが、読んだことはありま

宣盆?

口読んでいる 口時々読んでいる

口あるのは知っているが読んだことはない 口見たこともない

間34 江川地域の交通について、ご意見などがありましたらお書きください。

欄 7 附



日常的なおつきあいについて〈大学の研究用の調査項目〉
蹴翻笠僻鮒慨管官官官官官賀川脳洗濯凶官官官附鰍料管官官管制官官問蹴蹴飽錨澗澗翻・日常的なおつきあいについて

※この先の質問は、大学の研究として用います。ご協力をよろしくお願いします。

地域内の結びつきと交通の関係について分析することで、今後の他地域への展

開を考える上で、参考にしようと患っています。

間35 あなたは、ご近所の方とどのようなおつきあいをされていますか?

口相談や翼物の代行など、生活面で協力し合っている

口呂常的に立ち話しをする程度のつきあいはしている

口あいさつ程度の最小限のつきあいしかしていない

口つきあいはまったくしていない

間36 あなだは、こ、近所の方で元気かどうかを気づ、かっている人はいますか?

口いる ロいない

間3アあなたは現在、地域で自治会、老人会、子どち会などの地縁的な活動をされて

いますか?

ロしている 口していない

ごらく

問38 あな疋は現在、地域でスポーツ・趣味・娯楽活動〈スポーツ、芸術文化活動、

生涯学習など〉をされていますか?

口している 口していない

間39 あなだは現在、地域でボランティア・市民活動〈まちづくり、福祉、環境、防犯

など〉をされていますか? (江川地域交通会議を除きます〉

口している 口していない

間40 いっしょに住んでいる家族以外で、あなたが1番親しいと感じる方はどんな

人ですか?

口子ども 口親 口親類 口友人 口近所の方

口職場の同僚 口その他の人( ) 口殺しい人はいない

制 8 幽



日常的なおつきあいについて(大学の研究聞の調査項目〉

間41 間 40 で答え疋、あなだが1番親しいと感じる方はどこに住んでいますか?

口間じ集落内 口閉じ集落ではない江川地域( )集港

口江川地域外の佐用町 口佐用町以外( ) 

口親しい人はいない

間42 いっしょに住んでいる家族以外で、あなたが2 番目に親しいと感じる方はど

んな人ですか?

口子ども 口親 口親類 口友人 口近所の方

口職場の同僚口その他の入( ) 口親しい人はいない

問43 間42 で答えた、あなたが2 番目に親しいと感じる方はどこに住んでいますか?

口閉じ集溶内 口閉じ集落ではない江川地域( )集落

口江JII 地域外の佐用町 口佐用町以外( ) 

口親しい人はいない

間44 いっしょに住んでいる家族以外で、あなたが3 番目に親しいと感じる万はど

んな人ですか?

口子ども 口親 口親類 口友人 口近所の方

口職場の同僚口その他の人( ) 口親しい人はいない

問45 間44 で答えた、あなたが3 番目に親しいと感じる方はどこに住んでいますか?

口同じ集落内 口同じ集落ではない江川地域( )集落

口江川地域外の佐用町 口佐用昨以外( ) 

ロ親しい人はいない

間 46 から問 51 は、まわりの人々とのかかわり方の者え万に関する質問です。そ

れぞれについて、あなたはどのように考えるかをお答えください。

間46 i一般的に、人間は信頼できるものだと思うj という考え方に賛成しますか?

口賛成する 口どちらかといえば賛成する

口どちらともいえない 口どちらかといえば反対する 口反対する

欄 9-



日常的なおつきあいについて(大学の研究用の調査項自)

間47 i以前、私を助けてくれた人には、特に親切にす/てきである J という考え方

に賛成しますか?

口賛成する 口どちらかといえば賛成する

口どちらともいえない 口どちらかといえば反対する 口反対する

間48 i不当な立揚で苦しんでいる人は、少しでも助けるべきだ」という考え方に

賛成しますか?

ロ賛成する 口どちらかといえば賛成する

口どちらともいえない 口どちらかといえば反対する 口反対する

間49 i気をつけていないと、人は私の弱みにつけ込もうとするだろうJ という考

え方に賛成しますか?

口賛成する ロどちらかといえば餐成する

口どちらともいえない 口どちらかといえば反対する 口反対する

間50 i人が図っている時には、自分がどんな状況にあろうとも、関けるべきであるJ

という考え方に賛成しますか?

口賛成する ロどちらかといえば賛成する

口どちらともいえない 口どちらかといえば反対する 口反対する

間51 i地域で閤つだことがある揚合は、住民で解決すべきである」という考え方

に賛成しますか?

口賛成する 口どちらかといえば賛成する

ロどちらともいえない 口どちらかといえば反対する 口反対する

以上

調査にご協力いただきありがとうございました。
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美作市内の公共交通に関する住民アンケート調査

ご協力のお願い

住み慣れた地域に住み続けるだめには、病院や届舗等に行くことができるといつだI出或での移動の

確保が重要です。そこで、皆さんの「生活と公共交通の関係J や「公共交通に住民力潤わることへの

意向J などをおうかがいし、地域住民・行政などが協力して支える地I或の公共交通のあり方の綾部に

生かしだいと思います。

今回のアンケートの調査対象者は、住民基本台帳より無作為で抽出いだしましだ。今後の美作市内

の公共交通のあり方を者える資料として不可欠ですので、ご協力をあ瀬い申しあげます。

なお、アンケートにお書きいただいた内容は、美作市が責任をもって管理し、分析は大阪大学で行

います。分析の際には、統計的に扱い、個人力時寺定できないよう留意し取り扱います。

2008 年 11 月

奨僧官企毘振賠s t調動街頭栗
対波史教た塑境工学研弥ヰあ直システム単研究室

記入土ぬ注意

-封簡には、 2 遜の謂査票が入っております。ご家庭でお年が上の方からおこ人

の方がお答えください。 1 人 1通ずつご記入ください。余った調査票はお手数

ですが、震棄してください0

・ただし、 20 歳以上の方がお答えください。

・ご記入いただいたアンケートは、 11 月28 日(金)まで!こ、ポストに投函ください。切

手は不要です。

聞調査についての連絡先

美作市企画振興部協働企間諜

干707-8501 悶山県美作市栄町38-2

Tel (0868)72 -66 31 

大阪大学大学院工学研究科地粥給工学専攻気遣システム学研究室

担当者:谷内久美子〈博士後期諜程 2 年〉、新町果次〈孝舟受〉

干565-0071 大販府吹田市山田fi2-1

Tel 0ら6879 ・7610 Fax 06-6 879 幽7612



圏 あなたのふだんの外出について

間1 あなたはどちらの生整盤区に住んでいますか?

1 .梶並 2. 勝田 3. 勝国東 4. 大原 5. 東粟倉

6. 美作第一 7. 美作北 8. 江見 9. 英田 10. その他( ) 

おおあざ

間2 あなたがお住まいの大字をあ書きください。

大字(

ひんど

間3 あなたはふだん、地域(大字〉のI~に外出する頻度はどれくらいですか?

1 .ほぽ毎日 2. 週に 3-4 日ぐらい 3. 週に 1-2 日ぐらい 4. 月に 2-3 日ぐらい

5. 月に 1 日ぐらい 6. 2 ヶ月に 1 日ぐらい 7. 2 ヶ月に 1 日より少ない 8. 出かけない

間4 ①~⑧のそれぞれの外出居的において、あなたは外出しようと思えばできますか。また、

その外出援度はどの程度ですか。慨にならって、①~⑧にそれぞれ O をつけてください。

①翼物

②通院

③役所・郵便局・農協・銀行での用事

④理髪・美容

⑤仕事・通勤・ボランティア

⑥家族・親族・知人などとの面会・交流

⑦習い事や生涯学習、通学などの文化的活動

⑧散歩、体操などの鍵康づくり活動

1 容易である

2 できるが大変

3 できない

よ1-

1 ・2 ・3

1 ・2 ・3

1 ・2 ・3

1 ・2 ・3

1 ・2 ・3

1 ・2 ・3

1 ・2 ・3

1 ・2 ・3

1 ほぽ毎日 2 逓 3-4 日

3 週 1-2 日 4 月2-3 日

5 月1 自 6 年に数回

7 ほとんど外出しない

よ1-

1 ・2 幽 3 ・4 鵬 5 ・6 ・7

1 ・2 ・3 ・4 ・5 ・6 ・7

1 ・2 ・3 ・4 ・5 ・6 ・7

1 ・2 ・3 ・4 ・5 ・6 ・7

1 ・2 ・3 ・4 ・5 ・6 ・7

1 ・2 ・3 ・4 ・5 ・6 ・7

1 ・2 ・3 ・4 ・5 ・6 ・7

1 ・2 ・3 ・4 ・5 ・6 ・7



間5 ふだん、移動に使うことカヤむきる整勤豊監は何ですか?現在使っていないものでも、使え

るものすべてにO をつけてください。

1 . 自分の運転する車 2. 同居する家族カ環欝去する車

3. 同居していない家族平沼紛人減欝去する車 4. タクシ 5. 徒歩

6. 自転車 7. バイク 8. 民間の路線バス(神姫、宇野、豊沢交通)

9. 市堂バス(美作市が脊料で運行) 10. 福祉パス(美作市が無料で運行、利用は高齢者のみ)

11. 高速パス 12. JR 姫新線 13. 智頭急行

14. どの移動手段も使用できない 15. その他(

問6 現在、あなたは自分で自動車の運転をしていますか?

1 . 運転している 2. 運転していない

間 7へ ;問 11 へ;

間7 あなたは自動車の運転をどのくらいの頻度で行っていますか?

1. Iまぽ毎日 2. 週に 3-4 日ぐらい 3. 週に 1-2 日ぐらい 4. 月iこ2-3 日ぐらい

5. 月に 1 日ぐらい 6. 2 ヶ月に 1 日ぐらい 7. 2 ヶ月に 1 日より少ない

間8 あなたは、現在、自動車を運転する際、室主運墜の語で不安を感じていますか?

1 . 不安を感じている 2. 少し不安を感じている 3. 不安は感じない

間9 皇霊2tiでは、自動車の運転に関してどうですか?

1 . 不安を感じる 2. 少し不安を感じる 3. 不安は感じない

間10 今後5 年先においても、自動車の運転を続けていると思いますか?

1 .今と変わりなく運転を続けるだろう

2. 運転をやめたいが代わりの交通手段がないので、今と変わりなく運転を続けるだろう

3. 運転する頻度を減らすだろう

4. 免許を返納し、今後は運転しないことになろう

5. その他(

間11 あなたの家には自動車、バイクがありますか? (すべてに 0)

1 .自動車がある 2. バイクがある 3. いずれも所有していない

間12 あなたが自由に使える自動車はありますか?

1 .自分で運転できる車がある 2. 運転できないが、送避してもらえる車がある

3. 自由に使える車はない

2 



聞13 どのくらいの距離を体まずに歩くこと力tできますか?

1 .少しも歩くことができない 2. 100m 以内 3. 200m 以内 4. 300m 以内

5. 500m 以内 6. 700m 以内 7. 1，000m 以内 8. 1，001 m 以上

問14 出かけるとき、以下の道具を使いますか? (すべてに 0)

.つえ 2. 歩行補助車 3. 手動車いす
f 寸

4. 電動車いす 5. 電動三輪/電動四輪

6. 何も使わない 7. その他(

歩行補助車

- 公共交通について

間15 民間の暗線パス〈ネ申立臣、宇野、豊沢交通〉をどれくらいの頻度で使っていますか?

1 .ほぼ毎日 2. 避に 3-4 aぐらい 3. 週に 1-2 aぐらい 4. .FJ Iこ2-3 日ぐらい

5. 月に 1 日ぐらい 6. 2 ヶ月に 1 日ぐらい 7. 2 ヶ月に 1 aより少ない 8. 使わない

間16 重重J~Ãをどれくらいの頻度で使っていますか? (市営パスとは、美作市が勝田、美作、

英田、作東地区で、運賃をとって運行しているパスのことです。〉

1 .ほぼ毎日 2. 還に 3-4 日ぐらい 3. 週に 1-2 日ぐらい 4. 月に2-3 自ぐらい

5. .FJに 1 日ぐらい 6. 2 ヶ月に 1 日ぐらい 7. 2 ヶ月に 1 日より少ない 8. 使わない

聞17 彊祉H A をどれくらいの頻度で使っていますか? (福祉パスとは、美作市力 t高齢者等を対

象として勝由、大原、英田、東粟倉地区で、盤控室運行しているパスのことです。〉

1 .ほぼ毎自 2. 週に 3-4 自ぐらい 3. 還に 1-2 日ぐらい 4. .FJ Iこ2-3 悶ぐらい

5. 月に 1 aぐらい 6. 2 ヶ月に 1 日ぐらい 7. 2 ヶ月に 1 aより少ない 8. 捜わない

間18 賞選任A をどれくらいの頻度で使っていますか? (高速パスとは、中国自動車道のバス停

から津山・大阪方面等ヘ向かうパスのことです。〉

1 .ほぼ毎日 2. 逓に 3-4 日ぐらい 3. 週に 1-2 日ぐらい 4. 月!こ 2-3 日ぐらい

5. .FJに 1 日ぐらい 6. 2 ヶ月に 1 日ぐらい 7. 2 ヶ月に 1 司より少ない 8. 使わない

間19 J R 姫新線をどれくらいの頻度で使っていますか?

1 .ほぼ毎日 2. 還に 3-4 自ぐらい 3. 遅に 1-2 日ぐらい 4. 月に2-3 日ぐらい

5. 月に 1 日ぐらい 6. 2 ヶ月に 1 自ぐらい 7. 2 ヶ月に 1 臼より少ない 8. 使わない

3 



間20 現在、よく利用している食料品の買い物先はどこですか。あてはまるものすべてにO をつ

けてください。名前が示されていない地元の商居等については、その他に記入してください。

2. マjレナカ美作庖 3. イズミ美作庖1 . ショッピングセンターアイ

4. マルイ英作活 5. A コープみまさか 6. 勝央町のショッピングセンター

7. 津山市のショッピングセンター 8. 赤磐市のショッピンク、センター

9. 佐用町のショッピンク、センター 10. その他(名称 、小学校区名

間21 現在、通院やリハビリなどで利用している主な塵盤強盟はどこですか。あてはまるものす

べてにO をつけてください。名前が示されていない地元の医療機関については、その他に記

入してください。

1 .大原病院 2. 奨作中央病院 3. 田尻病院 4. 原医院

5. 木国内科外科医院 6. 福井医腕 7. 和限外科霞院 8. 作東診療所

9. 金沢外科医院 10. 岡本眼科展腕 11. 梶並診療所 12. 英田診療所

13. 上記以外の美作市内の医療機関(名称 、小学校区名 ) 

14. 勝央昨の医療機関 15. 津山市の産療機関 16. 赤磐市の匪療機関

17. 佐用町の医療機関 18. その他(名称 、地区名 ) 

間22 現在、お住まいの地域で運行しているパスのサービス内容についての満足度はいかがです

か。あな疋のあ唱えをφのの頃自について、あてはまるところにO をつけてください。(民

間パス、市営パス、福祉パスのすべてを盆みます。〉

¥ ¥ ¥ ¥  
満 も ど やや 不

足
4i口ヌ、 ちb 、

不満 満で

①運行本数について 1 2 3 4 5 

②運行の時間帯について 1 2 3 4 5 

③料金(運賃)について 1 2 3 4 5 

④運行経路または行き先について 1 2 3 4 5 

⑤目的地までの乗車時間について 1 2 3 4 5 

⑥始発便の時間について 1 2 3 4 5 

⑦最終便の時聞について 1 2 3 4 5 

⑧自宅からバス停までの距離について 1 2 3 4 5 

⑨高速パスなど法域パスとの乗り継ぎについて 1 2 3 4 5 

⑩車いすや電動三輪車での利照について 1 2 3 4 5 

⑪「パスのサーピス全般jについて 1 2 3 4 5 

4 



間23 あなた力潟、住まいの地域で、パス利毘の使を充実することについてどう患われますか?

1 .充実が必要だ 2. 必要とは思わない 3. わからない

:悶 24 へ; :問 25 へ;

間24 問 23 で「充実が必要だJ と答えた方におj三宮守3します。宝盟理由についてお答えくださ

い。(最も近い理由 1つiこ0)

1 .現在の自分にとって役立つから 2. 家擦にとって役立つから

4. その他(

間25 最寄りのパス停の名前は伺ですか?

バス停名(

時26 そのパス停までの距離はどのくらいですか?

1. 200m 以内 2. 400m 以内 3. 600m 以内

5. 1，000m 以内 6. 1，500m 以内 7. 2，000m 以内

3. 地域の人に役立つから

4. 800m 以内

8. 2，001m 以上

間2アあなたの地域から出るパスが、どこまで行けば利用したいと患いますか? (あてはまるも

のすべてに0)

1 .英作地域の中心部(林野駅・美作インターチェンジ付近)

3. 大原地域の中心部 4. 勝目地域の中心部

2. 作東地域の中心部

5. 英田地域の中t心部

6. 東粟倉地域の中心部

8. その他(

7. どのような条件でもバスに乗ろうと思わない

間28 あなたが行きたい目的地まで、移動手段の義史鍵支があっても利用したいと患いますか?

(あてはまるものすべてに 0)

1 .パスからバスに乗り継ぎをしてもよい

2. パスから鉄道に乗り継ぎをしてもよい

3. パスから高速パスに乗り継ぎをしてもよい

4. 乗り継ぎなしに目的地まで行けるパスでないと利用したくない

5. どのような条件で、もバスに乗ろうと思わない

悶29 日自馳への片道のバスの乗車時fa 力洞筑豊支であ利訴日開U 乏し1と思いますか? (1 つ!こ 0)

1. 1時間以上でもよい

4. 20 分稜度

2. 45 分程度 3. 30 分程度

5. 15 分程度以下 6. どのような条件で、もパスに乗ろうと思わない
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間30 あなたが翼い物等で出かけられるとき、鍵盤が1日に最{邸良冊便あればパスを使いたいと

思いますか?

1. 1往復で十分 2. 2......3 往復 3. 4......5 往復 (2 時間に 1本)

4. 5......6 往復 5. 7......8 往復 ( 1時間に 1本)以上

6. どのような条件でもパス乗ろうと思わない

間31 どのような臼に運行すれば、利用しようと思いますか。

1 .毎日運行 2. 平日のみ運行 3. 週 2......3 日程度の運行

4. どのような条件で、もパスに乗ろうと思わない

間32 今後、美作市内では、民間のパス会社ガ漣営ずる路線パスの廃止などが予想されます。仮

に、このような状態になれば、市はどのように対応したらよいと思われますか?

1 .公共交通がなくなると因るので、市が公共交通を確保するべきである

2. やむを得ないので、市は特に何もしなくてよい

3. わからない 悶悶悶機駄闘機織機 織 対 韓

…
へ
…
へ
…

…
お
…

M
…

山

間

n
q
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回

目
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・

一

回

n
H
m
開

nHVH

間33 間 32 で「市が公共交通を確保するべきJ と答えた方におたすねします。どのように公共

交虚を確保するべきかについてお答えください。

1 .費用はかかるが、市が運営する市営パス、千部止パスを充実させる

2. 現在の市の予算の枠内で、市が運営するパスの効率化を図る

3. 市の経費節減のため、市と住民が協働して運行するパスを走らせる

4. その他(

間34 現在、美作市力漣任している撞祉}'(AI 立、利用者が高齢者等に限られ、運行使数力ゆない

代わりに盤魁で利用できます。この福祉J'¥ スをだれでも利用できるようにするとともに、盛

線数や便数を漕やすことについてはどう思われますか? ただし、増加する経費に対応する

ために、運賓は有料とします。

1 .福祉パスを便利にし、運賃を有料にすることに賛成

2. 便利にするのはよいが、有料化は運賃の額次第で賛成

3. 脊料化にするくらいなら、福祉バスは現状のままでよい

4. その他(

5. わからない

間35 市が住民と協働して、地域の住民のためのパスを走らせる揚合に、運営のための基金とし

て、地域のすべての世帯から年間一定額のお金を集めることについては、どう思われますか?

1 .賛成

3. 反対

2. お金の額次第で賛成

4. どちらともいえない
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間36 地域の住畏が、運転ボランティアや広報活動など何らかの形でパスの運営に協力すること

については、どう思われますか?

1 .賛成で自分も協力する

3. 反対

2. 十分協力できないと思うが賛成

4 どちらともいえない

圃 あなたご自身のことについて

間3アあなたの年齢は?

1. 25 藤未満 2. 25-34 歳 3. 35-44 歳 4. 45-54 歳 5. 55-64 歳

6. 65-74 議 7. 75-84 歳 8. 85 歳以上

間38 あなたの性別は?

1 .男性 2. 女性

間39 あな疋の主なこ職業は? (1 つ!こ 0)

1 .農業

5. 無職

2. 会社員・公務員

6. 主婦"主夫

3. 自営業

7. 学生

4. パート・アル1¥ イト

8. その他(

間40 一緒に住んでいる家族の人数は、あなたも含めて何人ですか?

1. 1人 2. 2 人 3. 3 人 4. 4 人 5. 5 人 6. 6 人以上

間41 あなたの家族には、高校生以下の子どもや 65 歳以上の高齢者がいますか? (すべてに 0)

1 .高校生以下の子どもと同居している 2. 65 歳以上の高齢者と間居している

3. 子ども、高齢者のいずれとも問題していない

間42 外出する時に、だれかに歩くのを手伝ってもらったり、車いすを押してちらったりする必

婆がありますか?

1 .手伝ってもらう必要がある 2. 手伝ってもらう必要はない

3. だれかに手伝ってもらっても、歩いたり車いすででかけることができない

間43 あなたの暮らし向きはどうですか?

1 .ゆとりがある 2. ややゆとりがある 3. どちらともいえない

4. やや苦しい 5. 苦しい
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※この先の質問は、大学的研究として用います。ご協力をよろしくお願いします。今後側蛾の交通例齢に{地域のカが 3
璽饗となります。この糊内の制っきと殖の関係について分析することで、!iT;域の交通のあり方を考えます。 ; 
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間44 あなだは、ご近所の方とどのようなおつきあいをされていますか?

1 .格談や翼物の代行など、生活面で協力し合っている

2. 日常的に立ち話しをする程度のつきあいはしている

3. あいさつ程度の最小援のつきあいしかしていない 4. つきあいはまったくしていない

間45 あなたは、ご近所の方で元気かどうかを気づかっている人はいますか?

1 .いる 2. いない

間46 r一般的に、人間は信頼できるものだと思うJ という者え方に賞成しますか?

2. どちらかといえば賛成する

4. どちらかといえば反対する

1 .賛成する

3. どちらともいえない 5. 皮対する

間47 r以前、私を助けてくれた人には、親切にすべきであるJ という考え方に賛成しますか?;

2. どちらかといえば賛成する

4. どちらかといえば反対する 5. 反対する

議

開

怜

詩

器

議

議

議

1 .賛成する

3. どちらともいえない

間48 r不当な立場で苦しんでいる人は、少しでも関けるべきだJという考え方に賛成しますか?3

2. どちらかといえば賛成する

4. どちらかといえば反対する 5. 反対する

相
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設
韓
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議
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接
出
輔

1 .賛成する

3. どちらともいえない

間49 rt 世或で困ったこと力濁る揚合Iet.住民で解決すべきである J という考え方に賛成しますか?3

1. 賛成する 2. どちらかといえば賛成する

4. どちらかといえば反対する 5. 反対する3. どちらともいえない 議

鈴
E遺
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間50 美作市の交通について、ご意見などがありましたらお書きください。

アンケートは以上で終了です。ご協力ありがとうございました。
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